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［INDEX］2015年4月1日～4月30日
＊文部科学省

・生活困窮者自立支援制度に関する学校や教育委員会等と福祉関係機関との連携について（通知）（3月27日）
・学校安全に関する更なる取組の推進について（依頼）（3月31日）
・連続して欠席し連絡が取れない児童生徒や学校外の集団との関わりの中で被害に遭うおそれがある児童生徒の安全の確保に向けた取組について（3月31日）
・「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成26年度）」の結果について（4月24日）
・性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について（4月30日）
・睡眠を中心とした生活習慣と子供の自立等との関係性に関する調査の結果（4月30日）
＊警察庁

・犯罪統計資料1～3月（対前年同期比較）（4月10日）
・平成26年中の出会い系サイト及びコミュニティサイトに起因する事犯の現状と対策について（4月16日）
＊朝日新聞

・（天声人語）小中学生の情報モラル（4月1日）
・教育【学ぶ・育つ】子どもへの危険　予兆つかんで（神奈川県）（4月2日）
・「非行集団と共存、生きるため」　元非行少年は語る（4月4日）
・障害ある子、スポーツやろう　２０年視野に各地で動き（4月6日）
・（体とこころの通信簿）親が病気の子ども　心に負担、早めに支援窓口へ

・香川）児童虐待へ対応策発表　高松高検、再発防止も重点（4月7日）
・発達障害があっても働ける環境づくりを（４月７日）

・「ママって呼んでいいんでしょ？」　縁あって、家族(４月７日)

・（春風の中小企業をたどって：１）悪さしたって、また雇うけん（４月７日）

・自殺未遂繰り返した娘、「遺書」作りが変えた（4月9日）
・「子どもの貧困」連鎖断つ　学生らが先生役・食事提供も（4月12日）

・子のスマホデビュー、その時親は　「ダメ」ばかりはダメ（4月11日）
・（政治断簡）身近な２０人、思い浮かべてみよう　編集委員・松下秀雄（4月12日）

・（社説余滴）子どもたちが描く黒い絵　国末憲人（4月１７日）

・弱視の子ども用ノート、可愛く　弱視男性が資金募り製作（4月18日）

・「どうせ無理」と言わないで　夢伝えるロケットおじさん（4月19日）
・「被害のおそれ」ある小中高生、なお８３人　文科省調査（4月25日）
・性的少数者は７．６％　７万人対象、電通ネット調査（4月24日）
・ブラックバイト「不当な扱い」７割が経験　教授ら調査（4月29日）
・性的少数の子に配慮求める通知　文科省、全国の小中高校に（4月30日）
・被爆者、大学生らと対話「核と人類は共存できない」（4月30日）

＊毎日新聞

・川崎・中１殺害:事件を受け防止策　３日連続欠席で対応　文科省（4月1日）
・学習指導:異性愛前提の記述「再考を」キャンペーン広がる（4月1日）
・君の笑顔が見たい:「子どもの村」の挑戦／４８止　見えてきた課題　／福岡（4月2日）
・リベンジポルノ:防止法１カ月　相談１１０件　「ネット上の知人」１３％（4月2日）
・変わる:子育て支援制度／上　３歳になったら行き場なし？（4月3日）
・変わる:子育て支援制度／下　増える裁量、広がる地域差（4月4日）
・児童虐待:処分前に児相や市町村と協議…高松高検提言（4月6日）
・こころと向き合う:アルコールと暴力犯罪＝松本俊彦（4月9日）
・くらしの明日:私の社会保障論　パートナーシップ証明書＝山田昌弘（4月15日）

・読書日記:今週の筆者は社会学者・上野千鶴子さん　「消費」される貧困女子の生態（4月14日）

・記者の目:川崎・中１殺害事件／中＝三木陽介（東京社会部）（4月16日）
・イチゴいちえ:出会いに勇気づけられて　／栃木（4月18日）

・Ｆメール:性被害者に安全と安心を＝田口奈緒さん　／兵庫（4月19日）

・ことば:性的少数者（4月19日）

・教員サポート:熱意生む　「支援体制あり相談可」→８割「やりがい感じる」　ネット調査、１０４４人回答（4月20日）

・Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:＜社説＞少年法適用年齢　性急な見直しは疑問だ（4月20日）
・児童虐待防止:地域でできる支援考える　フリーライター・杉山さん取り組み　久留米で連続講座　／福岡（4月21日）
・雨上がり:被災地の母子家庭の苦しみ（4月22日）
・水説:無関心こそ共犯者＝中村秀明（4月22日）
・児童生徒追跡調査:「安全分からない８３人」（4月24日）
・ことば:少年法の規定(4月24日)

・１５歳のニュース:スクールクライシス学校危機・心と命を救おう　見過ごしてならぬ下級生いじめ　／大阪（4月25日）
・タイガーマスク基金:社会的養護情報、ラジオで発信し支援（4月25日）
・滝沢の中２自殺:男子生徒「１人対多数に」　第三者委報告、トラブル後孤立感　／岩手（4月29日）
・余録:「赤いシクラメンの／そのすきとおった花びらの…（4月30日）

・第２回ＳＡＧＥ・ＪＡＰＡＮ・ＣＵＰ:社会問題に高校生の知恵　被災地の教育支援／待機児童削減…　３月に創価大で開催（4月30日）
・子どもの貧困対策、民間の支援者らが財団法人設立へ(4月30日)

＊産経新聞

・痴漢、レイプ、デートＤＶ…「それって被害者のせいになるの？」　女子高校生らが議論した性暴力の“背景”と“解決策”（4月13日）

・Ｖｏｌ．５０　多様な人が自然につながった日　Ｗａｒｍ　Ｂｌｕｅ　Ｄａｙ　２０１５（4月15日）

・交流サイトの犯罪被害最多　１８歳未満、スマホ利用８割　警察庁「危険性増す」（4月16日）

・知的障害者の自立を支援　大阪の福祉事業型学校で公開授業（4月21日）

・少年法の想定外　「実名」「顔写真」暴く“ネット私刑”　現実に即した見直しを（4月24日）
・中１殺害　非行防止へ神奈川県警と連携　川崎市教委、個人情報を共有(4月29日)

＊読売新聞

・手話に一目ぼれ！　マニアが作った「当たり前の世界」（４月１日）

大木洵人（おおき・じゅんと／シュアールグループ代表）
・（８）生徒が教え合って問題解決…必要性と課題とは（4月4日）

次期学習指導要領に盛り込まれる見通しの「アクティブ・ラーニング」。

・「正解」も「我慢」もない！　あるのは楽しめる子育て（4月8日）

・子どもシェルター大阪に…弁護士らが準備進める（4月19日）　

・事実婚、同性婚想定した就業規則に改正…フローレンス（4月22日）

・プライバシー暴露や中傷、ネットの人権侵害急増（4月23日）
・ゼノンの逆説～教育の今を読む　藤川大祐・千葉大教授

（２）ネット社会は危険な社会か…交流サイト関連の犯罪増加（4月24日）

・フィンランド・ヨエンスー発（読売中高生新聞）

・性同一性障害の子供に配慮・支援を…文科省通知（4月30日）

＊日本経済新聞

・男が変わらなければワーママの問題は解決しない（4月3日）

・通常学級に在籍、障害に応じ授業受ける子供8.3万人　14年度(4月3日)
・伸び悩む「養育里親」制度　施設頼み脱却へ担い手求む（4月6日）
・少数者の人権を守る大切さ （4月7日）

・学校で有権者のススメ　18歳投票へ取り組み続々(4月8日)
・「男女の学力、環境が左右」　ＯＥＣＤ事務次長に聞く（4月11日）

マリ・キヴィニエミ氏「女子も理系に目を向けて」

・児童生徒調査、「被害の恐れ」なお83人　文科省 （4月24日）

・日本語指導必要な子供、最多2.9万人　文科省調査 （4月24日）
・性同一性障害巡り、学校の対応例通知　文科省（4月30日）
＊京都新聞

・暴力・虐待から少女ら再出発　京都の子どもシェルターが支援（4月20日）
＊現代ビジネス

・20年間で児童虐待は70倍増。児童虐待の相談等に対応する「児童相談所」ってどんな場所?（4月20日）
＊AERA

・虐待で「脳が傷つく」衝撃データ　2割近い萎縮も〈ＡＥＲＡ〉（4月27日）
＊文部科学省

・生活困窮者自立支援制度に関する学校や教育委員会等と福祉関係機関との連携について（通知）（3月27日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1356501.htm
・学校安全に関する更なる取組の推進について（依頼）（3月31日）
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1356507.htm
・連続して欠席し連絡が取れない児童生徒や学校外の集団との関わりの中で被害に遭うおそれがある児童生徒の安全の確保に向けた取組について（3月31日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/03/1356481.htm
・「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成26年度）」の結果について（4月24日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/1357044.htm
・性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について（4月30日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/1357468.htm

・睡眠を中心とした生活習慣と子供の自立等との関係性に関する調査の結果（4月30日）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/katei/1357460.htm
＊警察庁
・犯罪統計資料1～3月（対前年同期比較）（4月10日）

https://www.npa.go.jp/toukei/keiji35/hanzai.htm
・平成26年中の出会い系サイト及びコミュニティサイトに起因する事犯の現状と対策について（4月16日）

https://www.npa.go.jp/cyber/statics/h26/h26_community-2.pdf
＊朝日新聞
・（天声人語）小中学生の情報モラル（4月1日）
　みかさんはネットで日記を始めた。自己紹介は「第四小学校５年１組１６番女子」とした。ある日の文章に近所の女性の写真を添えた。別の日には見知らぬ人から、あなたの住所を教えてというコメントが届いた▼以上は、ネット情報の活用について文科省が小学５年を対象に実施した調査の設問だ。架空の日記の画面を何枚か見せて、「心配に感じる」記述をすべて選ばせた。校名から出席番号まで個人情報を明かしている点をまずいと思った児童は、７割以上いた▼一方、知人の写真の無断掲載は６割が問題なしと判断していた。自分の情報には敏感でも、他者の情報の扱いに無頓着な傾向が浮かんだ。未知の人物の書き込みを心配だと感じたのは５割近く。正解をすべて挙げたのは１２・８％にとどまった▼便利なネットには落とし穴もある。誹謗（ひぼう）中傷や個人情報の流出が絶えない。先の川崎市の中１男子殺害事件ではネット上で「犯人捜し」が盛んだった。大津市の中学生いじめ自殺問題では、無関係な人がいじめた側の親族として写真を掲載された▼文科省の調査結果を見ると、ネットの危うさを早くから知る必要があると痛感する。中学２年が対象の調査では、不正請求のメールが来た場合に、親に相談するなど適切な対応を選べた生徒は２割だった▼学舎（まなびや）は新年度を迎えた。情報モラルという言葉がある。情報社会を生きる上で身につけるべき考え方をいう。それをまずは「身を守り、人を傷つけない術（すべ）」として学んでほしい。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11681212.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11681212
・教育【学ぶ・育つ】
子どもへの危険　予兆つかんで（神奈川県）（4月2日）
　子どもが被害者になる事件が相次ぐ中、県内の教育関係者で作る「県生徒指導課題検討委員会」が、教師向けの冊子「子どもの安全を守る６つの点検」を作成した。子どもと日々接する教師に、問題の予兆をいち早くつかむ「センサー」の感度を再確認してもらうのが狙いだ。

　冊子では、子どもの安全が脅かされる場面として、携帯電話やネット上のトラブル、自傷行為、犯罪被害、虐待、いじめ、体罰の六つのケースを取り上げた。それぞれで事例を紹介。「遅刻や欠席が目立つようになる」「いつもと違うグループで遊んでいる」など問題を抱えている子どもに特徴的な様子や、学校での対応方法などをまとめた。

　作成にかかわった米沢利明・横浜国立大准教授は「『まさかそんなことは』とか、『きっと大丈夫』などと思い込んでいると危険を見逃しがち」と話す。気になることを担任だけで抱え込まず、学年や生徒指導担当の教諭に伝え、チームで取り組むことで迅速な対応が可能になると指摘する。

　スマートフォンの普及で、複数の学校の生徒が関係する問題も増えている。米沢准教授は「地域や関係団体との連携も不可欠。みんなで子どもの安全を守ろうという意識を新たにするきっかけになれば」と期待している。

　Ａ５判１４ページ。４万２千部作り、県内の小中高校の全教員に配布する。問い合わせは県教委子ども教育支援課（０４５・２１０・８２９２）。

http://www.asahi.com/area/kanagawa/articles/MTW20150402150230003.html
・「非行集団と共存、生きるため」　元非行少年は語る（4月4日）
　川崎市で男子中学生（13）が殺害された事件で、殺人の非行内容で家裁送致された１８歳の少年は「誰かに止めて欲しいと思った」と供述していたという。少年時代、非行に走ったことのある人たちも当時、心の中で助けを求めていた。

　「強がっていても本当はもっと気にかけてもらいたかった。（ドラマの）『GTO』のように家庭にもがつがつ踏み込んで、マンツーマンで向き合ってくれる先生がいれば、と憧れた」

　かつて川崎市で非行グループを率いた男性（30）は、そう話す。

　年上のメンバーの命令通り、万引きや恐喝で手に入れた金を納め、薬物にも手を染めた。逮捕や少年鑑別所の入所経験もある。命令に逆らって暴力を受けないように「共存」の道を選んだ、と男性は言う。「不良をやりたかったわけじゃない。いじめられず生きるには（非行集団の中で）『共存』するしかなかった」

　進学や就職する友人を見て焦りや、うらやましさを覚えた。18歳で暴力団に誘われ、川崎市から逃げた。不良仲間とも連絡を絶った。犯罪と無関係になるには7年ほどかかった。

　中学１年から飲酒をしていても、周りの教師も大人も、止めてくれなかった。会社員となり、子どももできた今、川崎の事件について、「悪循環が何十年も続いてしまっている。教育委員会は、もっと子ども個人を見た方がいいのでは」と感じている。

　元暴走族の男性（21）は高卒認定を取り、早稲田大に入学した。同じく暴走族だった幼なじみが美容師を目指して上京したことに触発された。「勉強はきついけど、毎日が充実している」と聞かされたという。

　中学時代から非行を繰り返し、薬物や監禁傷害事件などを起こした東京都内の３０代男性は「同じ境遇の人が立ち直った話が、一番心に響いた」と振り返る。

　覚醒剤に手を染め、家宅捜索を受けた20歳の頃、ようやく目が覚めた。「このままじゃ自分が壊れる。助けてくれ」。初めて親にSOSを出した。母親に連れられ、薬物依存者を支援する団体で復帰のためのプログラムを受けた。今は、薬物依存者の社会復帰を支える仕事に就き、自分の体験を話している。

　川崎の事件のように、非行少年の「集団」の怖さも身をもって知っている。「集団になると、『おれは怖いんだぞ』ということを見せるために、暴力の歯止めが利かなくなる。親がもっと子どもに深くかかわって、いけないことはいけないと言える関係を築かないとだめだ」と話す。（竹野内崇宏、芳垣文子）

■親から親へ助言

　少年の加害者も被害者も生まないために、福祉機関や警察などと連携して問題解決を図るのがスクールソーシャルワーカー（SSW）だ。大阪府茨木市で先月、ＳＳＷの研修会が開かれ、川崎市の事件を例に「自分ならどうするか」を話し合った。年明けから不登校になった被害者の少年の様子は、担任教諭が電話や家庭訪問をしても知ることができなかったという。ＳＳＷからは「年上と付き合いがあると分かったら、その子の元担任など関わった人を探る」といった意見が出た。

　研修会の講師を務めた大阪府立大学の山野則子教授は「批判をせずに『あなたを見ているよ』というメッセージを送り続ける人を決めることが重要」と指摘した。同じ先生が毎日１回、決まった生徒に声かけをする。学校に協力的ではない保護者にも、保健師や福祉関係者らが声をかける。家庭が落ち着くと、落ち着く子どもも多いという。「孤立や貧困が虐待につながり、子どもの不登校や非行につながるという流れがある。加害者も被害者も同じ流れの中でとらえ、どちらにも支援の目を届ける必要がある」と話す。

　元暴走族で少年院に入ったことのある中村すえこさん（39）はいま、非行に走った少年らに自分の体験を話す活動などを続けている。

　中学3年の時の担任は、中村さんに「給食だけでも食べに来いよ」と声をかけ、教室内に中村さんの「居場所」を残しておいてくれた。

　中村さんは「少年院にいたときよりも、社会に出てからの方がいくつも壁が立ちはだかっていた」と言う。「『おはよう』でも『学校行けよ』でも、たとえ返事がなくても声をかけてほしい。見ているよ、気にかけてるよ、ということを示すことが大事なんだと思います」

　子どもの非行に悩む親たちが集まり、悩みを語り合うグループもある。「『非行』と向き合う親たちの会（通称・あめあがりの会）」の会員は約650人。NPO法人を設立し、保護者からの電話相談にも応じている。

　電話相談を受けるのは、かつて子どもが暴力事件を起こすなど、非行に悩んだ親たちが中心だ。「子どもが少年院へ入った」と動揺している保護者には、自らの経験を踏まえて「親子関係を考え直すきっかけになった人もいる」といった助言をしている。学校選びや仕事探しといった子どもの成長に応じて関わりを保ち、数年間にわたって支援を続けるケースもあるという。

　電話相談（０３・５３４８・７６９９）は平日のみ、有料。

http://digital.asahi.com/articles/ASH3S6G00H3SUTIL041.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH3S6G00H3SUTIL041
・障害ある子、スポーツやろう　２０年視野に各地で動き（4月6日）
　２０２０年東京五輪・パラリンピックに向けて、障害のある子のスポーツを促す動きが始まった。スポーツにふれる機会が比較的少ない現状を変えようとする取り組みだ。ただ、設備や指導者など足りない条件は多く、道のりは険しい。

　日本ブラインドサッカー協会による初の「ジュニアアスリート合宿」が３月に東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%93%81%E5%B7%9D%E5%8C%BA.html" \o "品川区のトピックスを開く" 品川区であり、視覚に障害がある小中学生ら６人が指導を受けた。声をかける協会スタッフに向かってダッシュを繰り返したり、鈴入りのボールをドリブルしたりした。

　「指導で上達し、仲間と交流できて楽しい」と特別支援学校中学部の近藤凌也さん（１３）＝神奈川県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E8%8C%85%E3%82%B1%E5%B4%8E%E5%B8%82.html" \o "茅ケ崎市のトピックスを開く" 茅ケ崎市＝は話した。サッカー以外に水泳やクライミングを習う。それでもスポーツの機会は週末だけといい、母の今日子さん（４１）は「施設や仲間が少なくて難しい」と漏らした。

　ブラインドサッカーの国内の競技人口は約４００人で、子どもだけのチームはゼロ。競技水準の底上げを狙い、協会は１３年、ブラインドサッカーなどスポーツに親しむ催しを始め、延べ約７０人が参加した。

　日本障がい者スポーツ協会も昨夏、２５歳以下が対象の「選手発掘事業」を都内と神戸市で初開催。計１００人が車いすテニスや盲人マラソンなど約１５競技を体験した。協会担当者は「どの競技も若い選手が少ない。楽しさを知るきっかけになれば」。今年も同様のイベント開催や、「即戦力」発掘につながる事業を考えている。

　文部科学省も、小中学校で障害者スポーツを体験したり、パラリンピック選手が学校を訪ねたりする新事業（１億４７００万円）を今年度予算案に入れた。若年層での障害者スポーツ普及などが目的だ。

　障害のある子のスポーツをする割合は低い。文科省の１３年調査（７～１９歳）によると、スポーツやレクリエーションの頻度は「週３日以上」１０％▽「週１～２日」２１％▽「していない」３９％など。手法は違うが、１０代全体を調べた笹川スポーツ財団の調査（１３年）では、運動・スポーツの頻度は「週７回以上」が３９％で最多、「していない」は１３％だった。

　「学校や地域でスポーツに接する機会が少ないようだ」と日本ブラインドサッカー協会の村上重雄・普及育成部長は話す。普及イベントの参加者にアンケートをすると、「一般校に通っていて、体育の授業は見学が大半」「一緒にできる仲間が近くにいない」などの回答が多いという。

　また、同協会のように普及事業を自力でできる競技団体はまれだ。リオデジャネイロ・パラリンピックの実施２２競技の関連２３団体を朝日新聞が調べたところ、雇用した事務職員がいるのは７、賃借した事務所を持つのは９。現役選手のコーチらが無償で事務作業もする団体が大半で、普及活動をする余裕がない。

　小中学校教員の養成課程で、「障害者スポーツ指導」は必修科目ではない。障害者スポーツに詳しい同志社大の藤田紀昭（もとあき）教授（社会福祉学）は「大学の教職課程を改善し、適切な指導者を増やすべきだ。学校が障害者スポーツセンターや体育協会などと連携し、卒業後に子どもがスポーツを続けられる情報提供をすることも大事だ」と指摘する。

http://digital.asahi.com/articles/ASH393V5DH39UTIL017.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH393V5DH39UTIL017
・（体とこころの通信簿）親が病気の子ども　心に負担、早めに支援窓口へ
　父親や母親ががんなどの重い病気になった子どもは、状況の変化に戸惑い、様々なことを心配します。そうした強いストレスを受けた子どもの２～３割にＰＴＳＤのような症状（心的外傷後ストレス症状）がみられた、という報告も出ています。患者である親の治療と同時に、子どもへの支援（チャイルド・サポート）が大切です。

　「いつも具合が悪そうだけど？」「夜になるとパパとママがコソコソ話をしているのはなぜ？」「何でおばあちゃんが来て世話をするの？」。親が自分の病気のことを伝えないでいると、子どもはこんな不安を抱く。

　臨床心理士の小林真理子・放送大准教授によると、ストレスを感じている子どもの変化にはいくつかの特徴があるという。

　小学校低学年までなら、赤ちゃん返りなどの「退行」がみられる。通園・通学を渋ったり、できていたことができなくなったりする。普段はおとなしい子が攻撃的な言動を示すこともある。年齢が高くなると、「親の病気は自分が悪いからでは」という罪悪感や責任感から、早く帰宅したりお手伝いをがんばり過ぎたりする場合もある。眠れない、食べられない、刺激に敏感になる、などもある。

　　　　　＊

　親ががんになった子どもの心理的負担を調べた厚生労働省研究班の報告書によると、心的外傷後ストレス症状が見られたのは６～１４歳で３割、１５～１８歳で２割。病気のことを早く伝えた方が症状は軽かった。また、患者である親もストレス症状を示している場合が多い。家族としての支援が重要だ。

　幼い子どもへの説明は、誰がどれぐらいの間、身の回りの世話をしてくれるのか、などが中心になる。思春期の子どもには、親が仕事を休みがちでも高校に行けるのかといった中期的な悩みに対しても見通しを説明する。

　小林さんは「きょうだいがいる場合、上の子だけに説明して『弟や妹には内緒ね』とはしない。上の子のストレスが増してしまう」と指摘する。病状に変化があればその都度説明し、隠し事はしない。「聞いてはいけない」という雰囲気をつくらないようにする。

　　　　　＊

　大切なのは予防だ。親が診断された段階で、病院にある子ども支援の窓口に相談した方がいい。臨床心理士などの専門職が対応する。最初は親だけで面談し、伝え方や反応のあらわれ方についてアドバイスを受ける。必要があれば子どもだけの面談をしてもらう。がん診療連携拠点病院の相談支援センターでも応じている。

　厚労省研究班の班長を務めた聖路加国際病院の小沢美和医長（小児科）は「家族は子どもの生活の基盤。子どもに親の病気を伝えるか伝えないかが問題というより、子どもを家族の蚊帳の外に出さないことです」と話す。

　（岩崎賢一）

　■相談ナビ

　臨床心理士や看護師、小児科医らの有志でつくるサイト「Ｈｏｐｅ　Ｔｒｅｅ（ホープ・ツリー）」（http://www.hope-tree.jp/
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11691718.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11691718
・香川）児童虐待へ対応策発表　高松高検、再発防止も重点（4月7日）
　高松高検は６日、増加する児童虐待事件への対応策をまとめ、発表した。公判を通じて犯罪者への処罰を求めるだけではなく、再発防止にも重点を置いた内容。管内の各地検と共有するほか、最高検にも報告する。

　高松高検は昨年１１月、検事長や検察官らでつくる児童虐待防止プロジェクトチームを結成。２００９年～１４年に管内で起きた１８件の児童虐待事件の資料を分析し、専門家や児童相談所との意見交換などを続けていた。

　発表では、虐待が起きた家庭環境についても十分な捜査をし、虐待防止策が浮き彫りになる立証に努める必要があると指摘。処分や公判の運用にあたっては、処分前に児童相談所や学校関係者などとのカンファレンスを実施▽暴力防止プログラムの受講など「特別遵守（じゅんしゅ）事項」を定めたうえで、公判で保護観察付き執行猶予も求刑▽起訴しない場合でも再発防止を誓約させたり再犯の可能性が高まった場合には再度事件化したりする、などの具体例を挙げた。

　高松高検の酒井邦彦検事長は「虐待の原因は地域社会の崩壊や貧困など様々で、日本社会全体の問題。せっかく生まれてきてくれた子どもを、家族や社会で支える必要がある」と話している。

http://www.asahi.com/articles/ASH4662KFH46PLXB00P.html
・発達障害があっても働ける環境づくりを（４月７日）
　世田谷区の砧公園と環状８号線をはさんだ上用賀アートホールの２階に、「発達障害者就労支援センター／ゆに（ＵＮＩ）」の新しい場がオープンしました。先立って行われた内覧会には、１００人もが訪れました。世田谷区からの委託を受けて事業を担うのは、社会福祉法人トポスの会。足立区ですでに「ウィズユー」という発達障害者を対象とした通所施設を運営しています。

　その５日後の３月２９日付朝日新聞の東京版に「発達障害の若者に仕事を　世田谷区、専門家連携し支援」という見出しで、世田谷区の取り組みを紹介するかなり大きな記事が載りました。

＜男性は専門学校を卒業した２００１年から引きこもりの状況だった。学習能力には問題はなかったが、初対面の人とのコミュニケーション能力が低く、突発的な出来事への対応が苦手だったことなどから、就職活動はうまくいかなかった。
　周囲が男性の発達障害に気づいたのは卒業から１０年以上たった１２年。正式に診断を受け、障害者手帳を得たのは昨年のことだ。
　　発達障害が学校や社会で認識されていないことが原因とされる。過度な物事へのこだわり、対人交渉や状況判断能力の欠如など、障害の内容や程度は幅広い。「変な人だな、程度の認識で見過ごされている」（世田谷区障害者地域生活課）という＞

　この男性は「せたがや若者サポートステーション」で発達障害の疑いを指摘され、その後、発達障害就労支援事業の「ゆに（ＵＮＩ）」に通うようになり、短期アルバイトから始めて、いまではフルタイムの契約社員として郵便物の仕分けにあたっています。

　世田谷区では、０９年に子どもの発達障害支援として、相談や療育を行う「げんき」を国立成育医療センターの中に開設したものの、成人期の発達障害に関しては具体的な支援の事例も乏しい状態でした。そこで、１２年から新たな取り組みをはじめることになりました。その開始時に開いたシンポジウムには、当事者がパネリストとして登壇して、こう発言しています。

　「計算は苦手だけれど、陳列されている商品の説明はすぐに覚えることができるので　、その特性を理解してもらって商品の説明係をやっていて重宝されています。ただ、以前は『なんだ計算もできないのか』と言われて辛い思いをしてきました」
「仕事が長続きしないので悩んでいます。集中して物事をやるのは得意ですが、同時に話しかけられたりするとパニックになることもあり、予定外のことをやるように言われると行き詰まります」

　３０代、あるいは４０代になって、発達障害の特性に気づいた人たちの発言でした。

　池尻にある「世田谷ものづくり学校」内にある「せたがや若者サポートステーション」に集う若者の中には、なかなか仕事が見つからなかったり、社会になじめなかったりするなど、発達障害の特性が認められるケースもあり、「みつけば」という会を月２回始めることになりました。自分の特性を理解して、その特性を抱えながら社会に向き合っていくための方法を「みつけ」、モチベーションを高めるための場です。自ら発達障害を持つ若者が何人か入るピアサポートのかたちで、ワークショップを続けてきました。

　一方、区の施設の一角では前述した「ゆに（ＵＮＩ）」（トポスの会）には、この３月までに２８人（男性１９人・女性９人）が利用していました。「みつけば」やハローワーク、さらには区内の支援機関などから紹介されてきた人もいます。その８割が広汎（こうはん）性発達障害や自閉症と診断されたり、疑いのあったりする方たちでした。最終学歴（中退を含む）は短大・専門学校７人、大学１５人と、８割が高等教育機関に進学しながらも就労経験者は２割と低いのが特徴でした。

　「ゆに（ＵＮＩ）」が約３００平方メートルの広さの専用スペースでスタートしてからの２週間の間に、電話相談は６７本、面接は１３件（予約３２件）、通所利用者は２５人を数えました。「こんな場ができるのを待っていた」という声もあり、就労の場を求めながら、きっかけが得られなかった当事者や親からの相談が多いとのことです。

　全国でもまだあまり例のない取り組みです。一人ひとりの個性を大切にして、その特性を職場の人たちにも理解してもらって働くことのできるような環境づくりをこれからも支援していくとのことです。

http://www.asahi.com/and_w/life/SDI2015040714991.html?iref=comtop_fbox_d2_05
・「ママって呼んでいいんでしょ？」　縁あって、家族(４月７日)
山本奈朱香

　生みの親が育てられない子どもが、新しい親と家族になる特別養子縁組。この縁組で結ばれた家族のもとで育った近藤愛（あき）さん（２２）が今春、大学院へ進んだ。多くの子どもが家庭で暮らせる社会を目指し、児童福祉の研究を進める。

　３月２０日、愛さんは同志社大学（京都市）の卒業式に臨んだ。福井県から駆けつけた母親の文恵さん（７０）は、振り袖姿の愛さんを見つめ、「写真撮る時にポーズする顔、小さい頃から全然変わってない」とほほえんだ。

　愛さんは生後６カ月の時、里子として近藤家に来た。「最初は赤ちゃんという感じじゃなかった」と文恵さん。笑わない。夜も寝付かずに暗闇でじっとしていた。

　当時、近藤家には成人から高校生まで４人の子がいた。年の離れた妹としてかわいがられるうち、３週間後にはキャハハ、と声を出して笑うように。その後、特別養子縁組を結び、法的にも家族になった。

　幼稚園に入った愛さんに文恵さんは、血のつながった親子ではないことを打ち明けた。「他人から言われたら傷つく」と思ったからだ。愛さんが好きだったシンデレラの魔法の言葉を使い、「ビビデバビデブーって、うちにきたんだよ。神様が大切なあーちゃんを下さった。だから、私は愛のお母さんなんだよ」と。

　愛さんは話の途中で「ママなんか大っ嫌い」と逃げ出したが、最後は「でも、ママって呼んでいいんでしょ？」と泣きじゃくった。

　小中学校時代は友達とけんかをしては、文恵さんに怒られた。中学時代には、生母の夢を何度か見た。でも、声は若いのに、顔は文恵さん。「どんな顔だったのかだけでも知りたいけど、出てくるのは全部ママなの」と文恵さんに話し、号泣した。

　児童福祉を学びたい。高校の時、文恵さんに伝えると、「自分と重ねてしまったら正しい判断ができないし、つらくなる」と反対された。それでも「私だから気持ちが分かる。大丈夫」と貫き、同志社大学社会学部社会福祉学科に進んだ。

　養子縁組した子に「真実告知を３歳までにすべきか」をテーマにした授業後、ボロボロと涙をこぼしたこともある。でも、実家を離れて大学生活を送るうちに「私は恵まれている」と感じるように。家族とのふとしたやり取りの中で「このうちの子じゃないからでは」と思ってしまう心のわだかまりは、いつの間にか消えていた。

　今では「母が全力でぶつかってきて、全力で育ててくれたから良かった」と思える。年の離れた姉と「普通のきょうだいげんか」もするようになった。

　最近、「目元がお母さんに似てるね」と言われることがある。照れ隠しに「えー」と言ってしまうが、「自然と似てくるのかな」と愛さんは笑う。

　卒業論文のテーマは「乳幼児期の里親委託体制」。親が育てられない子どもの多くが乳児院などの施設で暮らす日本の児童福祉政策の課題を検証した。

　「ようやく自分で自分を受け入れられたかな」と話す愛さん。多くの赤ちゃんが家庭で暮らせるよう、養子縁組制度の広がりを願い、将来は児童福祉の分野で働こうと思っている。（山本奈朱香）

■里親育ち、海外では主流

　厚生労働省によると、生みの親が育てられない「要保護児童」は２０１４年で約４万６千人。そのうち８割超が施設にいる。単純な比較はできないが、オーストラリアでは９割が里親に育てられ、英国や米国でも７割超が家庭で暮らすのとは対照的だ。

　厚労省は１１年、自治体向けに出したガイドラインで「家庭は子どもの成長、福祉及び保護にとって自然な環境」として「里親委託優先の原則」を掲げた。

　早期委託の必要性も指摘されている。全国の里親を対象にした１２年のアンケート（回答１２０９人）では、１歳未満で子どもを委託された場合は８１・９％が「気持ちが通じ合う」と回答したが、６歳以上では５１・６％だった。

　調査に関わったＮＰＯ法人「東京養育家庭の会」の青葉紘宇（こうう）理事長は、児童相談所職員や里親として多くの子どもに関わってきた。「乳児期に抱っこされたり、ほっぺたをくっつけられたりした経験がない子は、感情の通じ合いがなかなかできず、育て直しに苦労する。（委託は）早ければ早いほど良い」と話す。

　　　　　◇

　〈特別養子縁組〉　生みの親が育てられない原則６歳未満の子どもが対象。家庭裁判所の審判を経て、戸籍には育て親の実子として記載される。生みの親との法律上の親子関係はなくなる。導入は１９８８年。翌８９年には１２２３件の縁組が成立したが、その後減少。１３年は４７４件だった。

http://digital.asahi.com/articles/ASH3T66FSH3TOIPE03K.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH3T66FSH3TOIPE03K
・（春風の中小企業をたどって：１）悪さしたって、また雇うけん（４月７日）
　中小企業を取材する私には、大企業中心のこの社会が「北風の世界」に映る。

　グローバリゼーションという冷たいカタカナ語のもと、競争ばかりが重視され、働く人が「成果、成果」とむち打たれる。生産性が高ければそれでいいとの議論もある。

　嘆かわしい。だから私は、ちっちゃいけれどあったかい春風を、お届けする。

　まず、北九州市で３カ所のガソリンスタンドを経営する「野口石油」、そこに吹く春風である。

　長くスタンドにつとめてきた野口義弘（７２）は２０年ほど前に独立してから、元非行少年少女を雇いつづけている。その数、のべ約１３０人。

　親の虐待を受けた子、両親が心中して残された子……。愛された経験が乏しい子たちに、野口は「がんばってるな」と声をかけ、しょっちゅう握手し、ときにハグする。

　頼ってくる子は後をたたない。でも野口の会社は３０人あまりを抱えるのが精いっぱい。なので、１８歳になったら自動車の運転免許などの資格をとらせ、志を同じくする中小企業に巣立たせている。

　熊本の極貧の家で、野口は育った。中卒で大手バス会社が採用してくれた。転職した北九州市のガソリンスタンド会社でも実力が認められた。人に認めてもらえるうれしさを体いっぱいに感じた。

　４０代半ばのころ、スタンドの幹部だった野口は、保護司をしていた妻から「雇ってあげて」と頼まれた。髪を染め、けばけばの化粧をした１６歳の少女だった。家出し、シンナーにおぼれる日々を送っていた彼女を、渋々雇った。

　身なりを整えた彼女は、目を見張る働きぶりだった。見てくれで判断する自分を恥じた野口。５０歳をすぎて独立すると、火がついた。

　たとえば、野口のスタンドから売上金を盗んだ少年を自首させ、更生後に雇った。子どもたちに何度裏切られても、繰り返す。「心配せんでよか、また雇うけん」

　なぜ、そこまでするのだろう。「貧しかった子どものころ、地域の人に助けてもらった。学歴がない私をまわりが認めてくれた。その恩返しです。この子たちには、自分を認めてもらう経験、チャンスがなかっただけです」

　野口の会社は、成果主義ではない。ひどい失敗をしても減給や解雇はしない。一方で昨年春、消費増税を超える５％の賃上げをした。生産性が低くなることばかりなので、まわりのスタンドよりガソリンの値段が高い。

　それでも、廃業がつづく業界で、堂々と生き残る。

　理由は三つ。全国から見学者が来るほど、従業員が洗車の技術を磨いている。つぎに、独自に開発した車体のコーティング剤が、全国およそ３００のスタンド会社で使われている。そして、地域の理解と応援だ。「少々高くてもガソリン入れるけん」とお客が言ってくれるのだ。

　人間の思いが春風をおこし、冷たい生産性至上主義に勝ることがある、のである。

　次回は、野口の志に共感し、自らをふるいたたせた社長の物語。

　＝敬称略（編集委員・中島隆）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11693376.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11693376
・自殺未遂繰り返した娘、「遺書」作りが変えた（4月9日）
　小学校でいじめられた娘は、不登校になり自殺未遂を繰り返した。思い悩んだ末、母は娘が書きためた詩を「遺書」として本にすることにした。だが、２人で作るうちに気がついた。もっとやりたいことがあること。過去にとらわれていたこと。「未来の話をして笑いたい」。この春、夢を描き高校へ進む。
　福岡市の秋山のぞねさん（１５）＝ペンネーム＝へのいじめが始まったのは、小学２年の３学期だった。宿題を忘れてしまったのぞねさんの襟を、担任の先生が引きずって教室から出した。算数のプリントを廊下で解くように言われ、床にはいつくばった。

　「ウソつき」「この子はバカ」とみんなの前で言われたり、給食を食べさせてもらえなかったりした。同級生が、わけもなくたたいてくるようになった。

　なぜ自分だけこんなことをされるのか。ただ悲しくて、怖かった。学校に行けなくなり、心療内科を回った。

　詩を書き始めたのはその頃だ。祖母がお見舞いに差し入れてくれたマンガの主人公が、好きな相手に詩を書いて気持ちを伝えていた。「わたしの気持ちも楽になるかな」。浮かんだ言葉をメモにしていった。

　《人の心は、全て赤い糸でできてるんじゃあないかと、私は思ってる。》

　《他人に罵（ののし）られると、糸は１本、悲しい音を最後に切れる。

　知り合いに罵られると、糸は５本、また切れる。》

　いじめは続いた。「キモイ」「ウザい」「友達じゃないから」。心ない言葉を投げられる。死んでしまいたい衝動と、それじゃだめだという感情でグチャグチャになった。ガラス片で胸を切ったり、冬の川に飛び込んだり、薬を大量に飲んだりした。今度は「自作自演」と言われた。

　《言わないで、その言葉を言わないで下さい。

　私は何も、やっていません。

　ただ、助けてほしいだけなのに、どうしてそんなことを言うのですか。》

　中学進学後も学校に通えず、自分を傷つける娘に、母アヤさん（４１）はもがいた。のぞねさんの主治医からは「受け入れるしかない。腹をくくりなさい」と言われ、自分に何ができるのか考えた。

　この子は死んでしまうのかもしれない。それならせめて、夢をかなえてやりたい――。作家になりたかったのぞねさんが書きためた詩を「遺書」のつもりで自費出版することにした。

　約１年かけて、作品を選び、載せる順番を決めていった。生きることに精いっぱいだった日々が、本の話をする時だけは将来のことを考えられた。

　２０１３年１２月、３７作を収めた「根暗女子中学生の思考」を出版。この頃からのぞねさんが変わっていった。「次はこんな本にしたい」と、目標を口にするようになった。

　のぞねさんは中学１年から、インターネットのサイトに投稿するようになった。１５０作品を超す。「心を打たれました」「頑張ろう」とコメントが寄せられるたび、励まされた。「過去を振り返って憎んでばかりだった。でも、あの時期があったから出会えた人たちがいる。一人じゃないと思えるようになった」とのぞねさんは話す。

　「遺書」を書いて、夢を見つけた。「勉強をがんばって大学へ行って、作家になりたい」。今春、高校に合格した。苦しんだ過去を越えて、未来へ踏み出す。（安田桂子）
http://digital.asahi.com/articles/ASH3W556FH3WTIPE024.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH3W556FH3WTIPE024
・「子どもの貧困」連鎖断つ　学生らが先生役・食事提供も（4月12日）
　所得や資産の格差問題は、過去最悪となった「子どもの貧困」と関係がある。生活が苦しいため、勉強したくても十分にできず、希望の仕事に就けないこともあるからだ。そんな貧困の連鎖を断ち切ろうと学生らが支援に乗り出している。政府も対策に本腰を入れるが、こうした取り組みを後押しできるかがカギだ。

■「正社員になって貧しさから抜け出せるかも」

　今月２日夜。東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E5%8C%BA.html" \o "豊島区のトピックスを開く" 豊島区の施設に、弁護士や大学生が１０人ほど集まった。パソコンも使って、子どもたちに社会や英語などを教えている。あきてマンガを読み始める子どもに、「先生」役の女子学生が辛抱強く声をかける。「もう１０分だけ勉強しない？」

　「子どもサポーターズとしま」。大学生が中心になって、週２回、子どもの学習をボランティアで支援している。「生徒」は、小学生から高校生まで１０人ほど。ひとり親だったり、生活保護を受けていたりと家庭の事情は様々だ。

　「彼はあまり勉強してないけど大丈夫かな」

　「何か引け目を感じているのかもしれない」

　「授業」が終わった後は、学生同士で気になったことを話し合う。経済的な支援はできないが、少しでも勉強に前向きになってほしいとの思いからだ。

　ここで先生を続けてきた男性（２３）は４月、都内のＩＴ企業に就職した。自らも母子家庭で育ち、生活保護を受けながら国立大の夜間学部を卒業した。「正社員になって貧しさから抜け出せるかもしれない。お金のない人の気持ちがわかる大人になって、支援の現場に戻ってきたい」という。

　支援を始めたのは２０１０年。代表の谷口太規弁護士（３６）は０８年のリーマン・ショック後、借金の返済が厳しいとの相談が急に増えたことを覚えている。家庭では塾や習い事など子どもの教育費が削られた。資産や所得など経済的な格差が広がっていると感じている。谷口さんは「社会保障は高齢者に偏りがちで、子どもへの支援は足りない。行政が鈍い分、民間でがんばるしかない」と話す。

　ＮＰＯ法人「いるかねっと」（福岡市）は昨年末から、小中学生を対象にした無料学習会「マナビバ」を始めた。先生役のボランティアは学生と社会人が半々だ。代表の田口吾郎さん（３７）は、「社会人が多く集まり、関心が高まっているのを感じた。テストの成績も上がっている」。

　食事の提供など生活支援の取り組みも広がりつつある。東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E8%B1%8A%E5%B3%B6%E5%8C%BA.html" \o "豊島区のトピックスを開く" 豊島区の「子ども食堂」は月２回、手づくりの夕食を１人３００円で食べてもらう。「店」は山田和夫さん（６６）の自宅だ。開店日はボランティアとお客で大にぎわいだ。

　「貧困支援と言ったら子どもも親も来にくい」と考え、子ども食堂と名づけた。そんな取り組みに共感した若者がこの春、東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%85%AB%E7%8E%8B%E5%AD%90%E5%B8%82.html" \o "八王子市のトピックスを開く" 八王子市で同じ食堂を開いた。いま、ほかの地域でも開店準備を進めている。

■公立学校、およそ６人に１人が「就学援助」

　関心が高まる格差問題には様々な論点がある。ただ、「格差があるのは当然」と考える人でも、子どもの貧困の解消や、教育を受ける十分な機会を整えることに異論は少ない。

　実際、１８歳未満の子どもの貧困率は過去最悪の水準だ。大人ひとりで子育てする世帯の貧困率は２０１２年で５４・６％となり、高水準が続いている。特に、母親が家計を支える母子世帯の場合、全世帯の平均所得の半額以下となる年間２４３万円しかない。

　生活が苦しく、学用品や給食の費用などの「就学援助」を受けている児童や生徒は、１２年度で１５５万人。公立学校の児童・生徒数のおよそ６人に１人の割合だ。１０年前と比べて３割強増えている。民間の取り組みだけでは解消できない厳しい現実がある。

　裕福な家庭は、子どもを塾に通わせるなどしてお金をかけて学力の向上に取り組みやすい。文部科学省の全国学力・学習状況調査をもとにした研究では、親の収入が高いほど子どもの正答率は上がる傾向にある。

　４月２日、首相官邸であった「子供の未来応援国民運動」の発起人集会。安倍晋三首相は「子どもの貧困は、頑張れば報われるというまっとうな社会の根幹にかかわる問題。子どもの未来が家庭の経済的事情によって左右されないよう、社会を挙げて取り組んでいきたい」と強調した。

　この日決めたのは、民間資金を活用した基金の新設だ。基金は企業や個人が主体となってお金を出し、学習、生活支援に取り組む団体への援助や、スポーツや芸術面で優れた子どもを経済的に支えるために使う。

　政府は年末までに具体的な支援策をまとめるが、学習、生活支援の現場からは、返済がいらない「給付型奨学金」の充実や児童扶養手当の増額などを求める声が少なくない。現場の実情に見合った対策を打ち出せるかが焦点になる。（疋田多揚、多田敏男）

　　　　　◇

　〈子どもの貧困〉　厚生労働省によると、１８歳未満の子どもの貧困率は１９８５年の１０・９％から、２０１２年は１６・３％と過去最悪の水準になった。およそ６人に１人が貧困という結果に。貧困率とは、世帯収入から国民一人ひとりの所得を試算して順番に並べた場合に、真ん中の人の所得の半分に届かない人の割合。

　　　　　◇

http://digital.asahi.com/articles/ASH4C2QVHH4CUTFK001.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH4C2QVHH4CUTFK001
・子のスマホデビュー、その時親は　「ダメ」ばかりはダメ（4月11日）
　新学期。子どもの入学や進学を機に、スマホを買い与えるかどうか悩む親は少なくない。スマホを使ったオンラインゲームをめぐるトラブルも増えている。心配は尽きないが、学校の学習でもネットを使う時代。親子で、上手に使うためのコツは――。

　９歳の娘が、親のスマホでゲームをして、勝手に高額なアイテムを買っていた――。今年２月、甲信越地方の４０代の母親から、消費者センターにこんな相談があった。業者から、アイテムの代金として５万円を請求されたという。

　一方、関東地方の３０代の母親から相談があったのはアダルトサイト。８歳の娘が、スマホでネット検索していたら、「画面がおかしい」と言ってきた。母親が見たところ、「誤作動はこちら」と指示する画面が表れ、操作すると、「お金を支払うようにというメールが送られてきた」という。

　国民生活センターによると、スマホを利用したデジタルコンテンツに関する相談件数は、２００９年度は２件のみ。ところが１４年度になると、今年２月末現在で６万件を超えるなど、急増している。

　未成年の被害も増えている。オンラインゲームに関するトラブルは、１２年１１月の５３２件から１３年１１月の１３４１件に増え、未成年者の割合は、４割に倍増。うち、９歳以下が１２％から１８％になった。「保護者が新しい機種に変更して、使わなくなった中古のスマホを与えて、制限をしない状況で使わせている例も多い」と担当者は言う。

　今年１月、有害なサイトから子どもを守るフィルタリング会社のデジタルアーツが調査したところ、小学３年以下の子どもがネットに接続できる自分専用の端末を持っていたのは約５５％。携帯ゲーム機、子ども用携帯電話に次いで、「契約の切れた中古のスマホ」が多かったという。

　契約が切れたスマホでも、家の中に無線ＬＡＮがあれば、ネットにつながる。親が使っていた中古スマホは、アダルトや残虐なサイトなどをブロックするフィルタリングがかかっていない場合が多く、子どもが有害サイトに遭遇してしまう可能性が高い。

　このため、無線ＬＡＮも制限するためには、子どもに中古スマホを渡す前に、フィルタリングアプリをインストールし、閲覧できるサイトなどを制限しておくことが必要だという。

■目標は１８歳での習熟

　ネット上の有害な情報は、フィルタリングである程度防げる。だが、個人情報や悪口を書き込んでしまうなど不適切な発信は、技術で防ぐことができない。

　川崎市で中学１年生が殺害された事件では、被害生徒と年上の容疑者との交流には、「ＬＩＮＥ」が使われていた。デジタルアーツの調査でも、小学４年生から高校生のスマホ所有者のうち約６２％が、「ＬＩＮＥ」を使っているという。

　こうした現状に対して、インターネット事業者らでつくる「子どもたちのインターネット利用について考える研究会」（座長・坂元章お茶の水女子大教授）は、ネット上のコミュニケーションを少しずつ拡大する「段階的利用」を提言する。親子で話し合って、子どもに考えさせる方法だ。

　まず、ネットの特性として、①公開されている②匿名性はない③書き込みは取り消せない④自分の将来が台無しになることがある――ということを理解させる。その上で、オンラインのコミュニケーションは意思疎通が難しいこと、必要以上に自分を開示してしまうこと、未知の人の言うことを過剰に信じやすい傾向があることを伝える。

　子どもがこうした特性を理解していく発達段階に合わせて、コミュニケーションの相手を、家族、顔見知り、見知らぬ相手へと少しずつ拡大していく。親でも子どもの力を見極めるのは難しいが、最終的に１８歳での習熟を目指す。

　子どもネット研事務局の高橋大洋さんは、「リスクがあるからといって禁止すると、ネットのリスクを知って使いこなす能力が育たない」と話す。中高生向けの講演で講師を務める経験から、「長時間の利用については、子ども自身も困っている」と言い切る。「既に与えてしまった家庭も、春の買い替えなどをチャンスに、スマホを寝室には持ち込まないなど、親子で利用のルールを決めてはいかがでしょうか」（杉原里美）

http://digital.asahi.com/articles/ASH4944Z6H49UTIL00X.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH4944Z6H49UTIL00X
・（政治断簡）身近な２０人、思い浮かべてみよう　編集委員・松下秀雄（4月12日）
　同性愛者、両性愛者など性的少数者の割合は、佐藤、鈴木、高橋、田中さんの合計とほぼ同じで５％くらい――。

　同性カップルにパートナーシップ証明書を発行する東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E5%8C%BA.html" \o "渋谷区のトピックスを開く" 渋谷区の条例の審議で、こんな話を聞いた。どちらもはっきりとはわからない。性的少数者の割合にも諸説あるけれど、電通総研の調査では５・２％とされる。

　元々「家族と政治」に関心があって足を運んだのだが、びっくりした。性的少数者だと明かしている私の友人は片手に満たない。四つの名の友人は大勢いるのに。

　　　　＊

　条例の成立直後、傍聴していた当事者を追いかけて区役所前に出た。１人の言葉が気にかかった。

　「日本では本当に見えづらい。いないことにされ、権利の保障が進みませんでした」

　レズビアンだとカミングアウトし、「ウェディングドレス同士の結婚式」を挙げた元タカラジェンヌ、東小雪さん（３０）だ。

　いじめとか、不利益を被るから言いにくいのはわかるけれど、「日本では」なのか？

　尋ねると、こう答えた。

　「日本では、学校で教えないし、公の場所で語るのをタブーとする風潮がある。激しい暴力は少ないけれど、独特の生きづらさがあります」

　激しい暴力！

　確かに世界に目を移せば、同性愛への弾圧は横行していたし、いまでも犯罪の標的にされることは少なくない。

　「ミルク」は、同性愛者の権利獲得のため闘った米国の政治家ハービー・ミルクを主人公とする２００８年公開の伝記映画。同性愛の教師らを解雇できるようにする住民投票に反対し成立を阻止したが、保守派に射殺される。いま同性カップルが闊歩（かっぽ）する米国も、７０年代はこうだったかと驚く。調べると、同性の性行為を犯罪とする法が全州で廃止されたのは０３年という。

　　　　＊

　外見も文化も違う者が集まる米国では言葉で議論し、街頭や訴訟で争ってきた。厳しい半面、問題はみえやすい。

　日本では、同じような背景の者が暮らしている前提で、人が「常識」にあわせ、「空気」を読むよう求められがちだ。激しい対立を避けられる一方、異性を愛するといった「常識」から外れる人の声が埋もれ、その姿も忘れられやすいのではないか。

　「ミルク」で印象的だったのは、同性愛者にカミングアウトを呼びかける場面だ。そうすれば、身近な人は、住民投票で反対票を投じるはずだとミルクは説いた。確かに家族や友人の職を奪いかねないと気づけば賛成しづらい。

　この発想を、性的少数者ではない側が応用できないか。

　渋谷の例が注目されたことで、日本でも課題はみえやすくなった。例えば好きな人と一緒にいる権利。一緒に暮らす家を借りにくい、集中治療室のパートナーに面会できないといった経験をし、ふつうに暮らしたいと訴えている。

　私たちも、身近な２０人の顔を思い浮かべてみませんか。調査の通り５％だとすれば、そこに１人、いるはずです。
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11700733.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11700733
・（社説余滴）子どもたちが描く黒い絵　国末憲人（4月１７日）
　戦場で市民が受けるダメージは、肉体面にとどまらず、精神面でも甚大だ。ただ、多くの人は、深刻さを自ら認識する余裕も、それを表現する手段も、持ち合わせていない。子どもの場合はなおさらである。

　その現実を改めて思い知らされる機会があった。

　３月、ウクライナ東部ハリコフを訪れた。大学や研究機関が集まる国内第２の都市。一見落ち着いた街だが、親ロ派とウクライナ軍が激しい戦闘を繰り広げたドネツク、ルガンスク両州から２００キロほどしか離れていない。戦乱を逃れた多くの人々が、ここに身を寄せている。

　彼ら避難民のために、「ハリコフ駅」という名のボランティア団体が街の中心部に相談所を開いた。力を入れているのは、精神面のケアだ。カウンセラーや医師、学生ボランティアらが順番に詰め、避難民らを面接する。その約５０人のチームを率いる心理学者のオリガ・カディシェワさん（５２）が、携帯に保存した画像を見せてくれた。

　避難民の子どもが描いた絵である。おそらく畑だろう。下が黒く塗りつぶされ、その上に太陽らしき、しかし黒い物体が浮かぶ。白い画用紙に黒一色。ドネツク出身の９歳の男の子の作品だ。

　一体何か。その子は「何か恐ろしいもの」と言ったきり、口をつぐんでしまったそうだ。この子本人もその兄弟も、故郷を離れて以来、頻繁にお漏らしをするようになった。精神的に不安定であるのは明らかだという。

　別の画像は、ルガンスク出身の５歳の子が家を描く場面の写真だ。色とりどりの鉛筆を広げているのに、画用紙の中の色彩は、家の屋根の青、壁の茶色がわずかにあるだけ。地面も空も真っ黒だ。

　「子どもたちは黒ばかり使うのです。太陽を描く時も、空を描く時も」

　絵は、子どもたちが秘めた感情を発露する数少ない場の一つ。そこに、彼らの心の暗部が隠されているに違いない。「そう推測できるのですが、分析するだけの力が私たちには足りません。ノウハウを持つ日本の専門家が協力してくれないでしょうか」

　避難民の子たちには、落ち着きのなさも顕著だという。夜眠れない。突然どもる。おもちゃを投げる――。幼児退行の傾向もうかがえる。

　こうした子どもたちと接しつつ、カディシェワさんらは日々、模索を続けている。

　（くにすえのりと　国際社説担当）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11708880.html?_requesturl=articles%2FDA3S11708880.html&iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11708880
・弱視の子ども用ノート、可愛く　弱視男性が資金募り製作（4月18日）
　弱視の子どもが使いやすいノートを、自身も弱視者である東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E6%9D%89%E4%B8%A6%E5%8C%BA.html" \o "杉並区のトピックスを開く" 杉並区の伊敷（いしき）政英さん（３８）がつくった。ノートの名は「ＫＩＭＩＮＯＴＥ（きみのて）」。表現する楽しさを知り、自分のこと、弱視のことを社会に伝えられるようになってほしい。そして、君の手でよりよい社会を作ってほしいという願いを込めた。

　障害者向けのウェブサイト制作を支援する伊敷さんの矯正視力は右目が０・０２、左目は光を感じる程度で、幼いころからノートへの筆記に苦労してきた。

　普通の市販ノートの罫線（けいせん）は細く、色が薄い。弱視者にとって見づらく、文字がはみだしたりまっすぐ書けなかったり、なかなかきれいに筆記できなかった。弱視者向けのノートはあったが、大人向けの地味なデザインで子どもが喜ぶ絵表紙のものはなかった。

　昨年、弱視の女児がいる知人から「市販の弱視対応のノートはかわいらしくなく、学校に持っていきたくないと言っている」と相談を受け、自分で作ることにした。ネットで資金を募るクラウドファンディングで呼びかけ、制作費用１１５万円を確保。罫線の色や太さなど、実際に弱視の子どもたちに使ってもらって仕様を検討した。

　完成版は見やすい濃緑の太い罫線で、表紙はケーキを作る女の子と羊のイラスト、ロケットと小惑星探査機の写真をあしらった４種類を用意した。弱視の子は顔を近づけてノートを見るため、めくった時にページの角が目に入ってしまうことがある。目への影響をやわらげるため角を丸くした。これまで２８００冊作り、全国の盲学校や弱視学級にも贈った。

　伊敷さんは大学生の時、サークル仲間全員で書き込むノートに自分だけ書き込めず、疎外感をもったことがあった。「弱視の子どもとそうでない子どもが、このノートを連絡帳などで活用し、互いを理解するきっかけになれば」と願う。

　Ｂ５判、各５４０円。問い合わせは専用ホームページ（


）。（前田智）
http://kiminote.jp/
http://www.asahi.com/articles/ASH4762CMH47PTFC00X.html
・「どうせ無理」と言わないで　夢伝えるロケットおじさん（4月19日）
　北海道

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E8%B5%A4%E5%B9%B3%E5%B8%82.html" \o "赤平市のトピックスを開く" 赤平市にある小さな町工場のおじさんが注目を集めている。様々な分野で活躍する人がそのアイデアを広める米国発の人気イベント「ＴＥＤ（テッド）」の札幌版に登場、ロケット開発のエピソードを通じて夢をあきらめないことの大切さを訴えた。ネット上にアップされた動画の再生回数は１２０万回を超える。

　眼鏡をかけた作業服姿の男性が拍手で迎えられながらステージに現れた。照れくさそうに頭をかくしぐさに会場からどっと笑いが起きる。

　植松努さん（４８）。専務を務める植松電機はリサイクル産業用マグネットをつくる従業員１７人の会社だが、実はロケットや人工衛星の開発も手がける。さらに開発について書いた本も出版した。

　昨夏、植松さんは札幌市であったイベント「ＴＥＤ×Ｓａｐｐｏｒｏ」で講演した。テーマは「思うは招く」だった。

　「大好きなじいちゃんとの一番の思い出はアポロの月着陸。一緒にテレビを見ました。『ほら見れ、ほら見れ。人が月行ったぞ。お前も月行けるぞ』って喜んでいるんです」。気持ちを込めて語る植松さんに会場は静まりかえる。

　祖父のそんな笑顔を見たくて、植松さんは飛行機やロケットに夢中になり、関連の仕事をすることが夢になった。だが、中学生のとき担任教諭に言われた言葉にショックを受ける。「宇宙なんて、よほど頭が良くないと無理。別世界の話だ。お前なんかにできるわけがない」

　植松さんは苦しんだ。「夢って何だろう。できそうな夢しか見てはだめなのか」。進路相談で「飛行機やロケットを作りたい」と言っても、「まじめに考えなさい。おまえにはどうせ無理」と返された。友達に夢を語っても相手にされない。次第に「浮いた存在」になっていた。

　それでも大学卒業後、航空宇宙関連会社に就職して航空機の開発に携わり、夢はいったん実現した。だが、父が経営する植松電機に転職した後、新たな夢ができた。

　２００３年、ボランティアで友人と児童養護施設を訪れた。虐待を受けてきた子どもたちと関わるうちに、疎外感を味わったかつての自分を思い出した。

　「自信と可能性を奪う『どうせ無理』という言葉をなくしたい」。植松さんは再び宇宙開発に挑戦することを決意した。北海道大の永田晴紀教授に出会い、燃料費が安いロケットを開発。人工衛星の開発、打ち上げにも成功した。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の研究者が利用する実験施設もつくった。夢の大切さを伝える子ども向けの「ロケット教室」は全国各地から依頼が絶えない。

　植松さんの講演の動画はソーシャルメディアなどを通じて拡散、「涙があふれた」「感動した」などのコメントが相次ぐ。

　植松さんは言う。「『どうせ無理』と思わなければ、夢はかなう」。「夢の伝道師」という植松さん自身の活動は続く。（河崎優子）

　　　　　◇

　〈ＴＥＤ〉　様々な分野で活躍する人を招き、アイデアなどを語ってもらうイベントを開く米国の非営利団体。名前は「技術」「エンターテインメント」「デザイン」を意味するＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ　Ｄｅｓｉｇｎの略。ビル・ゲイツら著名人も登場、動画がインターネットを通じて無料で配信され、注目を集める。同様のスタイルを踏襲した「ご当地」版イベントが「ＴＥＤ×（場所の名前）」の名前で世界中で開催。日本では北海道のほか、東京など約２０の都道府県で開かれている。

http://digital.asahi.com/articles/ASH465K7GH46IIPE01T.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH465K7GH46IIPE01T
・「被害のおそれ」ある小中高生、なお８３人　文科省調査（4月25日）
　文部科学省は２４日、川崎市で中学１年の男子生徒（１３）が殺害された事件を受けた追加調査の結果を発表した。２月２７日時点で「生命や身体に被害のおそれがある」とした小中高校生４００人のうち、８３人が、４月１３日時点でも被害のおそれが解消するよう対応中だったり、所在がわからなかったりして、まだ危険が解消されていなかった。

　文科省は３月、川崎市の事件と同様の危険にさらされている子がいないかを緊急調査し、「７日以上連続して連絡が取れない」「学校外の集団と関わりがある」の両ケースで、計４００人に被害のおそれがあると発表した。今回の追加調査は、この４００人のその後の状況について調べた。

　「連絡がとれない」の２３２人のうち、１９５人は本人と会えて被害のおそれが解消したり、国外転出を確認したりした。一方、９人は、本人が不登校で家族の協力も得られず児童相談所と連携して対応中だったり、２７人は家出などで所在不明で確認できなかったりして、計３６人の危険が解消されていなかった。

　もう１人は、今月になって自宅外で死亡しているのが見つかった。佐賀県の高校生で、自殺の可能性があるという。

　「学校外の集団と関わりがある」の１６８人では、まだ暴走族などとつながりがあるため、警察や児童相談所と連携するなど「対策が進行中」が４７人だった。残りの１２１人は警察などがグループから抜けたことを確認した。

　文科省は、被害のおそれがある子について引き続き関係する教育委員会などから個別に報告を受けるという。担当者は「今後、新たなケースがないか日常的に確認していかなければならない。適切な時期に改めて調査したい」と話した。（高浜行人）

http://digital.asahi.com/articles/ASH4R4PZZH4RUTIL022.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH4R4PZZH4RUTIL022
・性的少数者は７．６％　７万人対象、電通ネット調査（4月24日）
　レズビアンやゲイ、性同一性障害者ら性的少数者の割合は７・６％――。電通が、成人約７万人に実施したインターネット調査の結果を発表した。２０１２年に行った同様の調査では５・２％で、１９人に１人から１３人に１人に増えた計算だ。

　調査は４月７、８日、全国の２０～５９歳６万９９８９人にインターネットで聞いた。同社は割合が増えた理由を「調査手法の変更もあり単純に比較できない」とした上で、「社会環境が変化したり、性的少数者についての情報が増えたりしたことで当事者が自覚しやすくなったのでは」と推測している。

　日本外国特派員協会では２３日、同性カップルにパートナーシップ証明書を発行する東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E5%8C%BA.html" \o "渋谷区のトピックスを開く" 渋谷区の条例成立を受け、当事者３人が会見。その一人、杉山文野さん（３３）は調査結果に触れ、「性的少数者が自分たちの隣にもいることを知ってほしい」と話した。（田中陽子）

http://www.asahi.com/articles/ASH4R5TZ1H4RUTFL00H.html
・ブラックバイト「不当な扱い」７割が経験　教授ら調査（4月29日）
　アルバイトをした大学生のうち、４割強が深夜に働き、睡眠不足などで授業に集中しにくくなるケースが多いことが２８日、大学教授らの調査でわかった。不当な扱いを受けたのに泣き寝入りする学生も３割はいて、学業と両立できない「ブラックバイト」の実態が浮かび上がった。

　弁護士やＮＰＯも加わる「ブラック企業対策プロジェクト」が昨年７月、全国の２７大学に通う学生に調査した。うち一部を昨秋「速報」として発表し、今回は対象を広げ、アルバイト経験がある学生３５９３人の回答を詳しく調べた。

　時給の高さから深夜バイトを選ぶ学生もいて、居酒屋などで午後１０時～翌日午前５時に週１回以上働いたケースは４割強にのぼった。特に午前０時過ぎの勤務者のうち約２割は授業を「たびたび」「ときどき」欠席すると回答した。企業がコスト削減などで正社員の深夜勤務を減らし、その分頼りにされる学生バイトに勉強の面でしわ寄せが出ている構図だ。

　職場で「不当な扱いを受けた」と答えた学生は７割弱に達した。具体例（複数回答）としては「希望していないシフトに入れられた」が約２１％と最多で、「労働条件を書面で渡されなかった」も約１９％あった。こうした学生の約半数、全体の３割ほどは誰にも相談せずに泣き寝入りしていた。友人や家族に相談した人もいたが、労働基準監督署や労働組合、弁護士に相談したケースはほとんどなかった。

　バイトをする理由も聞いており、経済的に厳しい環境になるほど長時間働かざるを得ない実態も浮かび上がる。週２０時間以上働く学生は全体の３割弱いて、うち半数超が「生活費を稼ぐため」とした。特に奨学金の利用者の方が長く働く傾向がある。

　調査に関わった中京大学の大内裕和教授（教育社会学）は「学生バイトの実態が変わったと認識した方がいい。大学は、学業と両立できるように相談できる窓口を置くべきだ」と指摘する。

　　　　　◇

　大学生らが加入する「ブラックバイトユニオン」（東京）は５月３日午後３時から翌４日午前１時まで、アルバイトに関する電話相談（０１２０・２２２・７３７）を受ける。通話料や相談料は無料。深夜や早朝に働く学生が多いことから、バイト先に向かう前や、働き終えた後でも電話がかけやすい時間帯にした。学生本人だけでなく、家族も相談できる。

　ブラックバイトユニオンでは、普段も電話（０３・６８０４・７２４５）やメール（ｉｎｆｏ＠ｂｌａｃｋａｒｂｅｉｔ－ｕｎｉｏｎ．ｃｏｍ）で無料相談を受け付けている。（平井恵美、佐藤秀男）

　　　　　◇

　〈ブラックバイト〉　長い勤務で勉強がおろそかになるなど、学生らしい生活ができなくなるアルバイト。準備や片付けの時間に賃金が払われなかったり、労働条件を書面で示されなかったり、労働基準法違反の可能性が高いケースもある。労働基準監督署や労働局、一部の労働組合などで相談を受け付けている。

　　　　　◇

　ブラックバイトについて取材中です。雇用者側の方々も含め、情報をお寄せ下さい。朝日新聞経済部労働チームのメール（


）へ。
t-rodo@asahi.com
http://www.asahi.com/articles/ASH4X4J20H4XULFA017.html?iref=comtop_list_edu_n02
・性的少数の子に配慮求める通知　文科省、全国の小中高校に（4月30日）
　文部科学省は３０日、同性愛や性同一性障害などを含む性的少数者の子どもについて、配慮を求める通知を全国の国公私立の小中高校などに出した。これまでは法律上の定義がある性同一性障害者に限られたが、それ以外の性的少数者についても国として学校に対応を求めたのは初めて。

　文科省は性同一性障害について、対応を徹底する「事務連絡」を２０１０年に学校に出している。今回は同性愛や両性愛なども「いじめ被害や不登校、自殺にもつながりかねない」（担当者）として範囲を広げた。

　通知では、子どもが相談しやすくするために、教員が性的少数者についての心ない言動を慎むことや、子どもの服装や髪形について否定したり、からかったりしないよう明記した。

　その前提として、いじめや差別を許さない「人権教育」の推進を促した。性的少数者に対するいじめが無くなるよう、ホームルームや道徳の授業で性的少数者への差別について考えるといった授業例を教員研修などで伝えるという。

　性同一性障害の子への配慮事項も具体的に盛り込んだ。

　学校での支援策として、「児童生徒が自認する性別の制服を認める」「修学旅行で入浴時間をずらす」などを例示。卒業後に戸籍上の性別を変えるケースもあることから、卒業証明書に変更後の性別を書くことや、子どもや保護者が相談できるよう専門家からなる「サポートチーム」をつくることも示した。

　その際、性別への違和感の度合いが人によって違うことを踏まえ、診断がない場合も含め、子どもや保護者の意向を聞きながら柔軟に支援することも盛り込んだ。

　文科省は当初、これらの内容を「参考資料」として配る方針だったが、全ての学校に対応を徹底させるため、影響力の強い「通知」の形にまとめ直した。（高浜行人）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11732758.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11732758
・被爆者、大学生らと対話「核と人類は共存できない」（4月30日）
　人気作家の重松清さん（５２）と広島、長崎、福島の大学生、被爆者が対話するイベントが２５日、広島市中区の広島国際会議場であった。被爆体験の継承などをテーマに意見を交わし、約２００人が耳を傾けた。

【特集】核といのちを考える

重松清さん「被爆体験に耳を」

　重松さんら著名人や大学生らが核のない世界への思いを寄せた本「Ｎｏ　Ｎｕｋｅｓ　ヒロシマ　ナガサキ　フクシマ」（Ａ５判１２８ページ、税別１５００円）の刊行を記念し、講談社が開いた。
　本に登場する広島市安佐南区の李鐘根（イジョングン）さん（８６）は、爆心地から約１・９キロの荒神橋付近で被爆。皮膚の露出した部分はすべてやけどし、泣きながら手当てしてくれた母親の姿が忘れられないとし「核と人間は共存できない」と訴えた。編集に携わり、文章も寄せた広島大４年の福岡奈織さん（２２）は「被爆者ごとに違う心の傷も継承するべきだと思った」と語った。
　生後１１カ月で被爆した海田町の中村元子（もとこ）さん（７１）は、東京電力福島第一原発事故を踏まえ「被曝（ひばく）について深く考えてなかったことを反省しました。記憶はないけれど、母から聞いたことを思い出し、核のない世界を訴えたい」と話した。福島大２年の木村元哉さん（１９）は「広島・長崎の復興は福島にとって光。心のよりどころになると思います」と話した。
　重松さんは被爆者と大学生のやりとりを聞き、「降り積もった雪が解けて地面に染み込み、離れた所から泉になってわき出るように体験が継承されている」と評価。「知らずにいる無神経さ、残酷さがある。バトンを受け取り、次世代に渡さなければならない」と話した。（池上桃子、布田一樹、山田健悟）

http://digital.asahi.com/articles/ASH4T65HHH4TPITB013.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH4T65HHH4TPITB013
＊毎日新聞

・川崎・中１殺害:事件を受け防止策　３日連続欠席で対応　文科省（4月1日）
　川崎市の中学１年、上村（うえむら）遼太さん（１３）が殺害された事件を受け、文部科学省は３１日、再発防止策を発表した。不登校の児童生徒に対する対策を始める目安について、従来は「７日間の連続欠席」としていたが、「病気など正当な理由なく３日連続欠席した場合」と改めた。学校と警察の連携強化や福祉の専門家のスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の積極活用も盛り込み、同日付で全国の教育委員会に通知した。

　それによると、３日連続欠席の場合、担任や養護教諭が校長に報告し、児童生徒と直接会って安全確認するよう求めた。学校教育法施行令は「７日連続欠席の場合は学校が教委に通知する」としているが、より早い対応が必要と判断した。

　不登校や問題行動の背景に貧困・虐待問題が関連している事例も少なくないため、福祉の担当部署や児童相談所などとの連携も必要だとした。

　また、川崎市教委も３１日、学校側の対応検証の中間とりまとめを公表し、上村さんが通っていた中学校の不登校の生徒に対する取り組みが不十分だったことを認めた。

　それによると、上村さんが冬休み明けの今年１月から不登校になったことについては「学年会や職員会議で共有されていた」としながらも、「電話や家庭訪問をしたのは担任教諭だけで、学校全体で対応する体制にはなっていなかった」と結論付けた。

　家裁に送致された１８歳の少年が上村さんを暴行したとして、上村さんの知人グループが事件の約１週間前、抗議のために同少年宅に押しかけた際、警察官が出動したトラブルにも言及。「情報を警察が学校に伝えられる制度が確立されていたら、緊急支援体制を取れていた可能性がある」と指摘した。【三木陽介、鈴木敬子】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150401ddm041040158000c.html
・学習指導:異性愛前提の記述「再考を」キャンペーン広がる（4月1日）
　学校現場で教える教科の内容を定める学習指導要領を巡り、異性愛を前提とした記述の修正を求めるインターネット上での署名キャンペーンが広がりをみせつつある。同性愛や性同一性障害など性的マイノリティー（少数者）らが「当事者の子供の存在を否定し、科学的にも不正確」として呼び掛けており、２０１６年度にある小中学校・高校の指導要領改定に向け、文部科学省などに訴えていくとしている。

　キャンペーンの発信者は、東京都練馬区の団体職員、室井舞花（まいか）さん（２８）。中学時代、保健体育の教科書の「思春期になると異性への関心が高まる」といった異性愛を前提にした内容に、「たたきつけられるような」ショックを受けたという。当時好きだった相手は同性の女の子で、「自分は間違っている」と思い込んだ。以来、１９歳で自身と同じ同性愛者の友人に出会うまで、誰にも話せず「自分には未来がない」と感じていたという。

　現行の学習指導要領（解説含む）には、思春期には異性への関心も芽生え（中略）、誰にでも起こる現象であることを理解できるようにする（小学校体育）▽異性への関心などが高まる（中学校保健体育）−−などの内容があり、児童生徒が使う教科書にも同様の記述がある。電通総研が全国の２０〜５９歳の男女約７万人を対象にネット上で実施したアンケート調査（１２年）によれば、性的少数者は全体の約５．２％に上り、学校現場では各教室に１人は当事者の生徒がいる計算となる。

　指導要領の改定はほぼ１０年に１度で、室井さんは「これから１０年以上も誤った知識が教えられ、差別的な言動が続けば、傷つくのは子供たち」と話す。「若い当事者が明るい未来を描けるように」との思いから、自身の顔や実名を公表して訴えることを決めた。

　署名数は１万６３２０に上っており、今後は各地でのシンポジウムなどを通じて呼び掛けながら、文科省のほか、指導要領の内容を議論する同省の諮問機関の中央教育審議会や各教科書会社などに署名を届ける予定だ。キャンペーンのＵＲＬはhttp://chn.ge/1u5C1KX【藤沢美由紀】

　【ことば】学習指導要領

　小中学校・高校で教えるべき学習内容の基準が学年や教科別に書かれたもので、ほぼ１０年ごとに改定される。文部科学相が中央教育審議会に諮問し、議論して内容を決める。前回の改定は小中学校が０７年度、高校は０８年度だった。

http://mainichi.jp/select/news/20150402k0000m040108000c.html
・君の笑顔が見たい:「子どもの村」の挑戦／４８止　見えてきた課題　／福岡（4月2日）

　◇そして第２ステージへ

　福岡市西区今津に「子どもの村福岡」が開村して間もなく５年。前村長で今はＮＰＯ法人「ＳＯＳ子どもの村ＪＡＰＡＮ」の常務理事を務める坂本雅子さん（７２）は、この間の実践を通じて「村」が抱える課題が鮮明に見えてきたと言う。

　「それぞれの里親さんが懸命に育ててくださり、村のスタッフや地域、ボランティアさんにも総ぐるみで可愛がってもらった結果、子どもたちは本当によく育っています。みんな村に来た時とは見違えるくらい明るく生き生きしているし、よくぞここまでという感慨がある。でも、養育の担い手である里親さんが『疲れた』と訴えられることが増えてきたんですよ」

　社会的養護を受ける子どもは多くの喪失や別れを経験して自己否定的な考えにとらわれがちだ。虐待や育児放棄により脳に深刻な影響を被った子も少なくない。だから子どもたちは全存在をかけて「自分は生きている価値があるのか」と問いかけてくる。常に里親自身の本音を試されるようなその問いを受け止めて子どもたちを自己肯定に導くには大変なエネルギーと愛情、知識に裏付けられた技術が必要だ。

　もともと「村」は、家庭養育とその担い手である里親の支援を一体化させたモデルを示すことでこの国の社会的養護に一石を投じる目的で生まれた。そのうち家庭養育の面は満足できる成果を上げつつあるが、里親支援の面では改善の余地が多いということなのか。

　「専門家をはじめ、みんなで知恵を出しあってサポートしてはきました。でも今までは子どもの発達上の課題に焦点を当てた支援が中心で、里親さんが家族を作っていくこと自体を支える意識が足りなかった。里親さんは自分の経験に基づき、それぞれの子ども観、養育観を持っておられます。でも多くの試練を経てきた子どもたちと向き合う時、それが有効な場合と有効でない場合がある。だから里親さんは常に自分を客観的に問い直し、その子にふさわしいやり方で家族を作っていく技術が求められます。そんな技術を持った家庭養育のプロになってもらえるような支援が必要だったんです」

それは、一般の養育里親やファミリーホームの担い手が燃え尽きないようにするためにも、欠かせない視点だ。全国児童相談所長会の調査によると、日本では里親に委託された子どもの４人に１人がうまくいかずに児童相談所に送り返されてくる「措置不調」に終わっているという。私が話を聴いた養育里親やファミリーホームの運営者たちも、全員例外なく「措置不調」を経験していた。いずれも折り紙付きの優秀な里親にもかかわらずだ。政府は国連勧告などを受けて施設養育中心から里親委託の比重を高める方針を打ち出しているが、その成否は実効性のある里親支援ができるかどうかにかかっている。
　「村」は昨年１２月から、親の病気や育児疲れなどで危機に直面した家族の子どもを短期間預かるショートステイの受け入れを始めた。一昨年には子ども家庭支援センターも開設し、役所が閉まる平日夜間と休日の相談に応じてきた。一時保護された子がそれまでと同じ学校に通い続けられるよう、各小学校区に里親登録した家庭を作って受け入れてもらえるようにする「校区里親」実現に向けた活動にも力を注ぐ。

　坂本さんは言う。

　「『村』がやれることには限界があります。でも世界のスタンダードを紹介して社会的養護のあるべき姿を示し、実践を通じて浮かび上がった課題を世に問い続けたい。大海の一滴に過ぎなくとも、その一滴からしか物事は始まらないから」

　今津の「村」に４月、５番目の里親となる５０代の夫婦が京都から新しく越してきた。一人でも多くの子どもが「生まれてきてよかった」と思える世に近づけるため「村」の挑戦は第２ステージに入る。

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20150402ddlk40040416000c.html
・リベンジポルノ:防止法１カ月　相談１１０件　「ネット上の知人」１３％（4月2日）
　警察庁は２日、昨年１１月のリベンジポルノ被害防止法施行後の約１カ月間で全国の警察に寄せられた性的な画像を巡る相談が１１０件に上り、うち１割超は実際には会ったことのない相手についてのものだったと発表した。インターネットだけのやり取りで、相手の要求に応じて自分の画像を送ったケースが多いとみられる。同庁の担当者は「誰かに見られると困る画像は撮らせたり送信したりしないでほしい」としている。【長谷川豊】

　警察庁によると、相談者は女性が９９件、男性が１１件。年齢別の割合は、２０代が３７％と最多で、１９歳以下２２％▽３０代と４０代がいずれも１５％−−と続いた。

　相談内容（複数回答）は、ネットに画像を公表された（１８件）▽画像を公表すると脅された（４２件）▽画像を送りつけられた（２２件）▽公表や脅迫はないが画像を相手に撮影・所持された（３３件）−−などだった。

　被害者から見た相手との関係は交際相手（元を含む）の６２％が最多だったが、次に多かったのは「インターネット上だけの知人・友人」の１３％だった。脅され、自分で撮影した画像を送信したケースもあった。

　また、１１０件の相談のうち７件が強要や児童ポルノ禁止法違反などで摘発された。

　リベンジポルノ被害防止法の罰則規定が施行されたのは昨年１２月１７日で同年中の摘発はなかったが、今年は福島県の男（３３）が元交際相手の女性の裸などの写真を民間駐車場でばらまいたなど、７件で適用された。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■ことば

　◇リベンジポルノ被害防止法

　元交際相手らのプライベート写真や動画のインターネットなどへの流出を防ぐため昨年１１月に成立した。正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」。写された人が特定できる方法で不特定多数に提供すると３年以下の懲役または５０万円以下の罰金、無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」などで拡散目的に特定の少数者に提供した場合は１年以下の懲役または３０万円以下の罰金が科される。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150402dde001040083000c.html
・変わる:子育て支援制度／上　３歳になったら行き場なし？（4月3日）
　「子ども・子育て支援新制度」が１日、スタートした。新たな保育サービスの導入や施策の中身を自治体に大きく委ねるなど、子育てを巡る状況が変わろうとしている。各地でどんなことが起きているのか。制度の仕組みとともに紹介する。

　●連携施設は「未定」

　「おはようございまーす」。ＮＰＯ法人「メリーユー」が運営する小規模保育「保育ルームキューティー北山田」（横浜市都筑区）に、子どもたちの元気な声が響いた。マンションの一角にあり、０〜２歳の１９人が通う。室内で体操をした後は、近所の公園に散歩に行くのが日課だ。

　小規模保育は、新制度で新たに導入された。定員６〜１９人で、認可保育所のような広い用地の確保などが必要なく、開設しやすいのも特徴。待機児童解消の切り札として期待されている。同ＮＰＯの柳牧子理事長は「少人数なので、保育士も子どもたちに目を行き届かせることができ、手厚い保育ができる」と胸を張る。

　新制度では、こうした小規模保育をはじめとする、少人数で０〜２歳の子どもを預かる「地域型保育」を国の補助対象として新設した。このほか「家庭的保育」（保育ママ、定員５人以下）▽障害や疾患などで個別のケアが必要な場合に、１対１で保護者の自宅で保育を行う「居宅訪問型保育」−−などがあり、ニーズに応じたきめ細かいケアや、待機児童解消を目指す考えだ。

　待機児童対策を推進する横浜市では４月から、小規模保育だけで３３カ所を新規開設し、５３５人分定員を増やす。

　しかし、地域型保育を利用できるのは原則３歳未満児。３歳以降は別な保育施設に移る必要がある。事業者には、受け入れ先となる連携施設を確保するよう求めているが、５年間の経過措置が設けられているため、未定の所が多い。保護者からは「本当に移る先があるのか」と不安の声も上がっている。自治体担当者は「『３歳児待機』を増やさないよう連携先の確保が課題」と口をそろえる。

　●お墨付きでも落選

　新制度では、保育施設の入所申し込みの際、保育が必要かどうかを自治体が証明する「保育認定」が必要だ。親の就労状況や子どもの年齢などで１〜３号までの３種類の認定があり、それにより利用できる施設が決まる。

　本来、認定を受ければ、何らかの公的サービスを利用できる保育の権利が発生する。しかし「お墨付き」をもらっても、保育所やサービスが不足しているために、実際には利用できない事態が広がっている。

　認可保育所の入所の可否が発表された３月、首都圏各地で、認可保育所に入れなかった子どもの保護者らによる、自治体に対する異議申し立てが次々と行われた。

　「育児休業明けでも認可に入れなかった。無認可の保育施設は保育料も高く、保育内容にも不安がある。新制度の恩恵は何もなかった」。６カ月の長男のため、認可保育所に入所申請した、東京都目黒区の会社員の女性（４０）は憤る。

　４月から長男を認可保育所に預けて職場復帰する予定だった。しかし認可には希望者が殺到し、選考に落ちた。区からは都の保育施設の認証保育所を案内されたが、遠方のため通うのは現実的ではなかった。やむをえず、無認可保育所に預けて復帰するが、保育料は最低毎月７万５０００円で認可より高く、公的補助も全くない。

　同区で４月入所の認可保育所に申し込んだ人は１８９２人（１次選考時点）。うち６割の１１１６人が入れなかった。申し込んだ人は、前年同期比で約１５０人増えた。

　新制度では市町村に対し、子ども・子育て支援事業の５カ年計画を策定するよう求めている。計画では、現在の地域の教育や保育・子育て支援事業の利用状況のほか、「将来は子どもを預け働きたい」という潜在的ニーズも含めた保育・子育て支援の必要量（量の見込み）を把握し、それに見合ったサービスの確保策や実施時期などを定める。

　だが、もともと待機児童の多い地域では、計画を立ててもその通りに進んでいない。「土地を確保できない」などの理由で認可保育所を増やせないからだ。

　全国で待機児童が最も多い世田谷区。この４月には新たに認可保育所１０カ所、認証保育所２カ所が開園し、地域型保育と合わせ定員を約１３００人分増やした。しかし、認可利用の１次選考では、前年比８１２人増の６１７５人が申し込み、半数以上にあたる３４１６人が入れなかった。

　区では民間事業者が建設用地を探してきた場合、賃料を２０年間補助したり、不動産取引に詳しい専門家を非常勤職員で配置したりするなど、あの手この手で対策を試みるが、待機児童を解消する道のりはなお遠い。

　●質の低下を懸念

　保育定員の確保という「量」が優先される中、子どものための保育の「質」がないがしろにされないか、懸念の声も上がる。「保育園を考える親の会」代表の普光院亜紀さんは「現状は待機児童もまだ多く、保護者は園を選べない状況にある。自治体は保育の整備責任を果たしつつ、適切な事業者を選定し、質を落とさないよう指導、監督していく責任がある」と話す。【細川貴代】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150403ddm013010017000c.html
・変わる:子育て支援制度／下　増える裁量、広がる地域差（4月4日）
　新しい子ども・子育て支援制度では、どんな子育て支援の計画を立て、実行するかは、市町村の裁量に大きく委ねられている。地域にあった施策を展開できる一方、保育料の設定や認定こども園の設置を進めるかどうかなど、自治体間の差も出ている。

　●幼稚園も応能負担

　「１カ月４０００円もの増額は『まさか』です」。３月の議会で新制度開始後の保育料が決まった大阪市。２歳の娘を育てる市内の主婦（４０）はため息をついた。

　保育料の安さにひかれて、娘を公立幼稚園に通わせようと考えていた。だが、公立園の保育料は、定額から所得に応じた料金（応能負担）に変わる。女性の場合は現行のままなら月額９１００円だが、１万３５００円に上がる。市は経過措置で、在園児と今年度の新入園児については、卒業まで旧料金と新料金の安い方を適用するが、女性は該当しない。「先々の教育費を考え、貯蓄する時期だと思っていたのに」と嘆く。

　新制度では、幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料は、国の示す基準額（別表）を上限に、市区町村が設定する。保育所の保育料は、現行でも公私同額で保護者の応能負担だった。今回大きく変わるのは幼稚園の保育料だ。

　これまでは公私で保育料に大きな開きがあり、多くは定額制だった。新制度では応能負担が基本。公私間のバランスも取るよう求められる。このため、低所得の人には私立幼稚園が利用しやすくなる一方、安かった公立幼稚園の保育料は、数年の経過期間を経て、私立と同額まで引き上げられる地域も多い。

　●異なる料金設定

　大阪市などは公私の保育料を同額とした。一方、公私間の差を残す自治体もある。

　兵庫県姫路市は、月額６３００円だった公立幼稚園の保育料を５年間で段階的に上げる計画だが、５年後の公立の保育料は私立の約７割弱にとどめる。市は「公立に通う子どもが多いという地域事情がある。将来的には同額を目指す」と説明するが、私立園に５歳の娘を通わせる市内の４０代女性は「平等の教育を受ける権利があるのに、公私で税の投入が偏るのはおかしい」と憤る。

　兵庫県三田（さんだ）市も最も収入が高い階層区分の保育料について、公立を私立の半額程度に設定。担当者は「現状の保育料をベースに決めた。今後は国の幼児教育無償化の動向を見つつ判断したい」と説明する。東京都墨田区も、最も高い階層区分の保育料を、３年かけて公立は私立の約７割とする。

　一方、少子化に悩む地方では、保育料を低く設定し、子育て世帯を優遇する所も。兵庫県南あわじ市では４月から、公立私立を問わず、新制度で運営する保育所や幼稚園などの３歳児以上の保育料を無料にする。

　山縣文治・関西大教授（社会福祉学）は「利用するすべての子どもや家庭に公平に向かうのが新制度。保育料は利用するサービスと保護者の収入で決まり、運営主体で異なることがないのが原則だ。ただ保育料は市町村が決めるので、市民が公立幼稚園に多めの財源を投入することを了解すれば差が生じることはありうる」と話す。

　●こども園設置に差

　新制度の柱の一つに、認定こども園の普及がある。幼稚園と保育所の特徴を併せ持ち、保護者の就労状態に関わりなく、どの子も教育・保育を一緒に受けることができる「幼保一元化」の理想とされる。

　５歳の子どもが東京都世田谷区内の認定こども園に通う会社員の女性（５０）は、「子どもには幼稚園の経験もさせたく、ぜひ入園させたいと思った。午前は幼稚園の子たちと一緒に活動し、その後１８時半まで保育をしてもらえる。働く親にも、家で子育てする親にも、共に良い施設と感じる」と話す。

　だが、その設置状況は地域により隔たりがある。大阪府では、昨年４月時点で５１園だったこども園が、今年度は２８７園と急増した。大部分は保育園からの移行といい、最も多い７９園を抱える堺市は、私立保育園全８７園のうち、８割弱がこども園になった。同市子ども企画課は「２〜３年前から、勉強会などでこども園の意義を丁寧に説明してきた効果が出た」とする。

　普及に熱心なことで知られる兵庫県は、保育所９７園、幼稚園３５園が新たにこども園に移行し、４月１日時点で２３０園となった。これまでも県独自で移行促進の整備補助などを実施してきたが、新制度スタートにあたり、私立幼稚園がこども園移行後も現行の教育ができるよう、教職員配置費約８４００万円を今年度予算に計上した。

　一方、京都府では、昨年４月時点でこども園は２園で、今年度も１３園にとどまる。府担当者は「私立幼稚園からこども園への移行が少ないのは、現行制度での幼稚園への補助金が他府県より高いほか、預かり保育を実施し、長時間の保育に対応する園も多いためでは」とする。

　今回、こども園が増えなかった自治体では「こども園の制度が明らかになる時期が遅かった」と国の対応の不備を指摘する声も目立った。

　文部科学省幼児教育課は「それぞれの自治体で教育や保育のあり方の考えが違うため、一概にこども園の増え方で取り組みは評価できない。ただ意識調査でも利用者の満足度は高く、移行を希望する園があれば環境を整える必要がある」とする。【反橋希美】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150404ddm013010006000c.html
・児童虐待:処分前に児相や市町村と協議…高松高検提言（4月6日）
　高松高検は６日、児童虐待事件で刑事処分を決める前に、児童相談所（児相）や市町村、学校、医師、警察など関係機関と事前協議の場を設けることを柱にした提言を発表した。高検が独自に設けた「児童虐待防止プロジェクトチーム」がまとめた。高検によると、児童虐待について検察が提言するのは初めて。最高検に報告し、全国に広げたい考えだ。

　昨年８月、愛媛県伊予市で家出中の少女（当時１７歳）が虐待死する事件が発覚したのを受け、昨年１１月、酒井邦彦検事長が呼び掛けてプロジェクトチームを設置。四国で発生した児童虐待事件を分析し、専門家から意見を聞いて研究してきた。

　提言では、事前協議の場を設けるほか、虐待した保護者を起訴猶予処分にする際、子供と接触しないことを誓約させるとした。いったん起訴猶予にしても児相からの情報で、再犯リスクが高いと判断すれば再び刑事処分の対象にする。

　厚生労働省によると、２０１３年度の児相への児童虐待相談件数は７万３８０２件で、記録が残る１９９０年度以降、過去最多となった。提言の内容は高松地検で試験的に実践しており、事前協議を開いたケースも１件あるという。高検は、虐待によるけがが軽くても、事前協議で虐待が根深いと判断されれば刑事処分に影響するとしている。酒井検事長は「子供の福祉を考えた検察組織になるよう、一石を投じたい」と話した。

http://mainichi.jp/select/news/20150407k0000m040113000c.html
・こころと向き合う:アルコールと暴力犯罪＝松本俊彦（4月9日）
　川崎市で起きた中１男子殺害事件は、アルコールの影響が一定の関与をしている可能性がある。リーダー格とされる１８歳の少年は、以前から酒癖の悪さが知られ、事件直前にも飲酒していたことが分かっているからだ。もちろん私は「今回の事件はすべてアルコールのせいだ」などというつもりはない。ただし、この機会にアルコールと暴力について確認をしておくことは大切だと思う。

　アルコールと暴力犯罪との密接な関連を示す研究は、世界中に枚挙にいとまがない。例えば、傷害および殺人事件の４０〜６０％、強姦（ごうかん）事件の３０〜７０％、ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）事件の４０〜８０％にアルコールが関与しているとの報告がある。この割合は、窃盗や詐欺などの非暴力的犯罪に比べて著しく高い。

　酩酊（めいてい）が暴力を起こしやすくする原因の第一は、アルコールの脳に対する直接的な影響だ。酔っ払うと人は誰しも、気になったことばかりにとらわれ、周囲や背景の情報に気が回らなくなってしまう。これが罰則に対する不安を弱め、熟慮を欠いた大胆な行動を起こしやすくするのだ。

　興味深い実験がある。２人の被験者にコンピューターゲームをやらせ「勝者は敗者に電気ショックを与えなければいけない」というルールを設定する。そうすると、被験者にアルコールを与えた場合、しらふの状態で実施した場合よりも攻撃性が増し、相手に容赦なく電気ショックを与える傾向が見られたという。この現象は、川崎の事件にみられる残虐性に一脈通じている気がする。

　成長過程にある子どもの場合、アルコールの影響は酩酊だけにとどまらない。飲酒するために歓楽街に出入りするなかで、反社会的集団と交流し、暴力を肯定、あるいは許容する価値観を身につけてしまう可能性がある。あくまでも統計学的な知見だが「１８歳時点でアルコール乱用が認められる子どもは、成人後に何らかの罪をおかす危険性が著しく高い」という報告がある。

　ともあれ忘れないでほしいのは、件数だけをいえば、アルコールが絡む暴力事件や交通事故の数は、危険ドラッグよりもはるかに多いということだ。（まつもと・としひこ＝国立精神・神経医療研究センター部長）　

http://mainichi.jp/health/news/20150409org00m100010000c.html
・くらしの明日:私の社会保障論　パートナーシップ証明書＝山田昌弘（4月15日）
◇「家族」の形より中身　中央大教授・山田昌弘

　東京都渋谷区で、パートナーシップ条例が成立した。同性愛者を念頭に、お互いにパートナーと認めた二人に対して、区が証明書を発行するというものである。この意味を考えたい。

　われわれは、「家族である人」と「家族でない人」を分けて考える。家族ならば「自分が損をしても相手のために尽くす」と思われているし、家族でなければ、損得で人間関係を考えると思われている。「思われている」ことが重要なのである。

　それは、社会のあらゆる場面で重要になる。アパートを借りる時、保証人として家族を求められるのは、何かあった場合、その人のために責任をとるはずだと考えるからである。病院で時間外に面会許可されるのも、家族ならば心から当人の健康を気遣うはずだとみなされるからである。役所で住民票を代理取得できるのも、家族ならば不正使用するはずはないと思われているからである。「信頼できる家族」は、いざとなった時、自分のために動いてくれる人として、必要不可欠な存在なのだ。

　今、起こっているのは、この「家族」の形と中身がずれてきていることである。児童虐待やＤＶ（ドメスティックバイオレンス）などをみても分かるように、法律上、親子や夫婦であっても、相手のために尽くすどころか、他人以上に害を与える存在になるケースが増えている。しかし、社会制度や慣習は「家族であれば信頼できるはずだ」という前提で作られているから、発見は遅れ、公的な介入がなかなかできずに、悲劇的な事件が起きてしまう。

　逆に、お互いが信頼できる関係を築いていても、法的に他人であるため、いざというとき、当人のために尽力したくても、法律や慣習の壁にぶつかり、何もできない事態が生じてしまう。その典型例が、同性愛カップルなのである。

　お互い愛し合い、一緒に生活し、異性愛の夫婦以上に信頼しているのにもかかわらず、いざとなったときに役に立てない。養子縁組をして二人の仲を公的なものにする同性愛カップルもいるが、紙上のこととはいえ親子はやはり不自然だろう。

　日本では今後、大量の独身者が高齢化し、法律上の家族が存在しない高齢者が増えていく。そんな時、性的関係がなくても、お互いが信頼できる友人同士が相互に後見人になり、いざとなったときに備え、最期をみとる。高齢単身社会を乗り切るために、こんな形での利用も可能になったらよい。形だけの家族にこだわらず、実質的な家族関係を保護し、推進するための第一歩として、パートナーシップ条例が定着することを望んでいる。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■ことば

　◇パートナーシップ条例

　東京都渋谷区で１日、施行。多様性や性的少数者の人権の尊重を掲げ、互いを後見人とする手続きなどをした２０歳以上の同性カップルに、区が証明書を発行する。賃貸住宅の契約や入院時の面会などで証明書を持つカップルを夫婦と同等に扱うよう求めた。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150415ddm004070031000c.html
・読書日記:今週の筆者は社会学者・上野千鶴子さん　「消費」される貧困女子の生態（4月14日）
　■最貧困女子（鈴木大介著・２０１４年）幻冬舎新書

　■失職女子。　私がリストラされてから、生活保護を受給するまで（大和彩著・２０１４年）ＷＡＶＥ出版

　■女・東大卒、異国で失業、５０代半ばから生き直し（栗崎由子著・２０１４年）パド・ウィメンズ・オフィス

　■誰も知らない最強の社会保障　障害年金というヒント（中井宏監修／岩崎眞弓、白石美佐子、中川洋子、中辻優、吉原邦明共著・２０１４年）三五館

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　若い女性の貧困が問題になっている。親の暴力や性虐待から逃れて親に頼れず、学校からはドロップアウトし、職場には入れてもらえない。その日の宿や食事にも窮して身を投じるのが風俗の世界だ。彼女たちの性とひきかえに一夜の宿や一食を提供する男たちとをつなぐのが、ネットである。女の子の窮状につけこむオトナの男がかんたんにネットでひっかかるほどいるという事実に暗澹（あんたん）とする。当事者に密着取材して書いたのが、鈴木大介さんの「最貧困女子」だ。鈴木さんは「社会が、政治が……」と声高に叫ばない。身寄りのない女の子が理由を問われずに安全に過ごせる居場所がほしい、と実践的な提案をする。

　当事者の立場から貧困に陥った経験を書いたのが大和彩さんの「失職女子。」。大卒で就職した先が契約社員。やっとの思いで正社員になったと思ったらカラダをこわして休職。親に追いつめられて、ココロも壊した。１００社を超える就活に全敗。貯金を食いつぶし、せっぱつまって駆けこんだ役所で生活保護という選択肢があることを示される。風俗か自死か、というぎりぎりの状態からようやく逃れた奮戦記が爆笑（！）モードで描かれる。働く意欲も能力もあるのに、職がない、あっても食えない、ココロもカラダも壊れてしまう……彼女のネットでの情報収集力、ユーモラスな文体、どたんばでの対処のしかたを見ていると知性も能力も高い女性だとわかるのに、そんなひとでも貧困に追いつめられるのがこの社会だ。

　５０代で外国で突然失職したのが栗崎由子さん。「女・東大卒、異国で失業、５０代半ばから生き直し」は必死のサバイバル体験記だ。職探しをするときの彼女の言がよい。「しごととは、自分に何ができるかではなく、相手が自分に何を求めているかに応じること」だ、と。就活生のすべてに聞かせたい。

　万策尽きたときの最後のセーフティネットが生活保護。だが生活保護の受付窓口の対応しだいで、受けられるひとと受けられないひととの差ができる不条理をみんな知っている。当たりが悪ければ侮辱や差別を受けて、立ち直れないほど傷つく場合もある。幸い大和さんの担当は、公平で有能な公務員だった。申請が相手とやり方次第で左右されるのはおかしなことだが、この本には生活保護申請の役に立つ手引きが紹介してある。

　働きたいのに働けなくなったあなたには最強の福祉がある、と伝えてくれるのが、５人の社会保険労務士による「障害年金というヒント」。欠陥だらけの法律をどう使い回して権利を主張すればよいか、そのために専門家がどんなに心強い味方になってくれるかを懇切ていねいに教えてくれる。

　それにしても。大和さんの奮闘記といい、さる難病患者の女性の闘病記といい、読者の笑いを誘う当事者ものが売れるのはなにやら落ち着かない気分になる。とてつもなく深刻な事態を描いているのに、爆笑しながら消費されてしまう。貧困女子の生態も、風俗ルポすれすれのあざとい仕方で消費されることもあるだろう。

　女性の貧困問題の研究者、阿部彩さんは、若い女性の貧困がメディアの脚光を浴びて消費される陰に、誰も光を当てないもっと深刻な貧困がある、という。それは結婚の外にはみだした中高年女性の貧困だ。少女の貧困には好奇の目を向ける社会とメディアは、オバサンとオバアサンの貧困には関心がなさそうだ。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150414dde012070031000c.html
・記者の目:川崎・中１殺害事件／中＝三木陽介（東京社会部）（4月16日）

　◇学外のプロ、積極活用を

　川崎市の中学１年、上村（うえむら）遼太さん（１３）が殺害された事件を機に、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の役割が見直されている。社会福祉士などの資格を持ち、関係機関と連携しながら学校が抱える問題の解決策を探る福祉の専門家だ。

　学校側の認識不足が一因となり、上村さんのケースでは活用されなかったとされるが、学校だけの問題だろうか。背景にはＳＳＷに法的位置づけがないという制度の不備や、非常勤が大半という雇用実態があると考える。

　いじめや不登校などの背景には、貧困や虐待のような家庭環境の問題があることが多く、発達障害に起因する事例も少なくない。ＳＳＷは、学校や教育委員会、家庭のほか、児童相談所や警察などと連携しながら対応に当たり、福祉の視点から環境を改善することで解決を図る。　◇専門家の派遣、学校要請せず

　文部科学省は２００８年度から教育現場へのＳＳＷ配置のための補助事業を始めた。川崎市は０８年度からこの補助事業を活用、１３年度からは市内７区に１人ずつＳＳＷを配置し、学校から要請があれば派遣する仕組みを整えたが、上村さんが在籍していた中学校から要請はなかった。

　学校は近隣校との情報交換で、上村さんが校外で他校の生徒らと行動していることは把握していた。上村さんが不登校になった後、担任教諭は３０回以上電話し、家庭訪問も試みた。一人の教師で対応しようとすれば、これが限界だろう。学校だけで打開が困難なこうしたケースこそＳＳＷを活用すべきだが、学校は「保護者の了承が得られてから派遣を要請すると考えていた」（川崎市教委）という。

　それでは、ＳＳＷは実際にどう動くのか。福岡県で８年前から活動する野中勝治さん（３３）に聞いてみた。交友関係を調べるために警察や学校だけではなく、同級生らからも話を聞く。普段から信頼関係を築いておくことが重要だ。家庭環境を把握するために役所にも足を運ぶ。必要なら生活保護の申請を手伝って家庭環境の改善を図る。上村さんのような転校生であれば、転居の背景も調べる。

　当事者には「困ったことがあったら電話して」と携帯電話の番号を教え、いつでも相談に応じられるようにしている。「やることはいくらでもある」という。ＳＳＷが関係機関と情報共有して円滑に動けるよう、教委は個人情報の取り扱いなどのルールを事前に作っておく必要がある。

　ある母子家庭の事例を紹介したい。小学低学年から不登校になった女児には発達障害があった。学校は家庭訪問を繰り返したが、母親はいつも仕事でいない。家に閉じこもった女児にも面会できず、２年が過ぎた。校長は何をしてくれるのかよく分からないままＳＳＷの派遣を要請した。

　野中さんは、母親の都合がつく時間に事情を聴いたうえで、家庭の状況を考慮し、院内学級が併設されている病院への入院を勧めた。費用を心配する母親のために公的援助の手続きも手伝った。女児は１年後に退院し、中学に通えるようになった。「世界一多忙」とされる日本の教師に、ここまでの対応を求めるのは無理がある。校長は私に「入院して環境を改善する発想は私たちにはなかった」と素直に話してくれた。
　◇非常勤が大半、認知度も低く

　だが、活用拡大に向けて課題は多い。制度に詳しい山野則子・大阪府立大教授の調査（１２年）によると、ＳＳＷの大半は非常勤で、勤務日数は年間１００日未満（週２日未満）が約半分。社会福祉士の有資格者は４割、精神保健福祉士は２割にとどまるが、やはり福祉のプロが望ましい。

　教育現場からの要望を踏まえ、国は今年度予算で、ＳＳＷを配置する補助事業の予算を前年度の１４６６人分から２８４７人分に増やした。だが、１人当たりの額は、前年度同様に週１回３時間分しかない。「とても足りない」という声を学校からもＳＳＷからもよく聞く。

　制度の整備も不可欠だ。学校教育法で「学校に置くべきだ」とされている職員は、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員で、ＳＳＷは含まれていない。ＳＳＷは法令上の位置づけがなく、職務内容も明確とは言えない。この現状が認知度不足や不安定な雇用につながっている。

　不登校の小中学生は全国で約１２万人（１３年度）、学校が７日以上連絡が取れないなど生命身体に被害が生じる恐れがある小中高校生は４００人（今年２月時点）に上る。学校が抱える問題は複雑・多様化する一方だ。学校や教委にＳＳＷを常勤職員として配置できるよう、早急な予算の拡充と制度作りが求められる。＝「下」は２１日に掲載します。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150416ddm005070015000c.html
・イチゴいちえ:出会いに勇気づけられて　／栃木（4月18日）
　何気なく行った取材だったが、そこで語られる話の一つ一つに引きつけられた。話そうとしても言葉が滑らかに出ず、出だしの音を繰り返してしまったり、話し始めに時間がかかったりする吃音（きつおん）。

　自助組織「栃木言友会」（古川元一代表）が月に１度開く交流会で参加者が語った思春期のいじめや職場での苦労話に胸が締め付けられたが、吃音者を支える言友会という大きな存在を知ることができたのは、貴重な出会いだった。

　吃音がある人には言友会のことを知らせたい、吃音のない人には吃音で悩んでいる人がいることを知ってもらいたいと強く思い、３月に連載企画「私は吃音」を書いた。話すのが苦手な人への取材は逆につらい思いをさせてしまわないかと不安もあったが、みんなとても丁寧に熱心に話してくれた。過去のつらい体験を思い出して涙を流す人もいたが、それでも「一人でも多くの人に吃音をのことを理解してほしい」と言われた。

　言友会は吃音を矯正する場ではなく、交流会を通じて話しやすい環境を作り、吃音との上手な付き合い方を見つける場所だという。代表の古川さんも「言友会と出会って、徐々に『どもったらどもったで良い』と思えるようになり、あるがままの自分でいられるようになった」。誰にも相談できずに吃音に悩んでいる人がいたら、「言友会の門をたたいてほしい」と願う古川さん。「今は自分の吃音にとらわれている人も、きっと吃音と一緒に人生を歩む道を作り、人をいたわる心を備えて素晴らしい人生を送ることができるはず」。私も心からそう願うと同時に、強く一歩を踏み出す言友会の人たちの姿に勇気づけられている。

http://mainichi.jp/area/tochigi/news/20150418ddlk09070045000c.html
・Ｆメール:性被害者に安全と安心を＝田口奈緒さん　／兵庫（4月19日）
　はじめまして。私は性暴力被害者支援センター・ひょうごの代表をしています。本業は産婦人科医で、今年で医者になって２０年目になります。これまで産婦人科医として患者さんたちと関わっていくなかで多くの性暴力が世の中にあることを知りました。しかし病院で一勤務医として対応するにはあまりにも重くつぶれそうになっていました。そこで勉強会で集まった志ある仲間たちと２０１３年４月に兵庫県で初めて性暴力に遭った人たちを支援するセンターを立ち上げました。

　性暴力被害に遭ってしまった人に必要なことはなんでしょうか。加害者を逮捕してもらうため、警察に行く？　病院に行って身体のてあてや妊娠の予防薬をもらう？

　どちらも大切なことです。でもそれよりも必要なのは、ご本人に安全と安心を取り戻してもらうことなのです。「こわかった、びっくりした、辛かった……でもここは安全で、私に危害を加える人はいない」と思ってもらうことです。

　そのために私たちは被害にあった直後からつながれるようホットライン（相談電話）を開設しています（残念ながら人手不足のため平日のみですが）。専門的な研修を受けた支援員が電話で状況をうかがい、場合によっては面談したうえで医療機関など、その方に必要な支援におつなぎします。大事なのはご本人自身がどうしたいのかを決めること。私たちはお気持ちに寄り添いながら、混乱している頭を整理し情報提供することでそのお手伝いをしています。

　２年目になる１４年度は１年間に電話相談が２７８件、そのうち２２人の方が支援センターに来られました。現在ちょうど集計中で、これまでの相談記録をめくっていると、その方たちの初対面の時の緊張した様子や診察時の反応、帰るときの少し安心した表情などをとてもリアルに思い出します。そしていま安心な日々を送ってくれていることを願う気持ちでいっぱいになります。相談記録は性暴力被害者の方たちの、悔しさと涙と怒りと理不尽さの集積です。単なるデータではなく、その「重さ」を伝えたいと思っています。

性暴力はどこか遠いところで起きているのではなく、いつでも、誰でもが被害者になりうるのです。性暴力被害がなかなか表にでないのは、人に言ってはいけない恥ずかしいことだという性に対する偏った考えがあるからです。それが被害を「重く重く」しているのです。このことを問題提起していくのも、私たち性暴力被害者支援センターの役割だと思っています。（性暴力被害者支援センター・ひょうご代表）
　ホットラインは０６・６４２１・０９９１（月〜金９時半〜１６時半、土日祝・年末年始休み）。

http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20150419ddlk28070331000c.html
・ことば:性的少数者（4月19日）
◇性的少数者

　自分の性別や恋愛対象の性別の認識が多数派と異なる人たち。レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（性同一性障害を含む心と体の性が一致しない人）などさまざまで、頭文字から「ＬＧＢＴ」と称されることもある。世代を問わず、人口の５％が性的少数者と言われている。

http://mainichi.jp/area/hokkaido/news/20150419ddr041040003000c.html
・教員サポート:熱意生む　「支援体制あり相談可」→８割「やりがい感じる」　ネット調査、１０４４人回答（4月20日）
公立小中学校の教員は、教育委員会や学校内の支援体制が充実しているほど、仕事にやりがいを感じていることが大学教授らの研究グループによる調査で分かった。一方で、学力向上策や保護者対応を巡って近年、「管理・統制が強まっている」と感じている教員が８割に上り、息苦しさを抱えながら教壇に立つ姿もうかがえる。【三木陽介】

　調査は、藤田英典・共栄大副学長やジャーナリストの堤未果さんらでつくる「日本の教育を考える１０人委員会」（委員長・佐和隆光滋賀大学長）が実施した。インターネット上で全国の公立小中学校の教員に協力を求め、昨年１２月に１０４４人が応じた。

　教員としてのやりがいについて尋ねたところ、「強く感じている」（１９％）▽「感じている」（５１％）が合わせて７０％。「教委や学校の支援体制があり学校内で相談できる環境がある」と答えた５１１人で見ると、やりがいを「強く感じている」「感じている」は計７９％に上った。

　これに対し、「教委や学校の支援体制がなく相談することができない」と答えた４１人では、「やりがいを感じている」との回答が４割にとどまった。教員歴で比べると、１０年以下は８１％がやりがいを感じていたが、１１〜２０年は７１％、２１〜３０年は６５％だった。

　学校での「管理・統制が強まっている」と感じている教員の割合は７６％だった。具体的な場面では「学力向上策」が６６％で最も多く、保護者対応４２％、児童・生徒の指導３２％−−などと続く（複数回答）。２００９年度から導入された教員免許更新制度については８４％が「資質向上につながっていない」と否定的に捉え、初任者研修や１０年研修など「職務研修」も６７％が「満足していない」と答えた。

　「残業が多い」と感じている教員は８３％で、理由は小学校が「事務処理」、中学校では「部活動などの課外活動」が最多だった。残業が「月１００時間以上」も１割いた。

　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が昨年公表した調査結果で、日本の教員は勤務時間が世界一長い一方、指導力に対する自己評価は極めて低かった。これを受けて研究グループは、教員の意識や置かれている状況を探ろうと調査を行った。

　藤田副学長は「全国学力テストの結果が公表され、教委からも保護者からも学力向上を強く求められるなど、学校・教員への要求が高まり、多忙な中で自己肯定感を抱けない教員が増えつつある」と指摘する。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150420dde041100026000c.html
・Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:＜社説＞少年法適用年齢　性急な見直しは疑問だ（4月20日）
　少年法の適用年齢引き下げをめぐる議論が自民党の特命委員会で本格化してきた。選挙で投票できる年齢の１８歳以上への引き下げにあわせ、「２０歳未満」の少年法の適用を「１８歳未満」に引き下げるかが焦点だ。

　少年犯罪について、処罰よりも矯正や教育に重きをおく少年法は、非行少年の立ち直りに一定の役割を果たしてきた。だが、川崎の中１男子殺害事件を受け、見直しを求める声が党内で強まっている。５月中に提言をとりまとめるという。

　法や運用に問題点があるとすればどこなのか。少年保護の理念にかかわるだけに、丁寧に検討するのが筋だ。見直しありきで性急に事を進めるのは疑問だ。

　こうした議論の背景には、特に２０歳に近い年長少年の犯罪に社会が厳しい目を向ける現実がある。少年犯罪だからといって被害者感情が薄らぐわけではない。犯罪の形態にかかわらず、少年法の規定に守られ、逮捕されても名前などが報道されないことへの違和感も強いようだ。

　警察白書によると、少年犯罪は増えていない。刑法を犯し検挙された少年の割合は１９８０年代をピークに減少傾向で、殺人など凶悪事件の検挙人数もピーク時の半分以下だ。

　経済格差の拡大に伴う貧困や虐待、いじめがきっかけで犯罪に走る例が多いのが今日的な傾向である。

　少年法に伴う保護処分の過程では、家庭裁判所や保護観察所が成育歴に踏み込んで調査をし、少年の立ち直りを手助けする。少年保護の実務に携わる専門家は、今の時代ゆえ現行制度が欠かせないと強調する。

　一方で、少年事件は原則非公開で審理が進められ実態が見えにくい。刑事処分は否定されておらず、重大事件は大人と同じ法廷で裁かれるが、そうした実情が広く社会に理解されていないのは確かだ。

　少年法は、９７年の神戸連続児童殺傷事件、２００４年の長崎県佐世保市の小６女児殺害事件など、世間の耳目を集めた事件を契機に厳罰化の方向で法改正が進められてきた。

　適用年齢引き下げは、過去の法改正よりはるかに影響が大きい。投票できる年齢が下がるから自動的に下げるという発想で見直すべき問題ではない。

　少年院などで保護処分を受けた少年の再犯率は約２５％との調査がある。刑務所で刑事罰を受けた人の再犯率（４割台）よりかなり低く、更生教育は一定の効果が認められる。１８、１９歳を少年法の適用から外せばこの効果が得られず、社会にはマイナスになるとの指摘もある。

　自民党にとどまらず、広く国民が理解を共有すべきテーマだ。あらゆる面から時間をかけて検討してもらいたい。

http://mainichi.jp/journalism/listening/news/20150420org00m070009000c.html
・児童虐待防止:地域でできる支援考える　フリーライター・杉山さん取り組み　久留米で連続講座　／福岡（4月21日）
　◇大阪・２児置き去り死事件の課題　「難民化」する母親たち

　児童虐待に関する理解を深め、虐待防止に地域ぐるみで取り組もうという連続講座が今春、久留米市などの主催で開かれた。その中で印象的だったのが、フリーライターの杉山春さんの講座。「子ども時代に支援できること〜大阪２児置き去り死事件から見えてきた課題〜」と題し、取材から見えてきた事件の背景や、虐待防止のために地域でできる支援について語った。【上村里花】

　杉山さんが取り上げたのは、２０００年に愛知県武豊町で発生したネグレクト（育児放棄）による３歳女児の餓死と、１０年に大阪市西区で起きた２児置き去り死事件。双方の共通点と相違点を挙げながら背景を説明した。

　取材を通して杉山さんの目に映ったのは、「難民」化する母親の姿だったという。

　「孤立し、支援を受けられず、自ら助けを求められない母親たちの姿は『難民』の姿と重なりました」

　杉山さんによると、２人は幼少期、それぞれの母親が家を出るなど、母親からネグレクトされていた経験があるという。また、一時期は子育てを楽しみ、愛情を持って我が子を育てていた点も同じだ。大阪の母親は離婚前は、健診にもきちんと通い、ママサークルを作るなど積極的に子育てを楽しんでいたという。しかし離婚後、１人で２児を抱える中、次第に追い詰められていった。

　大阪の母親は裁判で「子供たちが嫌だったのではなく、子供の周囲に誰もいない状況が嫌だった」と語ったという。実際、母親の外泊が始まったのは、息子の１歳の誕生日に家族の誰からも連絡がなかった直後からだった。杉山さんは母親について「子供と自分を重ね合わせ、いい母親になることで自分の子供時代を取り戻したかったのでは」と思いを寄せた。そして「だからこそ、いい母親でいられない自分を許せなかった。その現実と向き合うことができなかった」と置き去りにした原因を分析した。

　杉山さんが、我が子を虐待する母親に多い、とみるのは自分から社会に助けを求められないケースだ。「幼少期からの体験で、社会が自分を助けてくれるという経験を持たず、助けを求められない。また、いろいろなものを社会から奪われている女性は『母である』ということにしがみつく。自身の最後の価値である『母親』を握って離さない」

「だからこそ」と杉山さんは言う。「周囲の人間が違和感を感じたら、一歩踏み込んで関わることが大切だ」と。２人の母親はそれぞれに、事前にかすかなＳＯＳや兆候を出していたが、結局は見過ごされてしまった。杉山さんは「母親たちを縛る背景となっている社会の『母親なら子どもを育てられるはず』という視点からでは母子は救えない。そうした『母性神話』を変えていくことも重要」と指摘した。
http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20150421ddlk40040569000c.html
・雨上がり:被災地の母子家庭の苦しみ（4月22日）
　母親と強いつながりを感じる児童はわずか１４％−−。東日本大震災の被災地で子供の学習支援活動に取り組むＮＰＯ７団体が３月に発表した調査結果で、意外な数字が出た。対象は支援を受ける１３７人の子供たち。父親とは４９％が強いつながりを感じているのに比べ、あまりに少ない。

　７ＮＰＯにはシングルマザー支援団体が含まれることもあり、回答に占めるひとり親家庭は３９％と震災前の２５％から大幅に増えた。その約９割が母子家庭だ。震災被害に加えて、離婚など家庭生活でのストレスが子供に影響を及ぼす。さらに、こうした家庭の多くで、母親が生活に苦労し、子供のケアまで十分に気が回らず、母親とのつながりが薄くなっていると推察される。

　もともと日本の子供の貧困率は１６．３％と２０１２年に過去最悪を記録。中でも母子家庭の生活は苦しい。震災はこうした家庭に、より大きな爪痕を残した。

　復興には未来を担う子供の力が重要だ。発生から４年たち、被災地以外の関心は薄れつつあるなか、調査に携わった森田明美東洋大教授は「地元の人たちがもっと子供の居場所作りに参加できる体制が必要」と訴える。被災児童に笑顔が戻る息の長い支援が求められている。【柴沼均】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150422ddm013070016000c.html
・水説:無関心こそ共犯者＝中村秀明（4月22日）
　＜ｓｕｉ−ｓｅｔｓｕ＞

　「爆撃と砲撃でがれきだらけの街だった。なぜか中年女性ばかりに会い、『どうして、私たちはこんな災難にあうのか』と語っていたのが印象深い。男や子どもの姿は見かけなかった」

　元モスクワ特派員の同僚は１９９５年春、ロシアの侵攻を受けて廃虚となったチェチェン共和国の首都グロズヌイに入った時の様子を今こう振り返る。

　４年後に再びロシアが、テロ対策の名目でチェチェンに攻め込んだ。その時の多くの生と死、光と闇、被害者と加害者を題材にした映画「あの日の声を探して」が今週末から公開される。

　監督はフランス人のアザナビシウス氏。５部門のアカデミー賞を受けた「アーティスト」を手がけた。無声映画で話題となった監督が、今度はショックのあまり声を失ったチェチェンの男の子を主人公にした。

　目の前で両親を射殺され、赤ん坊の弟を他人の家の玄関先に捨てて戦火を逃れる９歳のハジ。セリフを言わない分、観客は想像力をめぐらして彼が言いたいだろうこと、考えていることに思いをはせる。いつの間にか、私はハジになっていた。

　来日したアザナビシウス氏は、ある対談で「われわれは無力かもしれないが、無関心であることをやめるのは自分の意思でできる。戦争の最も強大な共犯者は無関心ではないか」と語った。

　ユニセフ親善大使でもあったオードリー・ヘプバーンの言葉を思い出した。９２年、激しい内戦が続くのに、国際社会から忘れ去られたようなアフリカのソマリアを訪れた。飢えでやせた子どもたちを前にこう言った。

　「私たちはこの状況に関与しているのです。罪はなくとも、責任はあるはずです」

　記憶に残るいくつかの映画が、あるいは影響力のある人が呼びかけても、戦争はなくならず、親を殺され故郷を追われる子どもは絶えない。だから、結局は無力と無関心に押し流されるしかないということだろうか。

　そうではない、と思う。

　「あの日の声を探して」の広報担当・徳嶋万里子さんは、ハジと同じ年代の若者だ。この映画に出あわなければ「チェチェン問題が今も未解決のまま続き、なぜロシアが彼らをテロリストと決めつけるのかも知らずにいたでしょう」という。

　無関心でいられなくなった彼女は「女性、とりわけ子どもを持つお母さんに、ぜひ見てほしい戦争映画です」と呼びかけている。（論説委員）

http://mainichi.jp/shimen/news/20150422ddm003070176000c.html
・児童生徒追跡調査:「安全分からない８３人」（4月24日）
　文部科学省は２４日、全国の小中高校で「７日以上連絡が取れない」など生命・身体に被害が生じる恐れがあるとされる児童生徒の追跡調査結果を発表した。２月末時点の調査で判明した４００人のうち３１０人の「安全」が確認され、残る９０人のうち、対応が十分進んでいなかったり、家出などで所在がつかめず「安全かどうか分からない」児童生徒が計８３人いた。同省は「関係機関との連携で短期間で多くの子供の安全が確認できたが、引き続き努力してほしい」と話している。

　調査は、川崎市の中学１年、上村遼太さん（１３）の殺害事件を受けて、全国の国公私立小中高校・特別支援学校などを対象に実施。２月２７日時点で（１）学校が７日以上連続で連絡が取れない（２）非行グループなど学校外の集団と関わっている−−ケースで身体に被害が生じる恐れがあると見込まれるのは、（１）が２３２人、（２）が１６８人の計４００人だった。

　追跡調査は４月１３日時点の状況を調べた。（１）のうち、被害の恐れが解消したとみられるのは１８９人▽解消に向けて警察や児童相談所などの関係機関と連携して対策が進行中９人▽家出や家族ごと居所不明などのため解消できたか判断できないのが２７人。（２）は「解消」が１２１人、「対策が進行中」が４７人。

　「解消」の事例は、上級生が卒業し非行グループから抜けられた▽教員らの家庭訪問で安全が確認できた−−など。「対策が進行中」は保護者の協力が得られず本人と会えなかったり、非行グループとの関係が続き警察と連携して対応していたりする事例があるという。これ以外に、６人が海外に転出、１人は自殺したとみられる。【三木陽介】

http://mainichi.jp/select/news/20150424k0000e040180000c.html
・ことば:少年法の規定(4月24日)
◇少年法の規定

　６１条は「少年又（また）は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」と規定する。罰則はない。少年は可塑性（未成熟で今後変化する性質）があるので、実名報道によって更生の可能性を妨げられないようにすることが、規定のねらいだとされる。

　一方、２０００年以降の法改正で厳罰化の流れが進んでいる。００年に改正（０１年施行）された２０条の規定により、１６歳以上の未成年が故意に人を死なせた疑いがあると家庭裁判所が判断したときは、原則として検察官送致（逆送）され、大人同様に起訴されて刑事裁判を受けることになる。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150424ddm010040038000c.html
・１５歳のニュース:スクールクライシス学校危機・心と命を救おう　見過ごしてならぬ下級生いじめ　／大阪（4月25日）
　◆武田さち子さんと考える

　◇４人が溺死・不明都立高の寮での事件　上級生が自覚し、暴力の連鎖を断つ

　「３年生は神様、２年生はただの人、１年生は奴隷」という言葉を聞いたことがありますか。いくつかの体育会系部活の寮や学校の寮で使われる言葉で、学年間の生徒の上下関係を表します。

　上級生が下級生に自分たちの身の回りの世話や雑用をやらせたり、自分たちの力を誇示するためにわざと無理難題を押し付けたり、思い通りにならないと暴力を振るったりすることもあります。学校としても、少ない人員配置で大勢の生徒を管理する都合上、このような生徒間の上下関係を利用することもあります。しかしエスカレートすると、命にかかわる事故や事件に発展することもあります。

　１９９５年５月１３日、東京都・伊豆大島にある都立高校の寮で生活していた生徒１２人が、上級生３人（高３）に命じられ、波浪注意報の出ている荒海に飛び込み、松山塵（じん）君、北原裕貴君、佐藤賢太朗君の３人が溺れて死亡。高橋信人君が行方不明になりました。いずれも４月に入学したばかりの１年生で、１５歳でした。

　当日は学校の休日で、午後２時ごろ、３年生の男子生徒３人が、海洋科の１年生１２人と２年生４人を誘い、計１９人で大島南部の差木地港に向かいました。堤防は斜めに取り付けられたワイヤを伝わって上ることができる構造になっており、上れなかった１年生３人を除く９人に、３年生が海に飛び込むよう命令。飛び込む直前、サメが泳いでいるのを目撃した１年生が、「サメがいますけど」「波が荒いですよ」と言って再三中止を促しましたが、「これくらい大丈夫」と取り合ってもらえませんでした。「寮生の気合を見せろ」と言われ、寮生たちは命令に従わなかった場合の制裁が怖くて断れず、指示に従ったそうです。

　安全を確認する意味で２年生２人を先頭に、１年生９人と３年生１人の計１２人が海に飛び込みました。２列縦隊で泳いでいましたが、高波で隊列が崩れ、３人の１年生が溺れ、同じく１年生の男子生徒が行方不明になりました。警察などが何日も捜索しましたが、行方不明者を発見することはできませんでした。

２０００年１２月２２日、遺族らが訴えた民事裁判で東京地裁は、「３年生が主体となって伝統行事であるバンジージャンプを実行し、１年生及び２年生に強制的に飛び込みをさせた事案であるから、被告３年生らが１年生らの生命の安全を図るべき注意義務を負うべきである」として、安全注意義務違反、過失と死亡の因果関係を認定。また、寮でしごきやいじめに類する行為が半ば日常化しており、舎監の教師らもこれを知っており、「差木地バンジー」がどのような内容の遊びか容易に知ることができ、事故を予想できたのにもかかわらず放置したとして、学校側の管理責任も認めました。学校設置者である東京都と上級生ら３人に、総額２億７５００万円の支払いを命じています。
　寮でなくとも、部活その他の学校生活で上下関係がはっきりしている学校があります。上級生の暴力やしごきが原因でけがをしたり、上級生の言動に耐えきれなくなった下級生が不登校になったり、部活や学校をやめたり、自殺をしてしまうことさえあります。

　７１年、米国のスタンフォード大学心理学部で、心理学者のフィリップ・ジンバルドー教授は「監獄実験」と称される実験を行いました。新聞広告で集めた人々を「看守役」と「囚人役」に分け、模擬刑務所を演じさせます。すると看守役はどんどん残虐になり、その行為を楽しむようになり、囚人役は無気力になっていきました。２週間の予定だった実験は、１週間程度で中止せざるを得ないほど残虐行為はエスカレートしていきました。

　いじめる側といじめられる側の役割が固定されると相互作用のなかで、加害者は自分を正当化し、被害者は自分を卑下したり、無力化したりするようになります。また、上級生から散々いじめられた下級生たちは、ストレス発散のために同級生をいじめたり、自分たちが上級生になったとき同じように、当然の権利として下級生をいじめるようになったりします。

　このような暴力の連鎖を断ち切るには、生徒一人一人、なかでも上級生たちが自分たちの置かれた立場に依存しないように気をつけなければなりません。（ＮＰＯ「ジェントルハートプロジェクト」理事）

http://mainichi.jp/edu/news/20150425ddlk27100525000c2.html
・タイガーマスク基金:社会的養護情報、ラジオで発信し支援（4月25日）
　児童養護施設の子供たちを支援するＮＰＯ法人タイガーマスク基金（東京都文京区）は、親元で育てられない子供たちの思いや支援方法などを発信するＦＭラジオ番組「タイガーラジオ」（１時間）を２６日午後２時から始める。西東京市を中心としたエフエム西東京（周波数８４．２メガヘルツ）の番組だが、インターネットを使って全国で聞くことができる。

　親元で育てられない子供を社会で育てることを「社会的養護」といい、同基金の安藤哲也代表理事は「社会的養護にテーマを絞ったラジオ番組は初めてではないか」と話す。

　番組では、社会的養護の現状や課題について分かりやすく説明する。児童養護施設で暮らす子供からのメッセージや、児童虐待を受けた経験を告白した米国の歌手、クリスティーナ・アギレラさんの歌をはじめとした音楽も流し、つらい体験をしている子供たちのことを考えられるようにする。

　安藤さんは「ネットやラジオを使うことで、若い世代にも気軽に聞いてもらいたい。あまり暗くならないようにするが、関心や具体的な支援を考えてもらえれば」と話している。

　放送は毎月第４日曜。同ＦＭのホームページ（http://842fm.west-tokyo.co.jp/index.shtml）でも聞くことができる。【柴沼均】

http://mainichi.jp/select/news/20150425k0000e040179000c.html
・滝沢の中２自殺:男子生徒「１人対多数に」　第三者委報告、トラブル後孤立感　／岩手（4月29日）
　昨年５月に滝沢市立滝沢南中２年の男子生徒（当時１３歳）が自殺し、いじめが認められた問題で、男子生徒が筆入れをひっくり返されたトラブル以降に「１人対多数になった」などと周囲に話していたことが２８日、毎日新聞が情報公開で入手した第三者調査委員会の調査報告書で分かった。調査委はこのトラブルを「いじめ」と判断しており、男子生徒が孤立感を深めて自殺に至った詳細な経緯とみられる。

　報告書はＡ４判１００ページで、調査委の設置や自殺に至る経過、調査概要など５部構成。個人情報や学校情報などの詳細は黒塗りで公開された。

　報告書によると、男子生徒は昨年５月７日、同級生１人と筆入れの中身をひっくり返し合って遊んでいたが、別の４人が加わり、自分の筆入れを隠されたり、中身を床に落とされたりした。その後、男子生徒は感情を爆発させるようにトイレで泣き、孤立感を強めていったという。

　また、１年生時から続いた女子同級生からの暴言にも苦痛を感じていた。自殺する１〜２週間前には友人に「天国ってあるのかな」などと死を連想させる言葉をかけており、調査委はこうした事実を基に自殺といじめに「一定の関連性」を認めた。

　一方、生徒と教職員を対象にしたアンケートでは、一連の問題に対する認識の差が浮かび上がった。

　生徒へのアンケート（７０５人中６３８人回答）では２８％にあたる１８０人が悪口やいじめなどがあったと回答。自由記述では、「いじめだと分かっているのに、いじめじゃないと隠す理由がわからない」と学校に対して不信感をあらわにする意見もあった。

　しかし、教職員対象のアンケート（４９人中４５人回答）では、いじめなどを受けていたと答えたのはわずか６人（１３％）。自由記述には「原因が何であれ、学校側で（問題の）終結を急ぎすぎた向きがある」などの指摘があった。調査委は聞き取りの結果「（教師側に）いじめは存在しなかったという共通認識がみられた」と指摘していた。【浅野孝仁】

http://mainichi.jp/edu/news/20150429ddlk03040169000c.html
・余録:「赤いシクラメンの／そのすきとおった花びらの…（4月30日）
　「赤いシクラメンの／そのすきとおった花びらのなかから／しんでいったその子たちの／ひとみがささやく／あたしたちの一生は／ずーっとせんそうのなかだけだった」。画家、いわさきちひろが病床で最後の絵本「戦火のなかの子どもたち」を完成させたのはベトナム戦争末期の１９７３年だった▲アトリエに置いたシクラメンの赤い花を炎に見立て、花びら一つ一つに子どもの顔を描いた。自らも戦争体験を持つちひろは、日本国内の米軍基地からベトナムの子どもたちの頭上に爆撃機が飛び立つ現実に心を痛め、平和を願って命の尊さを表現した▲ベトナム戦争は１５年に及んだ。アメリカ兵の死者は約５万８０００人、一方のベトナム人の犠牲者は民間人を含めて１５０万人以上に上った。きょうはこの戦争の終結から４０年の記念日に当たる▲南北統一を成し遂げたベトナムは８０年代以降、改革・開放路線に転じて経済成長の波に乗った。米国と国交を正常化し、全方位外交で平和の道を歩む。しかしその陰で戦争の傷痕は今もうずき続ける▲米軍がまいた枯れ葉剤は猛毒ダイオキシンを含む。３世代にわたる数百万人が健康被害を受け、障害を持って生まれた子どもは十数万人と推計される。戦闘に巻き込まれた隣国ラオスでは、米軍が投下した爆弾の不発弾によって毎年数百人の子どもが傷ついている▲戦争は終わっても長い間にわたって人の体と心を苦しめる。ベトナム戦争終結を見ずに世を去ったちひろが生前残したメッセージは今も胸に響く。「ベトナムのこども／わたしたちの日本のこども／世界中のこどもみんなに／平和としあわせを」

http://mainichi.jp/opinion/news/20150430k0000m070112000c.html
・第２回ＳＡＧＥ・ＪＡＰＡＮ・ＣＵＰ:社会問題に高校生の知恵　被災地の教育支援／待機児童削減…　３月に創価大で開催（4月30日）
　文部科学省が今年度から本格的に始めた小中高校の学習指導要領改定作業で、注目されているのが思考力や表現力、協働性の育成に効果的とされる「課題解決型学習」の導入だ。児童・生徒が自ら課題を見つけ、互いに意見を出し合いながら教員も交えて解決策を探る授業法だ。３月に東京・八王子の創価大学で開かれた「第２回ＳＡＧＥ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ」（毎日新聞社など後援）も、課題解決型学習のひとつの形ともいえる。高校生と大学生が一体となった取り組みを追った。【河嶋浩司】

　ＳＡＧＥ（Ｓｔｕｄｅｎｔｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒｓｈｉｐ）は国際社会に求められる問題解決能力やチャレンジ精神などを持つ若者を育成することを目的として米国で２００２年に創立された国際的組織。現在、米国など約２０カ国で、この取り組みが実践されており、年に１回の国際大会で各国を代表する若者が発表を行っている。同大教職研究科の宮崎猛教授（５５）らが国内に導入し、今年で２回目となる。

　参加するのは高校生で、社会問題等を自分たちで見つけ、解決するための提案を探り、発表する。宮崎ゼミの学生や大学院生が大会運営にあたるとともに、高校生のサポーター役も務め、問題解決に向けての準備を進めてきた。

　指導にあたった宮崎教授は「地域や社会を改善できる実感をもつことで、社会の一員としてのアイデンティティー形成が同時に発生します。実際、参加した高校生も、普段の学校教育とは異なる学びを感じていたようです。私自身は高校生に対しても、サポーターにあたる大学生にも、そうした教育効果を期待していますし、実際に効果が出てきていると実感しています」と話している。

　今回は表の６チームが参加した。テーマは東日本大震災の被災地における教育支援、高齢社会問題から待機児童問題などと幅広く、昨年７月から宮崎ゼミの学生もサポーターに加わり、高校生らが自らアンケートを実施したり、さまざまな現場にも足を運んで解決策の検討を重ねてきた。

　審査の結果、「Ｒｅ：」が１位に選ばれ、８月に韓国で開かれる世界大会に出場する。代表の串田沙美玲（すみれ）さん（１７）は「国際大会に向けて更に事業案を発展させ、日本の代表として恥ずかしくないように頑張っていきたいと思っています。東日本大震災の被災地の現状を世界に伝えるよい機会にもなると思います。責任を持って、良い発表ができるよう頑張ります」と語った。

　実行委員長を務めた創価大大学院の橋川誠さん（２３）は「高校生を指導するためにも私たちも勉強しなければならないし、また運営にあたっても社会との接点を多く持つ機会にも恵まれ、私たちも貴重な経験をさせていただきました」と話している。

　世界大会までは、宮崎ゼミの学生が英語でのスピーチに向けたサポートも行う。宮崎教授は「他国の高校生と英語で社会貢献事業案を競い合うという教育機会は、今のグローバル社会に求められている力の育成につながります。今年は韓国開催なので、韓国、中国の高校生と交流を深めてきてほしい」と期待を込める。

　◇参加６チームと取り上げたテーマ

不登校改善への支援

　Ｌｉｌｙ＝世田谷泉高

被災地の教育支援

　Ｒｅ：＝国際高

異文化への偏見解消にむけて

　ＧＥＥＫ＝千早高

殺処分される動物の保護

　Ｈｅｌｐｅｔ＝千早高

高齢者の趣味複合型施設

　ほびっちゃ＝明大付属中野八王子高、国学院久我山高

待機児童問題の削減案

　ＮＩＮＪＡ＝城北高、富士高、新宿山吹高、東京工業大学付属科学技術高

http://mainichi.jp/shimen/news/20150430ddm010040025000c.html
・子どもの貧困対策、民間の支援者らが財団法人設立へ(4月30日)
　子どもの貧困を解消しようと、民間の支援者らが財団法人「子どもの貧困対策センター（仮称）」を６月に立ち上げる。学生も理事として参加し、子どもの声を直接聞いて政策提言や全国の支援団体のサポートなどをしていく予定だ。

　代表に就くあしなが育英会元職員の小河光治さん（５０）らが２８日会見した。センターでは、学生などが主体となって学校や児童養護施設などで子どもに意見を聞き、政策提言に生かしたいという。学習支援や居場所づくりに取り組む団体にノウハウを伝え、貧困の実態調査や交流イベントも実施する。また入学準備金の支給といった経済的支援もしていくという。

　小河さんは「中立的な立場で対策を進めていく民間のセンターが必要。子どもたちの声に耳を傾ける組織でありたい」と話した。あしなが育英会の奨学生で、設立呼びかけ人となった中央大４年の高橋遼平さん（２２）は「（貧困にある子を）助けてくれる人、寄り添ってくれる人が１人でも増えてほしい」と語った。（畑山敦子）

http://www.asahi.com/articles/ASH4X52FNH4XUTFL00W.html
＊産経新聞

・痴漢、レイプ、デートＤＶ…「それって被害者のせいになるの？」　女子高校生らが議論した性暴力の“背景”と“解決策”（4月13日）
　「知らないお兄さんにパンツの中に手を入れられて…」「小学校のとき校長先生にキスされて…」－。性暴力被害者の声を収めた短編映像に、現役女子高校生らが見入った。彼女たち、性暴力被害に遭いやすい世代の１０～２０代女性が、専門家とともに性暴力被害の解決策を議論する「ガールズ会議～女子高生と性被害について考える」が３月、開かれた。映像を見た後の真剣な議論から導き出された“解決策”とは…。（寺田理恵）
なぜ声を上げられないのか
　ガールズ会議は、女性が輝く社会を目指し定期的に勉強会を行っている組織「女子高校生未来会議」から１１人が参加して３月２３日、東京都内で行われた。

　主催は、性暴力被害の問題に取り組んでいる支援団体代表や学者、弁護士らで構成する「性暴力・本当は何が起きているのかプロジェクト」。１０～２０代女性の相談を受けているＮＰＯ法人「ボンドプロジェクト」（ボンド、東京都渋谷区）による平成２５年の調査で、性暴力を受けた女性の半数近くが「死にたい」「消えたい」と感じながら、その半数近くが誰にも相談していないと分かったのがきっかけで立ち上がった組織だ。

今回の会議冒頭、ボンドの橘ジュン代表が、「被害者がどこにも相談していないのはどうしてだろうという疑問が、この会議につながった。性被害を受けたときにどうして声を上げられないのかを、女子高校生と一緒に考えたい」と問題提起した。
　会場で流された映像では被害女性が、個人が特定されない範囲の姿と声で登場する。短編ながら、司会者が休憩を入れることを提案するほどリアルで衝撃的な内容だった。

　「（小学生のとき習い事の）先生にレイプされた。汚らわしいと思われるのが怖くて相談できなかった。何度も死のうと思った」

　「（中学のとき）電車通学を始めたら痴漢に…親にはおまえのせいだといわれて、電車に乗れなくて」

　「道で話しかけられた相手に…抵抗はしたんですけど、暴力団がついているといわれて…自分が悪いのかなと思ったり」

「援助交際を父親に無理やりやらされて。知り合いのところに連れて行かれて…親が責められないように（黙っていた）」
抱え込み、追い詰められる
　被害者の声から浮かび上がるのは、「怖くて抵抗できなかった自分が悪い」と思い込んだり、自分にとって大事な親をかばうために黙っていたりなど、一人で抱え込み、追い詰められる様子だ。短編映像の中で被害者の声を直接聞き取った橘代表は、「『死にたい』『消えたい』とメールや電話が届いて、私たちが会いに行って話を聞いたら、被害がボロボロ出てきた。自分が被害に遭ったと気づいていないことが多い」と被害の深刻さを指摘した。

　被害体験を映像で学んだ後、「トラウマ」「レイプ」「痴漢」「デートＤＶ」のテーマでグループに分かれ、典型的な性被害事例を基に被害者の気持ちを考えながら議論した。

　「トラウマ」グループは、女子大学生が交際を始めたのがきっかけで、小学生のとき習い事の先生から体を触られるなどした経験を思い出してしまったケースを基に、解決策を話し合った。

その結果、意見発表で「メディアやＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）がきっかけで被害を思い出す可能性がある。携帯（でインターネット）を見ていると、女性が被害に遭っているようなマンガの広告が出てきたりするのが問題だ」「解決策として、警察に行くとしても男性には話しにくい。もっと女性の警察官を増やすべきだ」などと訴えた。
日頃から信頼できる友達を
　「痴漢」グループは、典型的な事例の問題点を「被害者が『よくあること』と思い、痴漢に遭っても気にしないように努めたこと」「（被害後に電車通学ができず）学校に行けなくなった理由を、両親に問い詰められても言えなかったこと」と整理。その上で、「過度に露出した服をアイドルが着て、女性の性を意識させる演出がメディアで多いのが、痴漢行為の敷居の低さを生み出しているのではないか」などと指摘、疑問を投げ掛けた。

　議論を通して、女子高校生らから「日頃から信頼できる友達を見つけることが大事」「学生の頃は、家族より友達と過ごす時間が長い」「被害者が周囲にいたら支えられるように、相談相手になってあげる」などの声が聞かれた。

被害女性が周囲の大人より友達に相談する可能性を踏まえ、主催メンバーの一人で弁護士の寺町東子さんは、「いやなことをされたら『いや』と言っていい権利を持っていることを知ってほしい。『そんな格好をしているから』とか『そんな時間に歩いているから』とかではない。いやだということを、（皆さん一人一人が）まず共感できる友達であってほしい」と呼びかけた。
◇
■７割が性暴力の被害を経験
　ボンドが２５年に実施した調査は、東京都の補助事業として繁華街や大学などで行ったアンケートと聞き取り。対象者３６９人のうち約７割の２４９人が、痴漢に遭った▽無理やり性行為をされた▽避妊に協力してもらえなかった▽見たくないのにエッチな動画や写真を見せられた－などの性暴力を受けた経験があった。性暴力を受けた女性の半数近い１１７人が「死にたい」「消えたい」と感じていたが、このうち誰かに相談した女性は６２人にとどまっていた。

http://www.sankei.com/premium/news/150413/prm1504130004-n1.html
・Ｖｏｌ．５０　多様な人が自然につながった日　Ｗａｒｍ　Ｂｌｕｅ　Ｄａｙ　２０１５（4月15日）
　４月２日、国連が定めた世界自閉症啓発デーのこの日。Ｇｅｔ　ｉｎ　ｔｏｕｃｈは、東急プラザ　表参道原宿のエントランスと６階のおもはらの森、ＢＡ－ＴＳＵアートギャラリー、伊藤忠青山アートスクエア、東京タワーの５カ所同時進行で「Ｗａｒｍ　Ｂｌｕｅ　Ｄａｙ　２０１５」のイベントを開催した。「原宿・表参道・青山を青く染める！」を合言葉に、街には思い思いのブルーを身に着けた、多様な人々が集まった。
　みんなニコニコ楽しそう
　ネット配信の手話バラエティー番組「ＧＯ！ＧＯ！しゅわーるど」からはボランティアとして１０人が参加。手のひらに「タッチしませんか」の文字を書き、道行く人とコミュニケーションをとった。視覚障がい者でブラインドサッカー日本代表の加藤健人さんとコンビを組んで行動したろう者のモンキー高野さんは、「つながれてうれしかった。耳が聞こえなくても関係ない」。

ＨＩＶ／ＡＩＤＳの予防啓発をしているＮＰＯ法人「ａｋｔａ」の佐久間久弘さんもスタッフとして参加。新宿２丁目のゲイコミニティーの中からコンドームやセクシュアルヘルスの情報を街に届けるＤＥＬＩＶＥＲＹ　ＢＯＹＳの活動を通じてＷａｒｍ　Ｂｌｕｅ　Ｄａｙ　２０１５への参加を呼びかけた。「さまざまな人たちが集まり、でっかい真っ青な花火を打ち上げるワクワク感があった」と話す。「当日は障がいや生きづらさを抱えた人たち、そしてその家族や友人、国籍やセクシュアリティーも超えて本当にＭＡＺＥＫＯＺＥですてきな１日だった」
　Ｗａｒｍ　Ｂｌｕｅ　Ｄａｙ　２０１５は、青いアイテムを身に着けるだけで誰でも参加できる。身に着けていなくても、青い缶バッジやリボンなどをプレゼントしてもらい、移動する人が一緒に街をブルーに染めていく。そして、ブルーや４月２日の意味を自然に考える。今日はいろんな人が歩いている。普段会わない人たち。自閉症の人はもちろん、白杖を持った人、手話で話す人、義足の人、車いすの人、知的ハンディキャップのある人、ダウン症の人、ＬＧＢＴ（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー）などセクシュアルマイノリティーの人、ドラァグクイーン、立派なヒゲをはやしミニスカートをはいたセクシュアルがわからない人、肌の色が黒い人、コスプレの人、ゴスロリファッションの人…。私たちはすでに多様な人たちと一緒に暮らしている。でも、なぜ、普段はそうじゃないんだろう？

自閉症当事者の山本純一郎さんと坂本恵美さんは、ブルーアイテムの配布スタッフを務めた。「無関心だった人が、考えるキッカケになったらうれしい。理解し合うって人と人が笑いあえてニコニコしていられるような、そんな感じかな」と、まぜこぜ社会を実感できたと話す。親戚が自閉症でイベントに参加したという７０代の男性も、「原宿は敷居が高かったけど、いろんなファッションの人がいて、手話を使っている人もたくさんいて、みながとても楽しそうなので、今まで自分は狭い価値観の中で生きてきたんだなと感じて新鮮です」と感激した様子で語ってくれた。
　煩わしさや溝を超えて
　一方、おもはらの森でのライブに出演した、自閉症とともに生きるラッパーのＧＯＭＥＳＳ君は、「まぜこぜで幸せになる人もいるかもしれないけど、なれない人もいる。まぜこぜになることで今まで平穏に暮らしていた人が巻き込まれることもあるし、余計なお世話というのも感じる」と疑問を投げかける。「でも、Ｇｅｔ　ｉｎ　ｔｏｕｃｈはそんなこともわかっていて、その溝を埋めるために闘っている団体なんだと思う。だから興味がある」

確かに、まぜこぜに集うと煩わしいことも、想定外なことも起こる。けれども一方で気づくこともたくさんある。自分や他者のできることできないことを知り、足りないところを自然に補い合うようになる。理解や知識はなくても、まずは一緒にいるだけでいいのだ。もちろん、まぜこぜは強制するものではないし、まぜこぜが苦手な人も排除しない。誰もが自然につながるチカラを持っているんだなと、今回のイベントで実感した。
　たくさんのパワーをもらい消費したイベントだったが、実はまだまだ続いている。伊藤忠青山アートスクエアでは４月２４日まで『“Ｗａｒｍ　Ｂｌｕｅ”ＭＡＺＥＫＯＺＥ　Ａｒｔ』展を開催中だ。自閉症、知的障がい、精神障がい、身体障がい、なにも障がいのない人。あらゆる特性のあるプロのアーティストに、思い思いのブルーを描いてもらった。ここでもきっと、まぜこぜのパワーを感じてもらえるはず。気軽に足を運んでほしい。（一般社団法人「Ｇｅｔ　ｉｎ　ｔｏｕｃｈ」代表　東ちづる／ＳＡＮＫＥＩ　ＥＸＰＲＥＳＳ）

　【ガイド】
　■Ｇｅｔ　ｉｎ　ｔｏｕｃｈ　“Ｗａｒｍ　Ｂｌｕｅ”　ＭＡＺＥＫＯＺＥ　Ａｒｔ　４月２４日まで。伊藤忠青山アートスクエア（東京都港区北青山２の３の１　シーアイプラザＢ１Ｆ）。午前１１時～午後７時、入場無料。

http://www.sankei.com/life/news/150415/lif1504150044-n1.html
・交流サイトの犯罪被害最多　１８歳未満、スマホ利用８割　警察庁「危険性増す」（4月16日）
　昨年１年間、出会い系以外の交流サイトを使って性犯罪などの被害に遭った１８歳未満の子供は１４２１人（前年比１２８人増）で、統計を取り始めた平成２０年以降、最多だったことが１６日、警察庁のまとめで分かった。サイトへのアクセス手段として携帯電話を使用したのは１２７６人で、そのうちスマートフォンは全体の７８・７％となる１１１８人だった。

　警察庁の担当者は「スマホの普及に伴い被害に遭う危険性も増している。使い方に十分注意してほしい」と話している。

　罪種別では、青少年保護育成条例違反が７１１人、児童買春・ポルノ禁止法違反が６１８人で、合わせると９３・５％を占めた。重要犯罪は、強姦が２３人、強制わいせつが１１人など。

　殺人の被害者も１人おり、熊本県人吉市で昨年５月に殺害された高校３年の女子生徒＝当時（１７）＝は、逮捕、起訴された男とサイトを通じて知り合ったという。

http://www.sankei.com/affairs/news/150416/afr1504160005-n1.html
・知的障害者の自立を支援　大阪の福祉事業型学校で公開授業（4月21日）
　知的障害者が高校卒業後、新たな進路として選択できる大阪市浪速区の福祉事業型の学校「エルズカレッジおおさか」で、生活社会科の公開授業が行われた。知的障害者の自立支援のための試みで、生徒たちは電子黒板を使い、自宅から学校までの通学路を来場者に説明した。

　障害者総合支援法に基づき、２年制の福祉事業型の学校として４月１日に開校した。

　これまで知的障害者は府内でも、高校卒業後の進路選択が福祉作業所などに限られていた。

　そのため「もっと学びたい」「学ばせたい」という生徒や保護者の声を受け、障害者の就労移行支援事業所などを運営する一般社団法人「エル・チャレンジ」（大阪市中央区）が母体となって開校した。

　在学期間は２年。知的障害者が社会生活をするうえで必要な広範な知識を学ぶ「生活社会」などの授業がある。

　公開授業では、１期生８人が自宅からの通学路について資料などを使い、保護者ら約６０人の来場者に分かりやすく説明した。

　通学路の理解に役立てるほか、発表力を高める狙いもあり、発表を終えた生徒たちは「緊張した」「うまくできた」などと感想を話していた。

　同校は授業を主体とするカリキュラムを組んでおり、校外学習や水泳大会なども計画している。

　辻行雄校長は「知的障害者の特性を考えると、落ち着いて人の話が聞けるようになるのは２０歳ぐらいになってからの生徒もいる。さまざまな活動を通して、自立するための力を身につける場を提供していきたい」と話している。

http://www.sankei.com/region/news/150421/rgn1504210080-n1.html
・少年法の想定外　「実名」「顔写真」暴く“ネット私刑”　現実に即した見直しを（4月24日）
　川崎市の中学１年の男子生徒が１８歳の少年らに殺害された事件を機に、少年法をめぐる改正論議が、再燃している。
　選挙権年齢を「１８歳以上」に引き下げる公職選挙法改正案が今国会で成立する見通しになったことを受け、適用年齢（１４歳以上２０歳未満）の引き下げが大きな焦点となっている。それとともに、加害少年の実名報道を禁じる少年法第６１条の賛否についても関心が集まっているのだ。

　きっかけは、「今回の事件の残虐性と社会に与えた影響の大きさ、そして主犯格とされる１８歳の少年の経歴などを総合的に勘案した」として、週刊新潮が先月、加害少年の実名と顔写真を掲載したことだ。

　ただ、この報道で加害少年の実名が初めて“公表”されたのかというと、そうではない。事件直後から誰もが知ることができる状況になっていた。インターネットである。現在では日常生活から切り離すことのできない存在となったネット上で、実名や顔写真、そして家族構成などまで暴かれ、いまも拡散しているのが現状だ。

　誰もが情報発信できる「１億総メディア時代」は、いわば第６１条の“想定外”で、現実との乖離（かいり）は確実に広がっている。

更生か抑止か
　「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」

　少年法第６１条はこう規定し、罪を犯した少年が特定されるような報道を禁止している。

　これは、少年法が「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」と第１条に定めているように、未成熟な少年に対しては刑事責任より保護や教育を優先させる「保護主義」を原則としているからだ。

　新聞は、記事の正確性、信頼性、透明性などを担保する観点から、実名報道を原則としているが、少年の犯罪については異なる。

　戦後しばらくは、少年犯罪についても何度か実名を報じていた。しかし、昭和３３年に日本新聞協会が、第６１条の扱いについて「少年法第６１条は、未成熟な少年を保護し、その将来の更生を可能にするためのものであるから、新聞は少年たちの“親”の立場に立って法の精神を実せんすべきである。２０歳未満の非行少年の氏名、写真などは、紙面に掲載すべきではない」との方針を打ち出し、原則として実名は出さなくなった。
　少年による凶悪な犯罪が起きるたび少年法は論議の的になってきた。「少年法と市民感覚には乖離がある。結果が重大なら、厳しく対応しなければかえって更生を妨げる」「刑罰は立ち直りを妨げるし、（少年法の厳罰化は）抑止効果にもならない」…。意見が分かれるなか、少年法は厳罰化の方向に何度か改正されている。

　１４歳の少年の犯行だった平成９年の神戸連続児童殺傷事件などを受け、１３年に施行された改正法は、刑事罰の対象が１６歳以上から１４歳以上に引き下げられた。また、１６歳以上が故意に被害者を死亡させた場合、原則として事件を家庭裁判所から検察に逆送することになった。

　１９年には少年院送致の下限が１４歳から「おおむね１２歳」に引き下げられ、昨年４月には有期刑、不定期刑とも上限が引き上げられた。しかし、少年による凶悪犯罪は減ってはおらず、厳罰化は抑止につながっていないのが現状だ。

“ネット私刑”を防ぐには
　さらに問題を深刻にしているのが、匿名の市井の人による“ネット私刑”である。未成年による衝撃的な事件が起きる度に、「未成年であっても保護は必要ない」という“私憤”から、犯人を捜し、特定し、加害少年の実名や顔写真、さらには真偽も定かでない情報まで発信する。

　川崎の事件では、まったく無関係の女子中学生が犯人グループの仲間と勘違いされ、事件直後から実名や顔写真がネット上にさらされたため、見知らぬ人から誹謗（ひぼう）中傷を受けた。ネットで一度拡散してしまうと、完全に消去することは困難だという。この少女は一生苦しまねばならないが、責任を取る者はどこにもいない。

実名報道によって「私的制裁」を加えるのはメディアの役割ではない。ただ、加害少年の「親の立場」にたって新聞が「少年Ａ」としても、ネットでは実名が堂々と書かれている。こんなちぐはぐな状況では、少年の保護を考慮した第６１条の意味はなくなる。
　今後もネット社会は加速度的に進んでいくだろう。ちぐはぐな状況を早急に解消するため、第６１条も含め少年法のあり方を見直す時期がきている。　　（社会部長・佐藤泰博）

http://www.sankei.com/west/news/150424/wst1504240013-n3.html
・中１殺害　非行防止へ神奈川県警と連携　川崎市教委、個人情報を共有(4月29日)
　川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学１年、上村遼太さん（１３）が殺害された事件を受け、川崎市教委は２８日の定例会で、犯罪などとの関係が懸念される児童生徒の個人情報を、学校と警察が共有する「学校警察連携制度」の協定を県警と結ぶ方針を決めた。年度内の締結を目指すという。

　同制度は児童生徒の非行防止や犯罪被害防止を図ることを目的に、平成１４年に文部科学省と警察庁が全国の教育委員会や警察に通達し、全国で整備が進んでいる。一方で、県内では川崎市など５市町が導入していない。

　協定が締結されると、補導歴や虐待の疑いがある児童生徒の氏名▽住所▽年齢▽現在までの経過－などの個人情報を共有できるようになる。渡辺直美教育長は「警察との連携強化により、（上村さんのような）痛ましい事件の未然防止を期待できると考えた。協定が締結されれば、子供たちの健全育成などに有効に活用していきたい」と話した。

http://www.sankei.com/region/news/150429/rgn1504290033-n1.html
＊読売新聞

・手話に一目ぼれ！　マニアが作った「当たり前の世界」（４月１日）
大木洵人（おおき・じゅんと／シュアールグループ代表）
　２００７年の大晦日、一青窈さんが「ハナミズキ」を歌うＮＨＫ紅白歌合戦。

　慶應義塾大で手話サークルを立ち上げたばかりの大木洵人さん（２７）も、５人の仲間と共にステージの上にいた。会場だけでなく、テレビの前で見ているであろう全国の聴覚障がい者に、手話コーラスでハナミズキの歌を届けた。手話が一躍脚光を浴び、サークルへの入部希望者も一気に増えた。

　あれから７年。紅白出場をきっかけに立ち上げた学生団体はＩＴ技術を生かした手話ビジネスを展開するシュアールグループへと成長した。「遠隔手話通訳」「手話ＴＶ」「スリント辞書」などを次々に新しいアイデアを事業化。「聴覚障がい者と障がいを持たない人が本当の意味で対等な世の中」を目指し、耳が聞こえない人が１１０番や１１９番に緊急電話もできない日本の現状を変え始めている。

　大学までは耳が聞こえない家族や友だちもいなかったという大木さん。手話に興味を持ったのは、中学２年の時にたまたま見た、テレビの「手話講座」がきっかけだった。
「手話ってすごい言語だ！」
　壁に見立てた左手に、右手がぶつかる。「この道は行き止まりです」。これが、大木さんが初めて目にした手話だ。テレビでこの動きを見た瞬間「目で見て、感覚でわかる言語があるんだ！」と衝撃を受け、手話という「言語」に一目ぼれした。

　中高生時代は写真に熱中したが、大学入学後の８月、手話サークルを立ち上げた。言語としての面白さに魅了され、耳が聞こえない同級生は「手話のネイティブ」という尊敬の対象に。そんな時、学部の先輩で歌手の一青窈さんから、ＮＨＫ紅白歌合戦で歌詞に手話をつけてほしいと頼まれ、ステージに上った。

　紅白後、手話の専門誌などからの取材が半年近くも続き、その時に気付いた。「耳が聞こえない人のための娯楽がないから、紅白ネタがいつまでも取り上げられるんだ」。実際、手話の番組はニュースや学習番組、障がい者を取り上げたドキュメンタリーぐらいしかないのが現実だった。

　「だったら僕たちが作ろう！」。大学２年の５月、手話サークルとは別に、手話のバラエティー番組をつくる学生団体を立ち上げる。これがシュアールの原型となった。

困っている友人を助けたい
　この番組の撮影のために、耳が聞こえない友達と２人で山口へ旅行した際、大木さんは聴覚障がい者が抱える問題を目の当たりにする。障がい者割引の切符は窓口でしか買えないのに、窓口に手話ができる人はいない。手間取っている間に、新幹線が行ってしまった。

　ホテルでは、鍵を持たずに部屋を出た大木さんが、オートロックの部屋から閉め出された。中にいる友人は耳が聞こえないので、電話やノックでは気づかない。ホテル側は「中に人がいるから鍵は開けられない」の一点張りで、結局、心配した友人が探しに出るまで待つしかなかった。

　友人は普段でも、電話一本かけるのにも困っている。困っている友人を助けるために、何ができるだろう――。その思いが、始まりだった。

　駅や役所にタブレット端末を設置し、聴覚障がい者が手話通訳者にビデオチャット（テレビ電話）をつないで通訳してもらう「遠隔手話通訳」はどうだろう。指の形と手の位置から手話の意味を検索できるキーボードを使ったオンラインの手話辞典「スリント辞書」は便利では？……

　新規事業のビジネスモデルを考える大学の授業で提案してみた。するといずれも最優秀課題に選ばれ、そこから具体化への道を進み始めた。
技術がアイデアに追いつかない
　０８年１１月。大学２年の秋に、遠隔手話通訳とスリント辞書を手がける株式会社と、手話のバラエティー番組を配信するＮＰＯ法人を同時に設立。「シュアール」という名前は、耳が聞こえない当時のスタッフがレギュラーの頭文字Ｒの指文字を使って「手話をレギュラーにする（一般的なものにする）」という手話の表現をつくり、それを日本語に翻訳して生まれた。

　設立後しばらくは、手話を教えることで少しずつ資金を稼ぎながら、遠隔手話通訳を導入してくれる企業などへの営業を重ねた。

　しかし、意外なところで壁に突きあたる。ビデオチャットには速度の速いインターネット回線が必要だが、当時はまだＩＳＤＮの時代で無線ＬＡＮもほとんどなく、現実的ではなかった。アイデアは評価されるのに、技術が追いつかず導入できないーー。

　ただ、これは、技術さえ追いつけば実現できるということでもある。「チャレンジもせずやめられない」。ほどなくＷｉＭＡＸやＬＴＥなど無線回線によるブロードバンド接続が普及。ようやく社会が追いついて、大学卒業の３か月後には黒字転換した。
テレビ電話で遠隔手話通訳
　現在は「遠隔手話通訳」の仕組みを使い、個人向けの「電話リレーサービス」も日本財団の委託で始めている。聴覚障がい者がコールセンターにビデオチャットをつなぎ、どこに電話し何を話したいかを伝えると、通訳が本人に代わって電話をかけてくれる。病院や美容院などの予約、宅配物の再配達の依頼など、日常のさまざまな場面で重宝されている。

　従来は通訳が現場に足を運ぶため、一人の通訳が１日にこなせる案件に限りがあったが、遠隔手話通訳の導入で一人の通訳を短時間ずつシェアすることが可能になり、予約なしでも必要な時に手話通訳を利用できるようになった。

　また、オンライン放送局「手話ＴＶ」では、聴覚障がい者が楽しめるエンターテインメントとして、総合バラエティー番組「ＧＯ！　ＧＯ！　しゅわーるど」を配信中で、今後はさらに番組数を増やす予定だ。
東京五輪から、世界をつなぐ遠隔手話通訳のムーブメントを
　２０年には日本で東京五輪、そしてパラリンピックが開催される。しかし大木さんは、日本の遠隔手話通訳の遅れ具合の深刻さを指摘する。

　「遠隔手話通訳に関して、日本は最も遅れている先進国。聞こえない人が１１０番、１１９番の緊急電話ができないのは、先進国の中で日本だけ。韓国も米国も２４時間対応なんです」。

　この遅れを五輪までに取り戻し、さらには海外の同業者と提携してローミング対応することを目指している。日本に来た耳の聞こえない外国人が、シュアールの端末を通して母国の事業者にアクセスし、母国語の手話を日本語に通訳してもらうというシステムだ。これを東京五輪で導入し、それ以降の万博やＷ杯などの国際大会では標準装備にしよう！というムーブメントを起こしたい、そう考えている。

　大木さんは１２年、社会起業家を支援する世界的ネットワークのアショカから、東アジア初のアショカ・フェローに、そして翌１３年にはフォーブス誌が選ぶ「３０　ｕｎｄｅｒ　３０（注目すべき３０歳以下の起業家リスト）」に選出されるなど、いまや日本を代表する社会起業家の顔となった。

　しかし、大木さんは笑って言う。「僕は社会起業家である前に手話マニア。今でも、友達が困っているから助けたい。その感覚なんです」。

http://www.yomiuri.co.jp/job/navi/mirai/20150330-OYT8T50178.html
・（８）生徒が教え合って問題解決…必要性と課題とは（4月4日）

次期学習指導要領に盛り込まれる見通しの「アクティブ・ラーニング」。

　改定作業にかかわる文部科学省の大杉住子・教育課程課教育課程企画室長（４０）と、高校教員として実践し、現在は教員らにアドバイスしている産業能率大の小林昭文教授（６３）に、必要性と導入の際の課題を聞いた。

知識と活動のバランスを

大杉　住子／文科省教育課程企画室長
　将来、技術革新が進むと、今ある仕事の半分は自動化され、人間が行う必要がなくなると言われている。人間に求められるのは、高度な問題解決力や創造力だ。さらに、グローバル社会で、様々な文化を背景にした人と新しいものをつくる力も重要になる。

　そうした力は、講義で知識を一方的に伝達する学習法で育むのは難しい。子どもが主体的、協働的に学ぶアクティブ・ラーニングなら可能だ。これまで進めてきた言語活動や総合的な学習の時間も同様の力の育成を目指している。

　効果的に実施するには、知識の伝達と主体的な活動のバランスを取ることが必要だ。知識の習得なしに課題に取り組ませても、子どもには解決の手だてがなく、学習目的が達成されないからだ。

　成功している取り組みを分析すると、子ども自身が課題を認識し、必要な知識を習得、活用するなど深い学びの過程が共通していた。教師はそうした過程を実現していくために、学習のファシリテーター（促進者）になるという側面が大きく、教員養成や研修で伝えていきたい。評価の方法や教材についても研究を進め、教育現場を支援していく。

学習意欲や学力向上効果

小林　昭文／産業能率大教授
　高校で物理を教えていた時は、必ず誰かが寝ていた。生徒が起きて、楽しく学べるやり方を模索し、生徒自身が問題を解決する授業にしようと考えた。

　基本のスタイルは、最初に私が１５分間説明する。その後、生徒が問題演習などの共同作業をし、最後に授業での態度を振り返る。試行錯誤し、１５分間なら一方的な説明でも生徒が飽きないとわかった。問題演習も難易度が違う４～５題を与え、最初から解答を渡した。かなり難しい問題でも解答があれば、生徒は教え合う中で理解していける。

　この方法で６年間授業を行った。子どもの成績が伸び、物理選択者が増え、言われなくても勉強するようになった。アクティブ・ラーニングは子どもの学習意欲や学力向上に効果が見込めるとはっきりとわかった。指示待ちの姿勢が変わり、キャリア教育としての機能も期待できる。

　これまで受けてきた授業とは全く違うが、生徒は最初に進め方を説明すれば対応できる。難しいのは教員の方で、特に５０代以上の教員は教え方を変えるのに抵抗がある。学校教育の目的は未来に生きる子どもの力をつけることであって、先生の力をコピーすることではない。多くの人にこの根本を理解してほしい。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20150331-OYT8T50012.html?from=ytop_ymag
・「正解」も「我慢」もない！　あるのは楽しめる子育て（4月8日）
　４月、入学シーズンですね。街中で新入生らしき学生の方を目にしたという方も多いのではないでしょうか。

　月に１、２度ほど、私も全国のさまざまな大学や高校で、学生を対象に講演をする機会があります。一昨年からは筑波大学の非常勤講師として集中講義も担当させていただいています。

　学生に接していると、最近の若い世代は出産や子育てに対して、私たち世代とはまた“ちょっと違った”プレッシャーを背負っているのね……と感じたりすることも。

　今回は、そのあたり。大学生の感想も紹介しつつ、若い世代の子育て観についてお話してみたいと思います。
両立前提の“よい母であらねば”プレッシャー
　講演ではいろいろな大学を訪れますが、学生たち、とくに女子学生は、こんな時期から将来のことをあれこれ思い悩んでいるのか、と愕然とさせられます。いわゆる「頭のいい」大学ほど、１８歳、１９歳という低学年のうちから、その傾向が強いように思います。彼女たちの将来像、それは明るい未来というより、閉塞感のあるイメージだったりするのです。

　極端な話、ひと昔前までは仕事か子育て、どちらか片方を選べばよいという時代でした。それが今は、仕事も子育ても「両方やって当たり前」という空気に。子どもも育てて、仕事もして、かつ女性としても輝いて……。それが“よい母！”みたいなイメージがあるんですね。

　これまで、高校や大学に合格し、がんばってきた優秀な大学生たちであればあるほど、「やっぱり両方できなければならない」という、“よい母であらねばならぬプレッシャー”を持っていて。

　一方で「じゃあ、どうすればいいのか、いつ産めばいいのか」という明確な答えは全然見えていないという状況もあります。まずは仕事を軌道にのせ、後で産めばいいのかと思えば、卵子の老化のニュースが騒がれて早く産まなきゃ、と不安を煽られたり…。もはや「なにが答えかがわからない」という状態になっているんですね。
「やらねば」から、「面白そうかも」へ
　私が講演で意識していることは、「こうあらねばならない」といろんなプレッシャーを背負っている学生たちの義務感を解放して、まず出産も子育ても「面白そうだな」と思ってもらうこと。

　今までは「これも、あれもって、どうやって頑張ればよいんだろう」と思っていたところから、「あれ？　なんとなく面白そうだし、どうにかなりそうだから、とりあえずやってみようかな」と思ってもらえるところにいってもらうのが目標です。

　例えば、出産については、皆、よくわからないけどとにかくすごく怖がっている。「産むのが怖い人？」と聞くとほぼ１００％手を上げる。でも、そこで私が自分の体験談を話しながら、「産むのは面白いんだけどなぁ？」という言い方をすると、それ自体がまずびっくりするみたいですね。

　他にも、これまでこの連載でお話してきたような、授乳にまつわるエピソードや子連れ出勤の話をもとに、「ママになるからといって、自分のやりたいことを我慢しなくていいんだよ」ということを話していくと、学生の表情が変わってきます。

　正解はひとつではない。自分が知っている範囲の中だけに正解があるわけではない。そんなことを感じてくれるのだと思います。
「子育てって、ガマンだと思ってました」
　実際に、大学生たちからもらった感想文のいくつかを、一部だけご紹介しましょう。

　「高校生のときまで、結婚しても子どもはいらないとずっと思っていました。子どもがいると自分のやりたいことは１０年近く我慢する、遊べない、服もファッションも楽しめないと思って、子どもを産むことに抵抗感がありました。（中略）でも光畑さんのお話を聞いて、子どもがいても何でもできる、特に仕事ができるということがすごく衝撃的でした。私も、子どもができても我慢とかあきらめるとか思わずに自分のやりたいことをしてみたいです」

　「今は子どもを連れて仕事をしているところもあると聞いて、驚きました。子育ては我慢じゃないということがわかり、私も子どもを産みたいと思いました。もっと世の中に“子育ては我慢じゃない”ということが伝われば、少子化が少しでも減るんじゃないかなと思いました」

　「私は『女性の管理職の割合を増やしましょう』等の政策には違和感を覚えています。女性しか妊娠・出産できない以上、やめるかもしれない人を登用するのは企業としてもリスクがあるし、女性も、働き続けるばかりが偉いわけではなくて、子どもとともに過ごす時間を優先したっていいじゃないかと。（中略）光畑さんが「“子どもがいる自分”を楽しめている自分がいる」

　「出産はＨａｐｐｙなもののはずなのに、『痛い・怖い・我慢』とセットになってしまうのはもったいない」と言っていた言葉が響きました。妊娠・出産という女性だけの特権も楽しみつつ、自分のやりたいこともあきらめないような人生を楽しめればいいなぁと思います」

　学生たちと接していると、今の若い世代って“頑張れ”と言われ続けている感じがあるな、と思います。それは、優秀な人ほどそう。ところが、まだ明確な道のりやゴールが見えていない年齢なのに、多様性だけはたくさんあるようにみえるので、「どう頑張ればいいのか」というプレッシャーがあるのかなと。
遊び心、楽しさ、きっかけで変わる！
　そんななかで「頑張るな」「楽しいよ、面白いよ」という私のメッセージはちょっと違った角度から、学生たちに興味をもってもらえるようです。

　ご紹介した写真の中には、男子学生が入っているものもありますね。時には男子学生に授乳服を着てみてもらうこともありますが「あ――――、普通の服と全然気持ちが違う！」と素直に驚いてくれる学生も多く。こんな風に、男子にも女子にも、遊び心、楽しさ、そしてちょっとしたきっかけで生活って変わるんだ！と気づいてくれる機会になればと思っています。

　次回は、そんな多様性の時代に行われている新しい働き方のエピソード。モーハウスで行われているテレワークについてお話してみたいと思います。

http://www.yomiuri.co.jp/job/navi/mitsuhata/20150402-OYT8T50127.html?cx_text=02&from=ytop_os_txt2
・子どもシェルター大阪に…弁護士らが準備進める（4月19日）　

　大阪の弁護士や児童福祉施設の職員らが、虐待などを理由に家庭に戻ることができず、居場所を失った１０代の子供を一時的に受け入れる「子どもシェルター」を大阪府内に開設することを決めた。５月末にも運営主体のＮＰＯ法人の設立を申請し、来秋までの開設を目指している。
　準備を進めている森本志磨子弁護士（大阪弁護士会）によると、ＮＰＯ法人の名前は「子どもセンターぬっく」。家庭などで性被害を受けたり、少年院を出ても虐待される恐れがあったりして、家に戻れない事情を抱える１０代後半の少女を対象にする。定員は６人程度で、戸建て住宅で数か月間、無償で受け入れる。

　弁護士や民間団体職員ら約１０人が参加し、１～２人の専従スタッフが常駐する予定。子供一人ひとりに担当の弁護士がつき、住宅を借りる手続きなどを手伝ったり、親とのトラブルに対処したりする。活動資金は、補助金や寄付でまかなうとしている。

　保護者による虐待から逃れる方法としては、児童相談所による一時保護が一般的だ。ただ、虐待の対応件数の増加に伴い、一時保護される子供も急増。とりわけ大阪府内では、３５６７人（２０１３年度）と全国の１割を占めており、一時保護所は常に満員に近い状態になっている。

　森本弁護士は「特に１０代後半の場合、抱えている問題が複雑化し、施設での集団生活になじめない子もいる」と指摘。少人数制の子どもシェルターは、状況に応じて柔軟に受け入れることが可能といい、「傷ついた心を癒やし、じっくりと次に進む準備ができる場にしたい」と話している。

　子どもシェルター全国ネットワーク会議（東京）によると、大阪府で開設されれば、全国で１４か所目（うち２か所は休止中）。

http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20150419-OYO1T50000.html
・事実婚、同性婚想定した就業規則に改正…フローレンス（4月22日）
　病児保育サービスを行うＮＰＯ法人「フローレンス」（東京）は２１日、就業規則を改正し、事実婚や同性婚での慶弔休暇が取得できるようにした。

　性的少数者（ＬＧＢＴ）であることを公表している社員の要望を受けたもの。同社には「本人の結婚５日」「配偶者の出産２日」などの慶弔休暇規定があるが、この「結婚」に事実婚、同性婚を含めた。また、「配偶者」にも事実婚、同性婚の相手方を含めた。保育スタッフも含めフローレンスが雇用している全ての社員約３３０人が対象。

　規則を変えなくても有給休暇取得などで対応できるが、同社は、「多様性が社会的変革を生み、多様な人材には多様な家族が含まれる。会社が目指す組織像を体現した」としている。

　同法人では昨年から、「ＬＧＢＴ・ダイバーシティ研修」を実施するなどしてきた。

http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20150422-OYT8T50023.html
・プライバシー暴露や中傷、ネットの人権侵害急増（4月23日）
　神戸地方法務局で受理された人権侵犯事件のうち、インターネットを悪用した事件の件数が、２０１４年までの４年間で４・４倍に急増していることが、同局のまとめでわかった。

　投稿サイトなどで他人のプライバシーを暴露したり、中傷を書き込んだりするケースが目立つという。ネット利用者の急拡大が増加の一因とみられ、同局は「書き込みが拡散すると被害回復が難しくなる。早めに相談を」と呼びかけている。

　同局によると、調査などを行うために受理したインターネット関連の人権侵犯事件は、１０年では２４件だったが、１２年には４９件に倍増。その後も増え続け、１４年には１０６件となった。

　一方で、この４年間の全体の受理件数は８２４件～８９７件とほぼ横ばいだったことから、いじめなどの従来の人権侵害行為がネットに移行しつつあると考えられるという。

　受理した内容では、「投稿サイトに悪口を書かれた」などの中傷を受けたケースや、プライバシーをさらされたという相談などが多かった。「元交際相手が自分になりすまして、ブログを書いた」という事例や、批判的な書き込みが第三者に改悪され、ネットで拡散した被害もあったという。

　こうしたネットを悪用した人権侵犯事件では、書き込んだ人物を特定できないため、加害者に改善を求めるといった通常の救済措置がとれない場合が多い。そのため、同局は、接続事業者（プロバイダー）や管理者に対し、投稿などの削除を要請する対策を講じており、昨年は約２０件が削除されたという。管理者らが要請に応じない場合は、法的手段をとるよう助言するなどしている。

　他に受理した人権侵犯事件では、最近は学校でのいじめが最多で、約２割前後を占める。

　相談は「人権相談ダイヤル」（０５７０・００３・１１０）へ。女性や子どもに関しては、「女性の人権ホットライン」（０５７０・０７０・８１０）と「子どもの人権１１０番」（０１２０・００７・１１０）もある。いずれも平日の午前８時３０分～午後５時１５分。（初田直樹）

　◆人権侵犯事件

　いじめやセクハラ、差別などに関して、法務局が人権侵害の有無などの調査を行った事例。人権侵害が認定されれば、強制力はないものの、当事者間の調整や、加害者に改善を求める「説示・勧告」などの救済措置がとられる。行政機関への通告や捜査機関への告発が行われる場合もある。

http://www.yomiuri.co.jp/it/20150423-OYT1T50050.html?from=ytop_ylist
・ゼノンの逆説～教育の今を読む　藤川大祐・千葉大教授
（２）ネット社会は危険な社会か…交流サイト関連の犯罪増加（4月24日）
　動いている教育の一瞬一瞬をとらえる「ゼノンの逆説」。第２回は「交流サイト関連の犯罪増加」を取り上げる。

　４月１６日、警察庁は交流サイト関連の犯罪の状況を発表した。２０１０年（平成２２年）にピークを迎えた交流サイト関連の被害者数はその後減少傾向にあったが、１３年（平成２５年）に再び増加に転じ、１４年（平成２６年）は過去最高を更新した。交流サイトを使って児童買春や児童ポルノの被害に遭う者が増えている。

　このように被害者数が増えている背景には、スマートフォンの急速な普及がある。この２年ほどで小中校生の間にスマートフォンが急速に普及し、利用時間も利用範囲も拡大している。

　こうした中、無料通話アプリの連絡先（ＩＤ）を交換するサイトに起因する犯罪が増え、さらにはＧＰＳ（全地球測位システム）を使って近くにいて会いたい人を検索するアプリが犯罪に使われるようになるなど、犯罪につながるルートが増え、犯罪が増加したと言える。

　こうした状況を見ると、ネット社会となり、スマートフォンが普及したことで、児童買春や児童ポルノに関する被害が増え、社会はどんどん危険になっているという印象をもつかもしれない。

　圧倒的に多い家庭内での虐待被害
　だが、話はそう単純ではない。児童買春や児童ポルノ等の犯罪は児童の福祉を害する犯罪ということで、「福祉犯」と言われるが、福祉犯全体の被害者は年間７０００人前後で、近年は微減傾向だ。児童買春だけを見ると、０３年（平成１５年）年頃には被害者が年間１５００人前後だったのが、最近は５００人前後まで減っている。

　ただし、児童ポルノの被害者は増えている。スマートフォンが普及し、交流サイト関連の被害が増えていても、ネット以外の被害まで含めて考えれば、状況の悪化は見られない。

　社会が急激にネット社会に移行し、新たに生じる危険はある。しかし、ネット社会が全体として危険な社会であると考えるのは、行きすぎだ。

　もちろんスマートフォンの普及に伴う新たな問題には対応が必要であり、教育・啓発の充実、「サイバー補導」など警察による被害防止の取り組み強化、サイトやアプリを運営する事業者による安全対策の推進等、さまざまな対策が進められている。

　だが、こうした対策が必要であることが、ネット社会が非常に危険だということを意味するわけではない。

　厚生労働省の発表によれば、平成２５年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数は７万件を超え、過去最多となっている。

　単純な比較には限界があるが、危険に見えるネットでの犯罪被害より、安全に見える家庭内での虐待被害のほうが、数としては圧倒的に多い。子どもの安全に関する状況も、逆説的なのである。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/special/CO015131/20150421-OYT8T50068.html?from=ytop_ymag
・フィンランド・ヨエンスー発（読売中高生新聞）
日本のような校則ない…すべて生徒が決める

　私の通っている高校に、服装などを細かく決めた日本のような校則はない。

　だから、“校則違反”の生徒もいない。“問題児”という考え方は、“個性”に変わる。それぞれが思い思いの服を着て、思い思いの時間割を持ち、のびのびと学んでいる。先生は私たちに命令をすることはなく、怒ることもなく、先生と生徒が対等な信頼関係で結ばれている。「やりたいなら、やれ」と全ての選択が本人に任されており、そんな大人からの信頼ほど、子供をやる気にさせるものは他にはない。

　日本で過ごしていた学校生活はどうだっただろうか。過去の決断に後悔することの多かった私も、フィンランドで今まで過ごした７か月に後悔は全くない。それは、自分で全てを決め、その選択に責任を持って過ごしているからだろう。

　木村　穂波　18歳
http://www.yomiuri.co.jp/teen/junior/jkids/20150420-OYT8T50194.html
・性同一性障害の子供に配慮・支援を…文科省通知（4月30日）
　文部科学省は、心と体の性が一致しない性同一性障害などの児童生徒への配慮のあり方や支援策をまとめ、３０日、全国の教育委員会などに通知した。

　具体的な支援として、心の性と一致した制服や体操着の着用や職員トイレの使用、通称の使用を認めることなどを例示している。

　同省が昨年６月に公表した全国の小中高生ら１３６９万人を対象とした調査では、性同一性障害とみられる児童生徒が少なくとも６０６人おり、その４割近くは、学校側が特に配慮をしていなかった。

　今回の通知は、学校に対し、子どもが性の不一致を秘密にしたい場合があること、子どもが自分の性に違和感を持っていることを打ち明けた場合も必ずしも性同一性障害とは限らないことなどを指摘。個別の事情に配慮したうえで教職員が情報を共有し、医療機関やスクールソーシャルワーカーなどと支援体制を組んで対応するよう求めた。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20150430-OYT8T50138.html
＊日本経済新聞

・ストーカー・ＤＶなどの対策本部を拡充　警視庁（4月2日）
　警視庁は１日、ストーカー、ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）、児童虐待などの相談対応や事件捜査に一元的に対処する「人身安全関連事案総合対策本部」を拡充し、新設した専従の副本部長ポストに元捜査１課長の龍一文警視正が就任した。

　女性や子供への性犯罪を担当する生活安全部の「子ども・女性安全対策班」（通称・さくらポリス）も同本部に組み入れ、人員は約50人増の170人体制となった。

　2014年のストーカー被害の相談が前年の1.5倍となるなど、ストーカー・ＤＶ被害の認知件数は増加しており、高綱直良警視総監は同日の辞令交付式で「常に被害者の安全を最優先に取り組む意識が重要」と訓示した。

　警視庁は13年に東京都三鷹市で起きた女子高生刺殺事件を受け、同年12月にストーカー・ＤＶ総合対策本部を設置。昨年７月に子供や高齢者に対する虐待なども含めて一元的に対処する組織になった。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H7S_R00C15A4CC1000/
・男が変わらなければワーママの問題は解決しない（4月3日）
武蔵大学社会学部助教の田中俊之さんが、「男性学」の視点から共働き家庭の問題を解き明かします。今回は、男性の抱える問題を直視することがなぜ重要なのか、についてです。

■男性のうわべの変化に惑わされてはいけない
　若い男性が変わってきている。それは確かなようです。例えば大学生を対象にした調査では、昭和生まれの世代には理解できない男子学生の意識やファッション感覚が浮かび上がってきます。食事は男性がおごるべきだとは考えていない。割り勘ですらなく、自分で食べた分だけきっちり払う。自分が700円のパスタを注文し、彼女が800円のドリアを食べたのならば、ちょうど半分の750円払うのはおかしいというわけです。

　ファッションについては、眉毛を整えるのは常識で、タイトな服装を好む。太っているわけではないのに、さらに細くなろうとダイエットをする。トクホ（特定保健食品）のお茶を飲んでいるのは、肥満に悩む中高年男性だけではないのです。

　総じて言えば、最近の男の子は女性的になったという印象を受ける人が多いでしょう。

　上記の変化はいかにもメディアが取り上げそうな話題ですが、男性の抱える問題を扱う「男性学」を専門とする立場から言わせてもらえば、さして重要な変化ではありません。若い世代に対して違和感を抱く理由は単純で、私たち30～40代の世代が若者の流行についていけなくなったから、です。それだけのことを大げさに取り上げる意味はありません。

■流行ではなく「変わらない問題」を見つけ出す
　かつて「不良」的な行動やファッションがカッコイイとされていました。当時の大人は認めていなかったでしょうし、まったく理解できなかったはずです。いまの学生に暴走族の映像を見せると、本当にこんなことをしていたのかと笑いが起こります。現代の若者にとって暴走族とはコントに登場するキャラクターなのです。

　こうした表面的な部分は移ろいやすいものです。共働き世帯に限らず、男性に着目した議論を有意義なものにするためには、うわべの変化に惑わされないようにする必要があります。男性について論じる際に注目しなければならないのは、むしろ「何が変わっていないのか」です。

　それでは、男性学の視点から「共働き世帯の男性が抱える問題」について考えてみましょう。男性学を専門にしている身としてはとても悲しいのですが、この学問の知名度はほぼゼロでしょう。そのため、まずは男性学とはどのような学問なのかを紹介しておきます。

　男性学とは「男性が男性だから抱えてしまう問題」を扱う学問です。日本では1980年代後半から議論が始まりました。男性学にはすでに30年近くの歴史があります。女性学からの影響を受けて男性学は成立しました。

　男性学と女性学は、「男女の不平等な関係性の解消」、そして、「性別にとらわれない多様な生き方の実現」を共通の目的にしています。そのうえで男性学の役割は、これまであまり注目されてこなかった「男性問題」の輪郭を明確にし、解決の糸口を見つけ出すことです。

■問題は「男性は40年間フルタイムで働くもの」という前提
　例えば、結婚や出産を機に仕事を辞めて、子育てが一段落してからまた仕事を始める人が少なくないため、女性の労働力率はM字型のカーブを描きます。有名な話なので聞いたことがあると思います。

　ところで、男性の労働力率がどのような形になっているのかをご存じでしょうか。男性の労働力率は台形です。学校を卒業後に働き始め、定年退職の年齢に達するまでほぼ水平な直線を描いています。男性学の視点からすれば、こうした男性の働き方が問題として認識されていないことが問題です。

　「男性問題」と「女性問題」はつながっていることを、私たちは理解する必要があります。どちらか一方だけを解決することはできません。共働き世帯で家事・育児分担がアンバランスになってしまうのは、「男は仕事、女は家庭」というルールが現代の日本社会に根強く残っているからです。

　仕事中心の男性の生き方を変えなければ、女性の家事・育児の負担を軽減していくことはできないのです。

　働く女性が増えています。だからといって、働く男性は減りませんし、労働時間が短くなる気配もありません。表面的には変化が著しい若い男性ですが、彼らも男性であるからには卒業後はすぐに定職に就き、家族を養っていかなければならないと考えています。こうした共働き世帯の増加に対応するためには、男性でも育児休業の取得や時短勤務の選択を当たり前のこととしてできるようにする必要があります。

　いま、男性の働き方の根本的な見直しが求められています。男性は40年間フルタイムで働くという前提を変えていかなければならないのです。

■平日にぶらぶらする男性は「怪しい」か
　例えば、長期の育児休業を取得した男性について考えてみましょう。彼らは平日の昼間に地域で活動することになります。しかし、いざ公園に子どもを連れていくと、そこにはお母さんたちばかり。公園の隅でちょこちょこっと遊んで、急いで帰宅。これではせっかく育児休業を取得した意味がありませんね。多くの男性が平日の昼間の行動に居心地の悪さを感じます。これを単なる被害妄想で片付けてしまうのは安易な発想です。

　我々は「普通の男性」はフルタイムで働いているという社会的な「常識」を抱いています。そのため、平日の昼間にぶらぶらしている大人の男性を、私たちは怪しいと思ってしまうのです。実際、事件のニュースを見ていて、犯人の男性が無職だったり、職を転々としていたりすると「やっぱり」と思う人は多いでしょう。「性別にとらわれない多様な生き方の実現」を達成するためには、こうした明文化されていない社会のルールに切り込んでいく必要があります。

　いまの日本に「男性問題」は山積みです。しかし、だからこそ、改善していける余地が大きいとも言えます。現在、育児休業を取得する男性は２％程度しかいないので「変わり者」と思われてしまいます。ですが、これが10％に上がると、身近でも育児休業を取得する男性が目につくようになるでしょうし、20％にまで増えれば、育児休業を取得する男性が増えたと人々に明確に認識されるはずです。男性の育児休業取得が当たり前になるまでには時間がかかりそうですが、着実に一歩一歩進めていけば必ずイメージは変わっていきます。

■目には見えない社会のルールに男女とも縛られている
　ともすると私たちは、家庭の問題は自分たちで解決できると考えてしまいます。もちろん夫婦での話し合いは重要です。しかし、それだけですべてを解決できるわけではありません。社会全体が男性と女性をどのようなものとしてイメージしているのかが、個々の男女の行動や意識を縛っています。男性学の立場から、こうしたジェンダーの問題を男性に当事者として考えてもらう工夫をしていくつもりです。

　最も大切にしたいのは、共働き世帯の男性が置かれている現実を正確に把握することです。仕事や家庭に関する議論は、原因は何か、どのような対策があるのかとすぐに話が展開する傾向があります。しっかりとした現状認識を欠いたままでは、議論が無意味なものになるばかりではなく、感情論へとシフトしてしまう危険も高くなるのです。男性の働き方を根本的に見直すために、なかなか変わらない男性の現状を冷静に捉える。「男性問題」を解決するための道は、ここからしか始まらないのです。

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO84585070Z10C15A3000000/
・通常学級に在籍、障害に応じ授業受ける子供8.3万人　14年度(4月3日)
　障害のある全国の公立小中学生のうち、通常学級に在籍しながら、必要に応じて別室での指導や特別支援学校での授業を受ける「通級指導」の対象者が、2014年度は８万3750人で、1993年度の調査開始以降、最多だったことが３日までに、文部科学省の調査で分かった。

　前年度からは5868人の増加。文科省は子どもの障害の早期確認や、教員への研修などの取り組みが進んできたことが増加の背景にあるとみており、「今後も学習環境の充実を図りたい」としている。

　内訳をみると言語障害が３万4375人、情緒障害が9392人。文科省が発達障害と定義したもののうち、06年度から通級指導の対象となった障害では、自閉症が１万3340人、ＡＤＨＤ（注意欠如・多動性障害）が１万2213人、ＬＤ（限局性学習症）が１万2006人で、いずれも前年度より増えた。

　一方、指導担当の教員は6562人で、３年間で13％増えた。

　文科省は全国の公立の小中学校と特別支援学校を対象に、たんの吸引や胃ろうなど日常的な医療的ケアが必要な児童生徒数も調査。小中学校で976人、特別支援学校で幼稚部の幼児や高等部の生徒も含めて7774人だった。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HEQ_T00C15A4000000/
・伸び悩む「養育里親」制度　施設頼み脱却へ担い手求む（4月6日）
　親の虐待や病気、経済的理由などで保護された子供を家庭で受け入れて育てる「養育里親」の数が伸び悩んでいる。厚生労働省は「施設偏重」からの脱却を目指しており、里親への委託率は徐々に上がっているものの、他の先進国の水準とはなお大きな隔たりがある。専門家は「里親制度の周知や里親を支援する体制の充実が必要」と指摘している。

　「子供のそばでずっと愛情を与えてあげられる里親の役割は大きい」。養育里親として現在、３人の子供を育てている神奈川県海老名市の女性（59）は力を込める。

　女性はかつて実子を１歳で病気のため失った。その後、子宝に恵まれず、里親になることを決意。20年前に初めて２歳男児を預かったのを皮切りに、これまでに計12人を受け入れてきた。

　児童養護施設から来て家庭用の風呂の使い方が分からない子、大人を警戒して触られるのを嫌がる子、突然大きな声で叫び出す子――。様々な経験を経てきた子供たちへの接し方に悩むこともあったが、「笑顔を見せてくれた時にはうれしさがこみ上げる」と話す。

　厚労省によると、2013年度末現在、親などを離れて「社会的養護」の対象になっている子供は、児童自立支援施設の入所者などを除くと約３万６千人。このうち８割以上は児童養護施設や乳児院などの施設で養育されている。里親などの一般住宅で暮らしているのは約5600人で、里親委託率は15.6％にとどまる。

　厚労省は11年にまとめたガイドラインで里親制度を「家庭での生活を通じて子供の健全な育成を図る有意義な制度」と強調。29年度までに里親委託率を３割以上に上げる目標を掲げ、子供と里親のマッチングなどに取り組む自治体を後押ししてきた。この結果、里親委託率は徐々に上昇し、03年度末の8.1％と比べればほぼ倍増した。

　ただ、他の先進国の里親委託率を見ると、オーストラリアは９割以上、米国は８割近く、英国は約７割。韓国も４割を超えている。

　なぜ日本の水準は低いのか。厚労省の担当者は「養子縁組を求める人は少なくないが、養育里親については認知度が低く、登録自体がなかなか増えない」と説明。また「子供が他の家庭で育てられることを嫌うなどして、実の親が里親委託に同意しないケースもある」と話す。

　全国里親会の星野崇会長（69）は「里親制度を周知し、誤解をなくしていくために国や自治体は啓発にもっと力を入れるべきだ」と指摘。「子供の養育で悩みを抱えた里親を地域で支える仕組みをつくるなどし、関心のある人が登録しやすくなる環境を整えることも重要だ」としている。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG31H9O_S5A400C1CC1000/
・少数者の人権を守る大切さ （4月7日）
フォームの終わり

　東京都渋谷区で、同性のカップルを結婚に相当する関係と認めて「パートナーシップ証明書」を発行する条例が施行された。

　これまで、同性愛者など性的な少数者はさまざまな偏見や差別にさらされてきた。同性カップルの権利を幅広く認めようというのは世界的な流れでもある。この条例を機に、他の自治体や国にも、性的少数者の人権を守るための施策が広がることを期待する。

　条例では、お互いを後見人とする手続きなどをした20歳以上の同性カップルに、区が証明書を発行することをさだめた。一方で不動産業者や病院などに対して、証明書を持つカップルを夫婦と同じように扱うよう求めている。

　同性のカップルは住居の賃貸契約を断られたり、入院時の面会を家族でないとして拒まれたりしてきた。こうした理不尽な差別をなくすのが狙いで、家族向け区営住宅にも入居できるようになる。

　条例の趣旨に反する事業者は、勧告などを行ったうえ最終的に公表するとの規定も盛られた。

　もとより、証明書に法的な効力はなく、結婚のように配偶者控除や相続などのルールに影響を及ぼすものではない。しかし、同性に恋愛感情を持ち、結果として同性でカップルをつくっても、その人権が他の人と同じように守られねばならないのは当然だろう。

　証明書の交付を受けることで、同性カップルは自ら同性愛者であることを公表するかたちになる。それがあらたな偏見につながるようでは条例は逆効果だ。同性愛者が有形無形の不利益を被らないよう、社会全体で条例の趣旨を後押ししていってほしい。

　先進国を中心に家族のあり方は多様化し、同性婚を認める国も増えている。国境を越えた人の移動が広がるいま、外国で結婚した同性カップルが日本にやってきて住むことも普通に起きる。

　家族や結婚の形はどうあるべきなのか。日本でも避けて通れない議論が、渋谷区の条例をきっかけに深まることを望みたい。

http://www.nikkei.com/article/DGXKZO85364470X00C15A4EA1000/
・学校で有権者のススメ　18歳投票へ取り組み続々(4月8日)
　選挙で投票できる年齢を20歳以上から18歳以上に広げる公職選挙法改正案が今国会で成立する見通しだ。若者の投票率が低迷するなか、新たに有権者となる高校生の反応は期待や不安などさまざま。専門家は「投票の大切さを教えなければ、選挙権を与える意味がない」と強調。学校や行政は、政治に関わる意義を学ぶ「主権者教育」に取り組み始めた。

　「どうすれば給食の食べ残しを減らせるのか。候補者の考えをよく聞いて投票して」。３月上旬、東京都多摩市の市立多摩第一小の６年生が初めて「模擬投票」の授業に臨んだ。児童39人が有権者となり、地元住民が演じる候補者３人の中から「給食大臣」を選んだ。

　投票箱と記載台は、実際の選挙と同じものを市選挙管理委員会が用意した。投票した畠山聖史君（12）は「選挙に行かない人が多いみたいだけど、誰がいいのか自分で考えることが大事だと思った」と満足そうに語った。

　司会役を務めた越智弘一・市選管事務局長（59）は「みんなも高校３年生になれば選挙権を持てます。必ず投票に行ってください」と呼びかけた。

　総務省によると、昨年12月の衆院選の20～24歳の投票率は29.72％で、初めて３割を下回った。若い世代の投票率が低迷するなか、選挙権の拡大で政治への関心を高めることが、70年ぶりの大改革の狙いの一つだ。

　18歳への引き下げは、早ければ現在の高校２年生が３年生となる来年夏の参院選から適用されるが、当事者らの反応は様々だ。

　東京都三鷹市の高校に通う女子生徒は「絶対に投票に行く。社会の一員になれる気がする」。新宿区の男子高校生は「選挙権がもらえるならもっと政治に関心を持つ」と期待する一方、中野区に住む私立高の男子生徒は「社会経験が少なく、正しく判断できるか自信がない」とも。港区の都立高の女子生徒は「ピンとこないし、興味がない」と冷淡だった。

　教育基本法は学校教育に政治的中立を求める一方、「良識ある公民として必要な政治的教養は教育上尊重されなければならない」として政治教育の重要性を掲げている。

　2003年から模擬投票の授業を続ける芝浦工業大柏高（千葉県柏市）の杉浦正和教頭（63）は「特定の政党に偏った教育をしないのは当然だが、政治的中立を過剰に気にしすぎて政治を教えることに及び腰になってはいけない」と強調する。

　文部科学省などは15年度、高校生向けに選挙制度などを詳しく解説する新たな副教材を作る。主権者教育に詳しい林大介・東洋大助教は「投票率の低さは、投票の意義を大人が教えてこなかったことが原因。学校や家庭で少しでも政治の話題を語る時間を持つことが大事だ」と話している。

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO85418720Y5A400C1CC1000/
・「男女の学力、環境が左右」　ＯＥＣＤ事務次長に聞く（4月11日）
マリ・キヴィニエミ氏「女子も理系に目を向けて」
　日本の女性の活躍の遅れは先進国の中でも著しい。このほど来日した経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）事務次長マリ・キヴィニエミ氏に男女の教育格差を中心に課題を聞いた。

1968年フィンランド生まれ。95年に26歳で国会議員初当選。貿易開発相や地方行政担当相などを歴任。2010～11年にフィンランド史上で２人目の女性首相を務める。家族は夫と子ども２人。14年８月より現職

　――世界各国の男女の教育格差に着目して学習到達度調査（ＰＩＳＡ）をしました。どんな男女の違いが見えますか。

　「15歳時点では女子の方が成績は優秀だ。だが大多数の国・地域において数学は女子が男子より劣っていた。ＯＥＣＤ平均で約10点の差がある。日本は特に得点差が大きい。ただフィンランドやスウェーデンなど、逆に女子の方が数学の成績が高い国もある。つまり生物学的な性差ではなく、環境要因が影響している」

　「その一つは『女子は理系に向かない』とする思い込み。教師や親がこう考えて接しているために、本当は能力はあるのに女子は理系科目に自信が持てず、それが成績の低下につながっている」

　――女子が理系に目を向けないと何らかのデメリットがありますか。
　「ＯＥＣＤは基本的に、どの国でも性に関係なく個々が持つ潜在能力を発揮できるようにすべきであると考えている。個人にとっても好ましいし、一人ひとりの能力が効率的に発揮できれば国も豊かになり繁栄するからだ」

　「ＯＥＣＤ諸国の平均では工学・技術やコンピュータなどの理系職業に就こうと考えている女子は５％に満たず、男子より低い。本当は理系の優れた才能があるのに、その道に進まないのは社会的な損失といえる」

　「大切なのは『男だから…』『女だから…』と偏見で得意分野を決めつけずに、個性をしっかり見極めること。学校や家庭の役割が重要だ。教師や親が意識を変えなくてはいけない」

　――女性の活躍推進について今の日本の動きをどうみますか。
　「日本政府や安倍晋三首相による、現状を変えたいという気持ちは海外にも伝わってきている。日本は深刻な少子高齢化に直面している。時間はかかるだろうが、変革を避けて通れない。特に重要なのは女性の就業率の向上だ。男性と比べて女性の就業率が低すぎる」

　「2014年11月のＧ20首脳会議で25年までに男女間の就業率ギャップを25％縮めると参加国は合意した。試算によれば、日本が合意通りに男女間の就業率ギャップを改善できれば、何も手を打たなかった場合と比較して労働力人口は1.4％増え、国内総生産（ＧＤＰ）を0.7％押し上げる」

　――フィンランドは女性就業率が高い。どうやって実現したのですか。
　「女性の社会参画意識がもともと高い。ただ以前は今ほど女性の就業率は高くなかった。きっかけは保育サービスの拡充などだ。1996年に保育に関する法律が改正され、保育施設の利用は子どもの権利だと明示し、自治体に子どもの受け入れを義務付けた」

　「日本では希望しても施設不足で保育所に入れない事例が多くあると聞く。法改正前のフィンランドも同様だった。でも今は申請すれば必ず子どもを保育施設に預けられる」

　「保育施設を整えるにはコストがかかる。ただ負担の側面だけをみてはいけない。女性が外で働けば所得を獲得し、納税もする。日本は配偶者控除など働かない方が得する仕組みも見直さなくてはいけないだろう」

（聞き手は女性面編集長　石塚由紀夫）

◇

■非正規の多さ、日本の課題
　「女性はすべてを手に入れられるのか？」。こう題したセミナーを国際通貨基金（ＩＭＦ）と経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は３月中旬に東京都内で開いた。出生率と女性就業率がともに低い日本・韓国と、ともに高いフィンランド・ノルウェーを比較して課題を探った。キヴィニエミＯＥＣＤ事務次長はパネリストとして参加した。

パネル討論に参加したＯＥＣＤのマリ・キヴィニエミ事務次長（左から２人目）＝東京都港区

　日本で女性就業率が低い理由として挙がったのがパートなど非正規で働く女性の多さだ。日本では働く女性の約６割が非正規だ。

　木下祐子ＩＭＦアジア太平洋地域事務所次長は「非正規はキャリアアップのチャンスが低く、賃金も安い。さらに日本では一度仕事を辞めると正社員として再就職が難しい」と報告。こうした状況が出産をためらわせ、女性の働く意欲をそいでいると指摘した。

　北欧との比較では公的保育サービスの遅れと男性の家事・育児参加意識の低さが課題に上った。

　ノルウェーのエネルギー会社、スタトイル・アジアパシフィック社のヒルデ・メレーテ・ナフスタ社長は「父親に産休取得を促すように法改正してから男性の取得率も上がった。共働きで十分に稼げるようになると、子どもをより多く産もうとする傾向がノルウェーでは見られる。共働き支援が大切だ」と主張した。

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO85521220Q5A410C1TY5000
・児童生徒調査、「被害の恐れ」なお83人　文科省 （4月24日）
フォームの終わり

　川崎市の中１男子殺害事件を受け、３月に全国の国公私立の小中高校などに在籍する児童生徒を対象に実施した調査で「生命や身体に被害が生じる恐れがある」とされた400人のうち、83人は被害の恐れが解消されていないことが24日、文部科学省の追跡調査でわかった。

　83人のうち、27人は家出などで本人の所在が分からなかったり、家族ごと行方不明だったりしたケース。56人は非行グループとの交際などを理由に警察や児童相談所と連携して対応中だった。

　同省は３月の緊急調査を踏まえて各学校に安全確認と再報告を求め、４月13日時点の結果をまとめた。

　400人の内訳で最も多かったのは「被害の恐れが解消したと考えられる」で310人。教員らが児童生徒と直接面会したり、非行グループから抜けるなどしたりしたことが確認された。

　被害の恐れが解消されない83人の中には、家庭訪問をしても保護者がネグレクト（養育放棄）傾向で協力を得られないケースや、非行グループや暴走族などとつながりがあるといったケースが含まれた。

　このほか、国外転出が６人、行方不明とされた高校生１人が３月の調査時に既に死亡していた。同省によると、事件性はないとみられる。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG24H1U_U5A420C1CC0000/
・日本語指導必要な子供、最多2.9万人　文科省調査 （4月24日）
フォームの終わり

　日本語の能力が低く、日常生活や学習活動に支障がある外国人の児童生徒が、2014年度（５月１日時点）には全国の公立小中高校などに２万9198人在籍したことが24日、文部科学省の調査で分かった。過去最多を更新した。外国人が多く暮らす自治体は子供たちへの支援に取り組んでいるが、一人ひとりの能力に対応できる人材の不足が課題となっている。

　文科省の学校基本調査によると、14年度に全国の公立学校に在籍した外国人の児童生徒は７万3289人。このうち約４割が日本語指導の支援を必要としていた。

　外国人の児童生徒は09年度には７万５千人以上いたが、08年のリーマン・ショックに伴う労働者の帰国などで減少に転じ、12年度は７万1545人まで減った。その後、労働目的での定住外国人の増加などにより再び増加した。

　日本語指導が必要な児童生徒は08年度の２万8575人をピークに微減傾向が続き、前回調査の12年度は２万7013人だった。

　このうち実際に日本語の指導を受けていたのは82.9％に当たる２万4197人。12年度の前回調査から3.7ポイント減少し、現場の対応の遅れがうかがえる。

　都道府県別に見ると、日本語指導が必要な児童生徒が多かったのは愛知県6373人、神奈川県3228人、東京都2303人など。在籍する学校は全国に6137校あり、このうち在籍者が１人だけの学校は2681校、５人未満は4655校に上り、指導の必要な児童生徒が散在していることを示している。

　母語別では、ブラジルなどで使われるポルトガル語28.6％が最も多く、中国語22.0％、フィリピンのフィリピノ語17.6％、南米諸国で使われるスペイン語12.2％と続いた。

　日本国籍を持ちながらも日本語の指導が必要な児童生徒は14年度に7897人で、過去最多だった。04年度の3137人から約2.5倍に増加。いわゆる帰国子女のほか、保護者の国際結婚などで家庭内で使う言葉が日本語以外となっているケースが多いとみられる。

　文科省は07年度から、日本語教員の研修や教材作成、母語が分かる支援員の派遣などに取り組む自治体への補助事業を続けている。ただ、指導が必要となる子供が少ない地域では、人材不足などにより一人ひとりに応じた十分な対応ができていない学校も少なくない。

　同省の担当者は「外国人の子供たちが将来日本を支える人材に育つよう、どこでも十分な教育が受けられるような支援体制をつくっていきたい」と話している。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG24H7R_U5A420C1CR8000/
・性同一性障害巡り、学校の対応例通知　文科省（4月30日）
フォームの終わり

　文部科学省は30日、心と体の性が一致しない性同一性障害の児童生徒に対する学校での対応例をまとめ、全国の教育委員会などに通知した。学校生活では男女別の規則や活動も多いため、服装、髪形、授業などでの配慮や支援の具体例を提示。「先入観を持たず、児童生徒の状況に応じた支援を行うことが必要」と強調した。

　文科省が2013年度に初めて実施した全国調査によると、自身の身体の性別に違和感を訴える小中高校生は少なくとも606人いた。このうち性同一性障害と診断されたのは165人だった。

　今回の通知では、該当する児童生徒がいる学校で実施されている例として、身体は「男性」でも本人が「女性」と自認している場合、女性の制服の着用を認めたり、水泳の授業で上半身が隠れる水着の着用を認めたりする対応を紹介。「君」「さん」といった呼称、男女別の名簿での扱いなどで配慮している例も挙げた。

　就職時などに必要となる卒業証明書については、卒業後に戸籍上の性別を変更した場合に変更後の性別や名前に合わせて発行し直すことも可能だとした。

　周囲の偏見をなくし、学校の対応への理解を求めるため、保護者と十分話し合い、他の児童生徒にも配慮するよう要請。医療機関や児童福祉施設、ソーシャルワーカーなどと協力した「サポートチーム」の設置も必要だとしている。

　ＬＧＢＴ（レズビアン、ゲイ、両性愛者、トランスジェンダー）と呼ばれる性的マイノリティーの児童生徒への対応についても初めて言及。教職員に対し、性同一性障害や性的マイノリティーに関する心ない言動を慎み、一方的に否定しないよう求めた。

　文科省の担当者は「研修などを通して教職員の理解を深めていき、性同一性障害などに悩む子供が生き生きと学校生活を送れる環境を作っていきたい」と話している。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28HBR_Q5A430C1CR0000/
＊京都新聞
・暴力・虐待から少女ら再出発　京都の子どもシェルターが支援（4月20日）
　虐待を受けたり、児童養護施設を退所するなど、帰る家のない子どものためのシェルター施設「はるの家」（京都市内）が、開設３年を迎えた。家庭的な環境のなかで精神的に安定して自立に向かう例もあり、少女たちの再出発を支えている。

■横たわる性の問題

　子どもシェルターは、児童養護施設でうまく暮らせなかったり、少年院を退院したりと、福祉や司法の制度では支えきれない子どもたちのために、２００４年に東京で初めて開設された。

　「はるの家」は、京都の弁護士らでつくるＮＰＯ法人「子どもセンターののさん」（安保千秋理事長）が、関西で初めての子どもシェルターとして１２年４月に開設、現在は女子のみを受け入れている。京都市内の一軒家で、スタッフが２４時間常駐し、家族と暮らせない子どもたちに寝泊まりの場所や食事を提供して日常生活を送れるよう支える。入所期間は数日－数カ月と幅広く、当初２年間で延べ３６人が利用した。

　シェルターを必要とする１０代の女子には、性の問題が大きく横たわる。性的虐待を受けたために児童相談所の一時保護所といった男女が顔を合わせる環境になじめなかったり、性非行や妊娠、性病感染のリスクから受け入れ先が見つかりにくい現状という。

　受け入れた少女の約３分の２に被虐待経験があったが、はるの家で暮らすなかで笑顔を見せ、生活態度が落ち着く例も多いという。退所直後の生活は、親元が約４割、児童養護施設が３割、親族宅が１割の順。

■背景に家庭環境

　安保理事長は「虐待を受けた子は自己評価が低く、幼く、自分の思い込みで行動しがち。問題行動も見られるが、その背景には家庭環境がある」と語り、虐待や暴力といった環境要因を取り除いた状態で生活してみることの大切さを挙げる。「当初は心を閉ざしたり、暴れていた子どもたちも、精神的に安定してくると愛らしく、彼女たちの未来に可能性を感じる」

　自宅の押し入れから保護され、毛布をかぶったまま誰にも顔を見せなかった少女は、１週間暮らすうちに毛布を取ることができるようになり、数カ月後には児童養護施設に移った。別の少女は母親に虐待を受けながらも、離れることができずに入所と退所を繰り返し、最終的に１人で暮らす決断をした。

　「虐待を受けると、問題行動を起こし、それが原因でまた虐待を受ける。シェルターでの暮らしはこの悪いサイクルから一度出て、自分を見つめ直す機会になっていると思う」と安保理事長。

■教育基金設立へ

　この春、退所する子どものための教育基金を設立し、将来的には相談窓口を設けることも考えている。２４時間体制で子どもを支えるには、人材や財源の確保など運営体制の充実が不可欠で、昼間のボランティアスタッフをはじめ、資金面での協力者も募っている。問い合わせは「子どもセンターののさん」事務局ＴＥＬ０７５（２５４）８３３１。

http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150420000081
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・20年間で児童虐待は70倍増。児童虐待の相談等に対応する「児童相談所」ってどんな場所?（4月20日）
　近年児童虐待をニュースで見ることが増えてきました。毎年夏頃に報告される児童虐待相談対応件数ですが、実はこの数字は10年以上毎年最高記録を更新し続けています。平成25年度の児童虐待相談対応件数はついに7万件を超え、20年ほど前の平成2年の約70倍に上りました。私たちが日ごろニュースで目にする量をはるかに超える数の相談の対応が日常的に行われていることがわかります。単純計算で、1日に約200件もの児童虐待に対応している状況なのです。
　そして児童虐待の報道がなされる度に、「親は何をしてたのか」という批判とともに非難の対象となるのが児童相談所です。児童虐待の発見や対策、防止を担っているのが児童相談所ですが、児童相談所がいったい何を担っているのか、児童相談所の職員である児童福祉司はいったい児童虐待を見過ごしてしまったのか、その原因や現状についてはあまり語られることがありません。今回は児童虐待という命や子どもの健全育成などに関わる仕事を担う、児童相談所やそこで働く児童福祉司の現状について触れてみたいと思います。

児童相談所の負担は10年で3倍増に？
　児童虐待の相談件数が毎年何千件単位で増えている中で、この児童虐待の相談に応じる児童相談所の児童福祉司の数は、たった2倍にしか増えていません。この間、児童虐待相談件数は7倍増になりました。単純に考えて1人の児童福祉にかかる負荷は3倍以上増えたことになります。
　もともと人が十分にいて、3倍になってちょうどよくなったということであれば問題ないと思います。しかし、児童相談所は慢性的な人手不足の状態であり、毎年児童虐待の相談件数が増えていくと、1家庭に割ける時間はどんどん少なくなってしまっているのが現状です。

児童福祉司は一度に30家庭の相談を担う？
　平成22年の「児童虐待の防止等に関する意識等調査結果」によれば、1人の児童福祉司が常時受け持っている児童虐待事例の件数は、平均で31件だといいます。児童相談所の役割としては、相談があった人と話すだけでなく、以下の図のように、定期的に家庭訪問をしたり、心理士や病院などと連携し必要な対策を考え遂行したり、子どもを家庭から保護したりと多岐にわたります。
　さらには、児童虐待などで児童養護施設に入所が決まった子どもたちの状況を児童養護施設と連携してサポートするなど、単発では終わらないケースが多くあります。児童福祉法によると保護者への指導等も、児童相談所の仕事として位置づけられています。
　31件を常時対応している状況では、1か月20日勤務だとすると、1家庭に割けるのは丸1日もない状況となってしまっています。ニュースなどで、児童虐待で命をなくした子どもの報道がなされた際に、度々「児童相談所が家庭訪問していた家庭にも関わらず、なぜ未然に防ぐことはできなかったのか」などといった表記がされることがあります。しかし、実態としては、十分に家庭の状況を知り、継続的に点検していく人手が足りていないのが現状なのです。また、現場に近い方に、30件どころか、手が離れたようで離れていなく、頭の片隅に入れて定期的にチェックしなくてはいけない家庭等も入れると100件を超えるという話も聞いたことがあります。

　児童相談所が扱う相談内容としては、以下の5つに大別されるといわれていますが、どれもすぐには解決策が出ない重たい問題です。
　・養護相談:　父母の家出、死亡、離婚、入院などによる養育困難、被虐待児など。
　・保健相談:　未熟児、虚弱児、小児喘息など。
　・心身障害相談:　障害児、発達障害、重度の心身障害など。
　・非行相談:　虚言、家出、浪費癖、性的な逸脱、触法行為など。
　・育成相談:　性格や行動、不登校。

　もしみなさんが、30人を超える友達から、上記のような相談をされていたとしたら、小さなサインに気づいたり、適切な対応をすることができるでしょうか。それに加えて、最近は随分落ち着いたように見えるけど、気にかけている人がさらに70人いたとしたら、相談内容の重さは様々だとしも、またそれが本業だとしても、私にはとても一つひとつに適切に対応できるようには思えません。それが児童相談所の実態、と言っても過言ではないのです。
　実際に児童相談所に務めている児童福祉司の91％は「あなたは、児童虐待により施設に入所した児童や継続的に援助を行う必要がある児童に対する支援に困難を感じることはありますか。」という問いに「ある」と答えています。さらに、その要因として88％が「児童福祉司や児童心理司の一人当たりのケース受持件数が多いなど人員配置に余裕がなく、児童に対してきめ細かなケアを行う時間がないから」と答えています。
　「常時受け持つ児童虐待事例の件数は、一人当たり何件程度が妥当だと思うか。」という質問に対しては、6割が20件未満と答えています。

時間や量だけではない！ベテラン職員不足の現場
　先ほどの質問で、児童の支援に困難さを感じる要因のもう一つに、児童福祉司の質の問題があります。要因のうち、「児童福祉司や児童心理司の人事異動が多いた め、継続的な対応が難しくなっているから」が約37％、「経験の長いベテランの児童福祉司や児童心理司 が少なく相談できる相手がいないから」が約17％となっています。
　そもそも児童相談所は、都道府県や政令指定都市に設置されている行政機関なので、児童福祉司は地方公務員になります。なので、児童福祉司になるには、各自治体が実施している公務員試験に合格し、一般行政職として採用された後に配属されるか、定期の人事異動によって配置が決まります。つまり、児童福祉司を希望したとしても、配属によっては必ずしも児童福祉司として児童相談所へ配属されるとは限らないのです。

　【児童福祉司になるには】
　ただ、一部の自治体では専門職としての採用要項を設けているところもあります。また、希望する人が少ないため、実際には高確率で児童相談所に配属されるという話を聞いたことはあります。一方で、もともと児童福祉司を希望していなくても、大学で一定の学部を受講しているだけで条件を満たしてしまうため、専門性がなくても人事異動の一環で、児童相談所に配属されることがあるのです。その場合、ソーシャルワークにおける基礎的な教育を受けていないことに加え、移動のサイクルが極端に短く、個人においても組織においても専門性が蓄積されないという問題があるといわれているのです。

　【児童福祉司になるための条件】
　1. 厚生労働大臣の指定する児童福祉司または児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の施
設を卒業、または厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者
　2. 大学で、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修め
　て卒業した者
　3. 医師の免許を有する者、または社会福祉士の資格所持者
　4. 社会福祉主事として2年以上、児童福祉の仕事に従事した者
　5. 1～4の条件に準ずる者で、児童福祉司として必要な学識経験がある者

　上記は、児童福祉法第13条2項によって定められています。

社会保障給付費の内、子どもにまつわる予算はたったの4％
　児童虐待の相談や支援を行う児童相談所の現状を見ただけでも、児童福祉における人の質・量の課題がたくさんあることがわかるかと思います。児童虐待相談件数は7万件を超えていますが、児童虐待には目に見えやすい身体的虐待だけでなく、ネグレクト(育児放棄)・心理的虐待・性的虐待を含んでおり、実際に相談や発見に至っているものはそのごく一部だとも言われています。また地域間のつながりが減って、「よそに干渉しない」というのが当たり前になっている中で、虐待の早期発見・早期対応はしづらくなってきており、発見された際には非常に深刻化しているケースも少なくないといわれています。
　一方で、社会保障において、「児童・家族関係給付費」はたったの4％となっているのが現状です。ほとんどは高齢者・年金に充てられています。
　さらにこの4％には、児童虐待だけでなく、児童手当や保育サービスに関わる費用も含まれているのです。そもそも児童福祉には、障害児、孤児、1人親家庭などといった、特別に支援を必要とされる児童に対する施策である狭義の児童福祉と、すべての家庭において児童が健全に育成されること、また児童を産み育てやすい社会環境を整えるための施策である広義の児童福祉があります。核家族化が進んだり、女性の社会進出、地域とのつながり等の減少の中で、どの家庭においても、家庭だけでは子育てが難しい状況になってきていることに加え、少子化が進行し、少子化対策の一環で、児童福祉が広義で語られることが増えてきているといわれているのです。
　参考までに、2012年度の社会保障給付費は109兆円ですが、虐待等によって家庭で育てることが難しく社会的養護が必要とされる子どもたちに対する予算は1,073億、母子家庭等自立支援・DV対策は2,298億となっており、狭義の児童福祉の分野にさかれている割合は1％もないことがわかります。

3.6日に1人の子どもが命を亡くす現状を打破するために

　昔は地域や近所の「誰か」がやってくれるだろうと期待できる時代があったかもしれません。その場合、税金をかけるなどして、仕組みを整える必要性はすくなかったかもしれません。しかし、今は親ができないと、誰もやってくれない時代になってきました。いち早く、仕組み化していかない限り、虐待によって命をなくす子どもたちは増えていくのではと感じています。今すでに年間約100人の子どもたちが児童虐待によって命を落としているのです。
　高齢者のサポートも、「誰かやってくれるだろう」では済まなくなり、たくさんの仕組みができました。高齢者問題や、障害者問題、また広義の児童福祉は、当事者の代わりにその家族が声を上げるので仕組み化が早いといわれています。一方で、児童虐待等による問題は、家族にまつわる問題ともリンクしているため、当事者も、当事者の家族も声をあげないことが多く、命にも関わりうる、大切な問題にも関わらず、仕組み化には非常に時間がかかってしまっているのが現状です。　
　この連載を通じて、少しでも多くの人が、虐待等に苦しむ子どもたちに代わって声をあげ、他の福祉同様に、仕組み化がもっと早く進んでいくことを切に願っています。また、行政任せにするのではなく、本業であるNPOを通じて、ボランティアや寄付といった、昔の地域に代わる、草の根の力を借りて、子どもたちの現状を訴え、サポートできる仕組みを増やしていけたらと思っています。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150420-00042959-gendaibiz-bus_all
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・虐待で「脳が傷つく」衝撃データ　2割近い萎縮も〈ＡＥＲＡ〉（4月27日）

　子どもへの虐待事件があとを絶たない。虐待は心はもちろん、脳にも深い傷痕を残すことが分かってきた。

　厚生労働省によると、児童養護施設に入所する子どもは約2万9900人（2013年2月時点）。そのうち59.5％が虐待を受けていた。内訳はネグレクト（育児放棄）が63.7％ともっとも多く、身体的虐待（42％）、心理的虐待（21％）、性的虐待（4.1％）と続く。

　子どもの時に受けた虐待が、その後の発達にどう影響するのか。福井大学教授の友田明美さん（小児発達学）の研究が注目されている。

　03年からの9年間、友田さんは米ハーバード大学と共同で、虐待と脳の関係を研究した。米国に住む18～25歳の約1500人を集め、その中から幼少期に虐待を受けた経験のある人とない人を対象に、知能検査と磁気共鳴断層撮影（MRI）検査を実施。虐待によって脳が傷つくこと、虐待のタイプによって傷つく部位が次の4パターンに分かれることを明らかにした。

（1）激しい体罰による前頭前野の萎縮──幼少期に激しい体罰を長期にわたり受けると、感情や理性をつかさどる「前頭前野」が約19％萎縮する。

（2）暴言虐待による聴覚野の拡大──幼少期に暴言による虐待を受けると、会話や言語をつかさどる「聴覚野」の一部が約14％拡大する。

（3）性的虐待による視覚野の萎縮──幼少期に性的虐待を受けると、視覚をつかさどる「視覚野」が約18％萎縮する。

（4）両親のDV目撃による視覚野の萎縮──幼少期に頻繁に両親のDVを目撃すると、視覚野の一部が約6％萎縮する。

　虐待が脳に影響を与えるメカニズムを、友田さんはこう説明する。

「過酷な体験に適応するよう、それぞれをつかさどる脳の部位が過敏に変化していると考えられます」

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150430-00000007-sasahi-soci
